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○ 包括外部監査結果に基づく措置状況について 

 

 

（危機管理部・健康福祉部） 

 

○ 京都府国土強靱化地域計画の改定（中間案）について 

 

 

 



1 

 

包括外部監査結果に基づく措置状況について 

 
令 和 ７ 年 ６ 月 2 4 日 

    
危 機 管 理 部 

 
 
  包括外部監査結果に基づき、既に講じた措置の概要について、下記のとおり御報告いた

します。（詳細については、別紙のとおり） 

  なお、本件につきましては、地方自治法の規定により、監査委員から公表されることと

なります。 
 
 

記 
 
 
■ 包括外部監査結果に基づく措置状況 

 

年度 監査テーマ及び指摘事項 措 置 の 内 容 

R5 【府民サービスの向上・職員の働き方改革に向けた事務事業のデジタル化推進の現状と課題
について】 

○防災防犯メールの登録についての周知 

令和３年４月に防災防犯メールシステム

を更新しているが、防災防犯メール登録者数

が更新前から大幅に減少している。システム

の更新後、２年以上経過している現状におい

て、登録者数は更新前の半分以下であり、せ

っかくのシステムが災害時において有効に

利活用されないおそれがある。よって、府内

市町村へ周知協力を依頼するなど、あらゆる

方法を模索して、防災防犯メールの登録につ

いて、周知徹底を図っていただきたい。 

 

（災害対策課） 

防災情報を届けられる方を増やすことは

重要であると考えており、そのツールの一つ

である防災防犯メールについては、登録者の

増加に向けて周知に取り組んでいるほか、市

町村や企業等による防災防犯メールの情報

を用いた情報発信などの二次利用の推進に

も取り組んでいるところ。 

より多くの方に防災情報を届けられるよ
う、きょうと危機管理 WEBや京都府公式 LINE、
Ｘの京都府防災情報など多様なツールも用
いることにより、情報発信を強化してまいり
たい。 
 

 

年度 監査テーマ及び指摘事項 措 置 の 内 容 

H24 【情報システムに係る財務事務の執行について】 

○サーバ機器等の設置場所の見直し 
 「京都府情報セキュリティ対策基準」によ
れば、情報システムの設置場所は、外部から
の侵入が容易にできないように管理区域は
可能な限り無窓の外壁等に囲まれた区画と
することとされる。しかし、実際には侵入が
容易でない場所に設置されているが窓ガラ
スのある部屋であり、「京都府情報セキュリ
ティ対策基準」を十分には満たしていない。 
 

（災害対策課） 
 令和６年７月から全面運用開始した危機
管理センターにおいて、サーバ機器を無窓の
防災機器室に整備した。 

 



 

京都府国土強靭化地域計画の改定（中間案）について 

  令和７年６月 

 

（改定に関する主な内容について） 

１ 計画の概要（策定趣旨） 

本計画は、国土強靱化基本法第 13 条に規定された国土強靱化地域計画として策

定したものであり、本府の国土強靱化に関する取組を総合的かつ計画的に推進する

ためのアンブレラ計画として、国計画との整合を図りつつ、各分野の個別計画にお

いて掲げた施策や指標等を総論的・理念的に示した指針。 

現行計画の計画期間は令和３年～令和７年度。 

 

２ 改定の趣旨 

  国土強靭化基本法第 14条の規定に基づき、令和５年７月に改定された国の計画

（国土強靱化基本計画）との調和を図りつつ、能登半島地震など、前回改定以降

に発生した大規模災害を踏まえた上で、「京都府戦略的地震防災対策指針及び同

推進プラン」等の改定内容を反映し、新たな課題やそれらに対応する施策を盛り

込むもの。 

 

３ 主な改定内容 

 第１章 基本的な考え方 

「計画を推進する上での基本的な方針（17 事項）」を国計画の改定に合わ

せ、「国土強靱化政策の展開方向（35事項）」に整理  

国計画における

主な変更内容 

・防災インフラの整備、ライフラインの強靱化、事業継続

性確保を始めとした官民連携の強化などの項目に整理 

 

 第３章 脆弱性評価 

   国土強靱化基本法において、「起きてはならない最悪の事態」を想定した上

で脆弱性評価を行うこととされており、本府においては、国土強靱化基本計画

で設定された最悪の事態を基本に、京都府独自の内容を含めた「起きてはなら

ない最悪の事態」を設定。令和５年の国計画の改定を踏まえ、現行計画の 45

項目を再編・統合し 35項目とした。 



国計画における

主な変更内容 

・「事前に備えるべき目標」を８項目から、「直接死を最

大限防ぐ」、「関連死を最大限防ぐ」等の６項目に再編 

・上記の再編に合わせて、関連する「起きてはならない

最悪の事態」を組替 

 

第４章 国土強靱化の推進方針 

  個別施策分野及び横断的分野毎に、国土強靱化の推進方針を掲げた項目であ

り、国計画との整合を図り、横断的分野に１分野を追加するとともに、避難所の

環境整備、孤立集落の発生への対策、ドローン活用等のデジタル活用施策など、

分野毎に京都府戦略的地震防災対策指針及び同推進プランの改定において新たに

盛り込まれた施策等を追加 

国計画における

主な変更内容 

・横断的分野（旧計画では５項目）に「デジタル活用」を

追加し、６項目に変更 

 

 

参考:強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法 

【抜粋】 

（国土強靱化地域計画） 

第十三条 都道府県又は市町村は、国土強靱化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を

図るため、当該都道府県又は市町村の区域における国土強靱化に関する施策の推

進に関する基本的な計画（以下「国土強靱化地域計画」という。）を、国土強靱

化地域計画以外の国土強靱化に係る当該都道府県又は市町村の計画等の指針と

なるべきものとして定めることができる。 

 

（国土強靱化地域計画と国土強靱化基本計画との関係） 

第十四条 国土強靱化地域計画は、国土強靱化基本計画との調和が保たれたものでなけ

ればならない。 

 



■ 趣旨、計画の位置づけ
国土強靱化基本法の趣旨等を踏まえ、府民、市町村、国、

事業者等とともに、大規模自然災害等から速やかに復旧・復
興ができる強い安心・安全な京都府づくりを進めるための指
針となる計画を策定

■ 計画期間 概ね５年間（令和７年11月～令和13年３月）

はじめに

■ 基本目標

①人命の保護が最大限に図られること
②京都府内の重要な機能が致命的な障害を受けず、維持されること
③府民の財産及び公共施設に係る被害の最小化に資すること
④迅速な復旧復興に資すること

■ 国土強靱化政策の展開方向 （１７事項 ⇒ 35事項）

※改定前は「計画を推進する上での基本的な方針」

第１章 基本的な考え方

■ 地勢・成り立ち ■ 気象 ■ 人口

第２章 京都府の地域特性等

■ 想定するリスク
○地震（南海トラフ地震及び直下型地震）
○日本海側における津波
○豪雨等による土砂災害・風水害等及びこれらに起因する二次災害
○複合災害（大規模災害と感染症のまん延の同時発生等）

■ 京都府における「起きてはならない最悪の事態」
国土強靱化基本計画における設定を基本に、本府独自の内容

を含む35項目の「起きてはならない最悪の事態」を設定し、脆
弱性を評価 ※改定前の45項目を再編・統合

第３章 脆弱性評価

■ 個別施策分野
(1)行政機能／警察・消防等

本部機能の強化、防災拠点施設等の耐震化・機能維持、原子力災害対策

(2)住宅・都市／環境
ライフライン施設の応急復旧体制構築、被災者の生活対策、帰宅困難者対策

(3)保健医療・福祉
医療・福祉施設の耐震化等、災害時の医療・救護体制の整備、要配慮者への支援

(4)エネルギー
エネルギー供給の多様化

(5)情報通信
府民への通信手段の確保、災害危険情報の収集・伝達体制の確立

(6)産業構造／金融
ＢＣＰ推進による京都全体の活力の維持、工業用水道施設の耐震化

(7)農林水産
農地・農業用施設の防災対策、森林の整備・保全、漁港の機能保全等

(8)交通・物流
交通・物流施設の耐災害性の向上、交通基盤・輸送機関の災害対応力強化

(9)国土保全／国土利用
総合的な治水・土砂災害対策、河川情報等の提供、インフラ分野におけるＤＸの推進

(10)中央官庁機能バックアップ等【府独自】
外交・儀礼機能のバックアップの充実・強化

(11)伝統・文化の保全【府独自】
文化財の保護・保全及び防火対策、文化財建造物等の耐震化

■ 横断的分野
(A)リスクコミュニケーション

災害危険情報の提供、府民に対する防災教育・訓練、外国籍府民等への災害時支援等

(B)人材育成
地域防災の担い手育成、消防団の活動支援

(C)官民連携
自主防災組織の活動促進、ＮＰＯ・ボランティアとの連携強化

(D)老朽化対策
安心・安全に係る社会資本の適正な維持・更新

（Ｅ）デジタル活用
災害危険情報の収集・提供・伝達体制の確立、ドローン等の活用

第５章 計画の推進

■ 計画の進捗管理 ■ 施策の重点化

京都府国土強靱化地域計画 改定案の概要①
（点線囲みは、今回の主な改定箇所）

第４章 国土強靱化の推進方針
※ 斜体は新規・拡充施策を盛り込んだ項目



背 景
京都府国土強靱化地域計画 改定案の概要②

▶ 令和６年能登半島地震等、近年の自然災害からの教訓

▶ 主要な活断層の被害想定見直し結果を踏まえた対策

▶ 京都府危機管理センターの機能を最大限活用

②地震防災対策など分野別計画の改定

▶ 社会情勢の変化等に関する事項

▶ 地域における防災力の一層の強化（地域力の発揮）

▶ デジタル等新技術の活用による施策の高度化

① 国基本計画の改定（R５.７）

新たに盛り込んだ施策等

○ 避難所におけるプライバシーの確保や健康維持に必要なパーティション･簡易ベッド等の資機材確保
○ 多様なニーズに配慮した避難所の自主的な運営への支援
○ トイレトレーラーの広域的確保、民間入浴施設の活用など、避難所における快適なトイレ環境や入浴施設の確保
○ 炊き出し資機材等の確保、キッチンカーの活用など、避難所生活の長期化に伴う避難所の食事環境の整備
○ 被災学校へ教職員などを派遣し、「教育活動の早期再開」や「児童生徒の心のケア」等を支援する体制の構築

ソ
フ
ト
対
策

○ ヘリ・ドローン等を活用した孤立集落への物資輸送体制の整備
○ 被害認定調査の迅速化等を進めるとともに、火災等の災害事象の早期覚知や被災状況の把握の強化
○ 民間企業がICT・AI 技術を活用して提供する情報を入手し、災害対策に活用する仕組みの構築
○ 令和６年４月から国において運用を開始した新たな総合防災情報システム（SOBO-WEB）と京都府総合防災情報
システムの連携及びそれらを効率的に活用した訓練の実施

○ 衛星通信システムの活用など、避難所における防災ＤＸの活用促進
○ インフラ分野においてデジタル技術を活用し、生産性の向上や維持管理の効率化

デ
ジ
タ
ル
等
の
活
用

○ 新たに策定した上下水道耐震化計画に基づく急所施設及び避難所等の重要施設に係る管路等の耐震化にあわせ、
災害時の代替性・多重性の確保の推進

○ 汚水処理機能の確保及び管路破損に起因する道路陥没等の未然防止のための終末処理場や幹線管渠の老朽化
対策の実施

ハ
ー
ド
対
策
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はじめに 

 

１ 趣旨 

 

 （１）これまでの経過 

  平成 25 年 12 月に、大規模自然災害等に備えた国土の全域にわたる強靱な

国づくりに向け、国土強靱化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するた

め、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土

強靱化基本法（平成 25 年法律第 95 号）（以下「強靱化基本法」という。）

が公布・施行された。 

国は、国土強靱化推進本部を設置し、強くしなやかな国民生活の実現を図

る国土強靱化の取組を進め、平成 26年６月には、強靱化基本法第 10条に定

める「国土強靱化基本計画」（以下「基本計画」という。）が策定された。 

 また、平成 30 年 12 月には、基本計画策定以降に頻発した災害を踏まえた

脆弱性評価や重要インフラ緊急点検の結果をもとに、「防災・減災、国土強

靱化のための３か年緊急対策」が閣議決定されるとともに基本計画が改定さ

れ、令和２年 12 月には、取組の更なる加速化・深化を図るため「防災・減

災、国土強靱化のための５か年加速化対策」が閣議決定された。 

さらに、令和５年６月には強靱化基本法が改正され、推進が特に必要とな

る施策の内容・事業規模等を示す「国土強靱化実施中期計画」の策定が法律

に位置づけられるとともに、同年７月には近年の社会経済情勢等を踏まえ基

本計画が改定された。 

  京都府においては、平成 21 年度より「京都府戦略的地震防災対策指針」

及び「京都府戦略的地震防災対策プラン」（以下「京都府戦略的地震防災対

策指針及び同推進プラン」という。）を策定し、地震防災対策を推進すると

ともに、平成 28 年度には、平成 24年から３年連続して発生した大規模な浸

水被害を踏まえ「災害からの安全な京都づくり条例（平成 28 年京都府条例

第 41 号）」を制定するなど、安心・安全な京都づくりを進めており、この

取組に合わせ、平成 28 年 11 月に強靱化基本法第 13 条に基づく計画として

「京都府国土強靱化地域計画」（以下「地域計画」という。）を策定した。

また、コロナ禍の教訓や社会経済情勢の変化、国の動向等も踏まえつつ、令

和３年３月に地域計画を改定したところである。 

 

 （２）改定の趣旨 

  令和３年３月の地域計画改定後も、京都府内に甚大な被害を与えた令和５

年台風第７号の発生をはじめ、自然災害は激甚化・頻発化している。また、

1



 

 

令和６年１月に発生した令和６年能登半島地震により、多数の孤立集落の発

生や避難生活の長期化等の新たな課題が顕在化したほか、同年８月には日向

灘を震源とする地震が発生し、初めて南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注

意）が発表されるなど、これまでの想定を上回る災害リスクへの対応が求め

られる。 

  また、気候変動に伴い激甚化・頻発化する土砂災害・風水害等により、大

規模地震後の復旧時に他の自然災害が同時発生するリスク等、様々な自然災

害発生時を想定した対策が必要となっている。 

さらに、長年にわたって築かれてきた生活や経済の基盤であるインフラの

老朽化対策が極めて大きな課題となっていることから、これにより社会生活

や経済が機能不全に陥ることのないよう、公共施設等の更新・統廃合･長寿命

化等を計画的に進めることが急務である。 

  加えて、人口減少・少子高齢化が進行し、地方の過疎化や地域産業の衰退

等が大きな課題となる中、災害対応の迅速化・適切化等にデジタル技術を活

用し、防災・減災、国土強靱化の取組をより効率的に進める必要がある。 

  また、災害予測や災害発生時等、様々な段階においてデジタルの力で対応

力を強化することが重要である。 

  こうした背景のもと、地域計画のこれまでの取組を点検するとともに、近

年の災害から得られた教訓や社会経済情勢の変化、国の動向、府内最大の被

害が想定される花折断層帯をはじめとする主要な活断層の地震被害想定の

見直し結果等を踏まえつつ、本計画の改定を行うこととする。 

  なお、本計画が今後の研究成果等を踏まえたものとなるよう、適宜見直し

を行っていくものとする。 

 

２ 計画の位置づけ 

 

  本計画は、強靱化基本法第 13 条に規定する国土強靱化地域計画として策定

するものであり、京都府の国土強靱化に関する施策を総合的かつ計画的に推

進するための指針となるべきものとして位置づけるものである。 

  そのため、府政運営の指針である京都府総合計画及び京都府地域防災計画、

京都府戦略的地震防災対策指針及び同推進プラン等の国土強靱化に係る計画

との調和を図ることとする。 

 

 

３ 計画期間 

 

概ね５年間を推進期間とする。 
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第１章 地域計画の基本的な考え方 

 

１ 基本目標 

 

 災害は、それを迎え撃つ社会の在り方によって被害の状況が大きく異なるも

のであることから、府民生活及び経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある大規

模自然災害等（以下「大規模自然災害等」という。）の様々な危機を直視して、

平時から備えることが重要である。 

 そこで、いかなる災害が発生しても、「強さ」と「しなやかさ」を持った安

心・安全な地域・経済社会が構築されるよう、次の４点を基本目標として本計

画を推進することとする。 

① 人命の保護が最大限に図られること。 

② 府内の重要な機能が致命的な障害を受けず、維持されること。 

③ 府民の財産及び公共施設に係る被害の最小化に資すること。 

④ 迅速な復旧復興に資すること。 

 

 

 

 

 

 

２ 地域計画の見直しに当たって考慮すべき主要事項と情勢の変化 

 

近年、大規模地震の切迫性の高まりや地球規模の気候変動等、災害リスクの

高まりに加え、エネルギー・食料の安定供給に関するリスクの高まりや、デジ

タル革命、SDGs（Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標）の社会浸

透など、国土強靱化を取り巻く情勢が急速に変化している。 

また、前回の地域計画の改定以降、我が国は令和６年能登半島地震等の自然

災害を経験し、新たな教訓を得た。とりわけ、自助・共助・公助の各々の関係

者が多様化する中、より総合的・横断的な対応が求められている。 

今後、中長期の将来にわたる国土強靱化の取組は、次表に示す「地域計画の

見直しに当たって考慮すべき主要事項と情勢の変化」を踏まえた上で、課題を

整理し、政策の展開方向に沿って具体的な施策を推進することとする。 
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地域計画の見直しに当たって考慮すべき主要事項と情勢の変化 

（１）国土強靱化の理念に関する主要事項 

１）「自律・分散・協調」型社会の促進 

２）事前復興の発想の導入促進 

３）地震後の洪水等の複合災害への対応 

４）南海トラフ地震等の巨大・広域災害への対応 

（２）分野横断的に対応すべき事項 

１）環境との共生 

２）インフラの強靱化・老朽化対策 

３）横断的なリスクコミュニケーション（災害弱者等への対応） 

（３）社会情勢の変化に関する事項 

１）気候変動の影響 

２）グリーン・トランスフォーメーション（ＧＸ）の実現 

３）国際紛争下におけるエネルギー・食料等の安定供給 

４）ＳＤＧｓとの協調 

５）デジタル技術の活用 

６）パンデミック下における大規模自然災害 

（４）近年の災害で得られた新たな知見 
１）災害関連死に関する対策 

２）コロナ禍における自然災害対応 

 

（１）国土強靱化の理念に関する主要事項 

 １）「自律・分散・協調」型社会の促進 

  今後 30 年以内に高い確率で発生するとされている南海トラフ地震等を踏

まえれば、その影響を強く受ける地域に主要な機能が過度に集中する状況は

避ける必要がある。人口が密集する地域が大規模災害に見舞われた際の被災

者の受入れや政府機能を始めとする中枢管理機能のバックアップ体制の整備

を推進することにより、自然災害に対する「しなやかさ」を高めることが重

要である。 

  また、コロナ禍を背景に、リモートワークの普及等により暮らし方や働き

方が多様化し、二拠点居住や田園回帰への意識が高まったことも踏まえ、若

者世代や女性に開かれた魅力的な地域づくりを進めるとともに、新名神高速

道路や山陰近畿自動車道等をはじめとする高速交通ネットワークを強化し、

人流・物流の多重性・代替性を確保するなど、平時と有事の両面から「自律

・分散・協調」型社会を形成する必要がある。 

 

２）事前復興の発想の導入促進 

「より良い復興（Build Back Better）」という概念は定着してきているが、

大規模災害が発生した後の混乱の中で、被災前よりも災害に強い地域に復興

していく姿を描くことは容易ではない。 

平時から、あらかじめ 30 年、50 年の大計を描き、どのような地域を目指

すのか、長期的・広域的に考えておくことが重要である。 
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３）地震後の洪水等の複合災害への対応 

 大規模地震後の復旧には相応の時間が必要なことを踏まえれば、その間に

風水害等が発生する可能性があることは、令和６年能登半島地震及び令和６

年９月能登半島豪雨からも明らかであり、原子力災害も含めた複合災害を想

定し、あらゆる危機事象に有効な事前防災を推進することが重要である。 

 

４）南海トラフ地震等の巨大・広域災害への対応 

 未曾有の巨大・広域災害への対応に当たっては、最大クラスの地震が発生

する場合のみならず、時間差で大規模な地震が発生する場合の時間的・空間

的影響を考慮した対応の検討を通じて、事前の備えを強化するほか、あらか

じめ過去の災害経験から得られた知見について情報発信・共有化を図り、初

動対応に必要な専門スキルを有する人材や物資を確保可能な体制を構築する

など、ハード・ソフトの両面から取り組む必要がある。 

 なお、一たび災害が発生すれば、迅速かつ正確な被害状況の把握が必要と

なるため、情報収集手段の冗長性を確保することも重要である。 

 

（２）分野横断的に対応すべき事項 

１）環境との共生 

気候変動対策に関しては、「パリ協定（平成 27 年国連気候変動枠組条約

締約国会議（COP21）採択、平成 28 年発効）」で定められた世界の平均気

温の上昇を産業革命以前に比べて 1.5℃に抑える努力をするという目標の実

現に不可欠な「カーボンニュートラル」の実行が国際的な潮流となっている。 

また、生物多様性の損失が深刻化する中、「昆明・モントリオール生物多

様性枠組（令和４年生物多様性条約締約国会議（COP15）採択）」に即して、

自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失を止め、反転させるという

「ネイチャーポジティブ」の考え方に基づき、令和 12 年（2030 年）までに

陸と海の 30％以上を健全な生態系として効果的に保全する「30by30 目標」

の実現等が求められている。 

例えば、遊水地のような、防災機能に加え生物多様性保全機能も期待でき

る防災施設は、整備後の土地の利用形態等を含めた検討により、住民が子育

てをし、老後も住み続けたいと思える故郷の風景を残すために活用されるべ

きである。 

これらを踏まえれば、気候変動の影響が深刻化する中、「ネイチャーポジ

ティブ」の考え方は、今後国際社会の中でも主流となるものであり、地域が

有する豊かな自然の恵みを生かすグリーンインフラの活用を積極的に推進

し、NbS（Nature-based Solutions：自然を活用した解決策）の考え方に基

づく取組を拡大していくことが必要である。 

なお、太陽光等の再生可能エネルギーの導入に当たっては地域との共生の

観点が重要となっていることから、地域環境の悪化を招かないよう、関係法

令等に基づき、適切に対応する必要がある。 
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 ２）インフラの強靱化・老朽化対策 

  自然災害の激甚化・頻発化やインフラ施設の老朽化が加速度的に進行して

いる状況を踏まえ、インフラが求められる機能を発揮するためには、正しく

設計・施工・維持管理を行う必要がある。 

  このため、防災関連施設はもとより、交通インフラ、エネルギー関連イン

フラ等、官民を問わず公共性の高いインフラについて、災害外力を見直し、

適切な補強等を行うとともに、定期的な点検・診断の結果に基づく老朽化対

策を講じていく必要がある。 

その際、土木系を含む技術系職員をはじめ、メンテナンスに携わる担い手

が不足している状況も踏まえ、新技術や点検・補修データの利活用などによ

り、インフラメンテナンスの効率化を図る必要がある。 

 

 ３）横断的なリスクコミュニケーション（災害弱者等への対応） 

  様々な主体がリスク情報の受信者とも発信者ともなる現代において、リス

クコミュニケーションは、災害リスクを正確に認識し、生命を守るための的

確な行動を促す上で重要な要素であり、災害弱者や情報弱者も含め、確実に

実施される体制づくりが必要である。 

 

（３）社会情勢の変化に関する事項 

１）気候変動の影響 

近年、これまで経験してこなかった気象現象が各地域で発生しており、国

土交通省が行った試算によると、気温が産業革命以前と比べて２℃上昇した

場合、降雨量が約 1.1 倍、洪水発生頻度が約２倍になると試算されている。

また、IPCC 報告書によると、平均海面水位は 0.29～0.59m 上昇し、台風が

強大化することが予測されている。 

世界各地でこれまで経験のない気象災害が頻発するなど、気候変動の影響

が顕在化しており「気候危機」の時代とも言われている。今後、地球温暖化

の進行に伴って、その強度と頻度が増加することが懸念されており、気候変

動リスクを踏まえた防災・減災対策が必要となっている。 

災害外力の増大に伴い、防ぐことのできない災害も増加することを想定し、

ハード・ソフトを組み合わせ、柔軟に対応することが重要である。 

 

２）グリーン・トランスフォーメーション（ＧＸ）の実現 

 地球温暖化対策は経済成長の制約ではなく、積極的に地球温暖化対策を行

うことで産業構造や経済社会の変革をもたらし、大きな成長につなげるとい

う考えの下、国は令和２年 10 月に「2050 年カーボンニュートラル」を宣言

するとともに、令和７年２月には「GX2040 ビジョン」を閣議決定し、エネ

ルギーの安定供給の確保、経済成長、脱炭素を同時実現するため、政策の具

現化等を進めることとしている。 

 これらの取組の一環として、地域の防災拠点に設置された非常用電源に再
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生可能エネルギーを活用するほか、分散型電源等を整備するなど、地域のレ

ジリエンスの向上を図ることが必要である。 

 

３）国際紛争下におけるエネルギー・食料等の安定供給 

 エネルギー・食料等の安定供給を取り巻く世界情勢は激動の時代を迎えて

おり、ウクライナ情勢など国際紛争下において一層厳しさを増している。 

 このため、国全体で太陽光・風力等の再生可能エネルギーを含めた多様な

エネルギー源を確保するとともに、有事でもエネルギー供給が途絶えにくい

システムを構築する必要がある。あわせて、コージェネレーションの活用や

家庭単位での取組も含めた様々な省エネルギーの取組を進める必要がある。 

 食料については、気候変動による生産作物への影響や、大規模自然災害下

における家畜伝染病の流行等の影響も考慮した取組が必要である。府内製造

業のサプライチェーンに関し、海外からの供給に影響が生じ得ることに鑑み、

供給ルートの複線化などを強化する必要がある。 

 

４）ＳＤＧｓとの協調 

 気象災害が激甚化・頻発化し、南海トラフ地震等の大規模地震の発生が切

迫する中、府民の生命・財産を守り、災害の被害に遭う方を一人でも減らす

ため、防災・減災、国土強靱化に取り組み、官民が一体となって質の高いイ

ンフラ投資を行うことは、SDGs においても非常に重要である。 

民間の力を活用し、社会課題解決に向けた取組を推進すると同時に、多様

性に富んだ包摂的な社会や、一極集中から多極化した社会を形成し、地域を

活性化するための施策を推進する必要がある。 

特に、多様性に富んだ包摂的な社会を実現するためには、性別や世代、障

害の有無等の垣根を越えて、多様な人々がお互いを認め、一体感を持って国

土強靱化に向かって取り組む「DEI（Diversity：多様性、Equity：公平性、

Inclusion：包摂性）」の考え方が広く認識されるよう取り組むことが重要で

ある。 

具体的には、「災害対応力を強化する女性の視点～男女共同参画の視点か

らの防災・復興ガイドライン～（令和２年５月）」を踏まえ、行政機関のあ

らゆる災害対応において女性職員の参画を図るほか、障害者や高齢者、訪日

外国人旅行者を災害情報弱者として取り残すことがないよう配慮するなどの

「誰ひとり取り残さない」ための取組が必要である。 

これらの取組を通じ、社会福祉に精通した多様な職員・NPO 等による避難

所運営への参画や、ジェンダーバランス等の多様性に配慮した避難所運営体

制の確保を府域全体に展開する必要がある。 

 

 ５）デジタル技術の活用 

世界に類をみない急速なペースで人口減少・少子高齢化が進行し、地方の

過疎化や地域産業の衰退等が大きな課題となる中、ICT の進化やネットワー
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ク化により、地域や社会の在り方、産業構造が急速に変化する大変革期、新

しい時代（Society5.0）が到来し、デジタル技術はその実証の段階から実装

の段階へと着実に移行しつつある。 

このため、避難計画の策定や災害対応の迅速化・適切化、防災情報の高度

化等にデジタル技術を活用し、防災・減災、国土強靱化をより効率的に進め

る必要がある。 

その際、インフラ・防災・減災分野において、人工知能（AI）、IoT、クラ

ウドコンピューティング、ソーシャル・ネットワークサービス（SNS）、デ

ジタルツイン等、その時点における最先端のデジタル技術や通信基盤の活用

を進めることが重要である。 

また、単なるデジタル技術の活用にとどまらず、業務そのものや組織、プ

ロセスの変革を含む概念であるデジタル・トランスフォーメーション（DX）

の取組により、災害予測、事前復興、災害発生時等、様々な段階においてデ

ジタルの力で対応力を強化することが重要である。 

 

６）パンデミック下における大規模自然災害 

長期に及ぶパンデミック下で医療従事者が対応に追われる中、自然災害が

発生することも十分あり得ることから、コロナ禍において経験したことを踏

まえた備えが重要である。 

なお、リモートワークの普及による暮らし方・働き方の多様化は、東京一

極集中のリスクを分散する上で有効であり、「自律・分散・協調」型社会を

促進する観点からも考慮する必要がある。 

 

（４）近年の災害で得られた新たな知見 

１）災害関連死に関する対策 

令和６年能登半島地震など近年の災害では、避難所の衛生環境の悪化や避

難生活の長期化による災害関連死も多く発生している。 

このため、避難生活が長期化する場合、生活環境の改善を図るほか、避難

者に対する心身のケアについて具体的な事案に学ぶ形で改善を図るなど、災

害関連死を防ぐ取組を進めることが必要である。 

 

 ２）コロナ禍における自然災害対応 

令和２年には、コロナ禍において全国で大水害が相次いで発生し、避難所

における感染症対策が課題となった。今後も、一たび感染症がまん延すれば、

一定期間継続することを前提に、感染症と自然災害の同時発生を想定してお

く必要がある。 

その際、車中泊の活用も含め、感染の可能性がある避難者を他の避難者と

隔離する手法や、トイレ等の共用設備の使用区分け等、具体的な避難所運営

を見据えた事前の備えが必要である。 
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３）孤立に関する対策 

 令和６年能登半島地震では、道路の寸断などにより、多数の孤立集落が発

生した。 

このため、船舶やヘリコプターを使った海路・空路による救助活動や物資

輸送体制の充実のほか、備蓄物資の最適な配置等について、取り組みを進め

ることが必要である。 

 

３ 中長期的に取り組むべき課題 

 

 前節の「地域計画の見直しに当たって考慮すべき主要事項と情勢の変化」を

踏まえ、中長期的に取り組むべき課題は以下のとおりである。 

 

中長期的に取り組むべき課題 

（１）大規模自然災害への備えをより盤石に 

（２）大規模自然災害発生後も経済活動が持続できる国土づくり 

（３）限られた人員でも効率的な災害対応、より豊かな社会活動・地域づくりの実現 

（４）官民連携の促進と民間主導の取組の活性化 

 

（１）大規模自然災害への備えをより盤石に 

  大規模地震の切迫性の高まりや、気候変動に伴う洪水発生頻度の増加及び

平均海面水位の上昇が予測される中、事前防災対策を強化することが重要で

あり、京都府戦略的地震防災対策指針及び同推進プランに基づく取組を推進

するほか、上流・下流や本川・支川の流域全体を見据えた「流域治水」の取

組として、堤防の整備や排水機場の強化、河道掘削・浚渫を実施するなど、

防災インフラの整備を更に推進する必要がある。 

  また、賢く使う観点から、ダムの事前放流など洪水調節機能を有する施設

の操作等、既存の防災インフラの高度化・効率化を進めるとともに、老朽化

したインフラ施設の予防保全に取り組むなど、適切な維持管理を推進する必

要がある。 

  さらに、自然環境が有する防災・減災等の多様な機能を活用し、自然災害

に対する府域全体の強靱化を図ることが必要である。 

  一たび自然災害が発生すると、災害対応拠点となる避難者受入施設・医療

機関等の環境を構築し、順次改善・充実させる必要がある。その拠点が相応

の期間使用される場合には、災害関連死を可能な限り生じさせない取組も重

要である。 

 

（２）大規模自然災害発生後も経済活動が持続できる国土づくり 

  大規模地震による直接死を最大限防ぐ観点から、構造物の耐震化・耐災害

性強化を促進することが重要である。また、被害が長期化しても一定の水準
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で日常生活や社会経済活動が継続されるよう、あらかじめ事前復興を考えて

おくことが重要である。 

  このため、被災地域が孤立する可能性も考慮し、救援救護が到着するまで

の間、生命を守るために必要な通信・エネルギーを確保できるよう、地産地

消の再生可能エネルギー等を活用した自立・分散型の仕組みの導入を図るほ

か、ミッシングリンクの解消やリダンダンシーの確保、交通結節点の機能強

化等、総合交通ネットワークの機能強化や浸水被害等の自然災害から命を守

るための避難路の整備を進め、交通・物流手段を確保する必要がある。 

  このほか、GX の実現のための新たな取組を活用して、大規模自然災害発

生後における迅速な経済活動の復旧を図ることが必要である。 

 

（３）限られた人員でも効率的な災害対応、より豊かな社会活動・地域づくり

の実現 

  より豊かな社会活動・地域づくりを行う上で、デジタル等新技術の活用は

今や欠かせないものであり、国土強靱化の分野においても、様々な気象観測

データやスーパーコンピュータ等を活用した気象予測、ヘリやドローンによ

る情報集約の一層の迅速化・効率化、電子媒体を用いたプッシュ型の情報受

発信システムの活用等が期待されている。少子高齢化が進む中、限られた人

員でも効率的に災害対応等の活動を可能にする観点から、デジタル技術を最

大限活用する必要がある。 

  一方、デジタル技術の活用に際しては、情報弱者に陥りやすい高齢者、障

害者等に対して配慮・工夫が必要である。 

  これらの点も踏まえ、デジタル技術の活用を通じて、日常生活と災害時等

有事の際の双方において、住民が安心して住み続けたいと思える地域づくり

を進めることが重要である。 

 

（４）官民連携の促進と民間主導の取組の活性化 

  国土強靱化を実効性あるものにするためにも、国・地方公共団体のみなら

ず、民間事業者等の主体的取組が極めて重要であり、官と民が適切な連携及

び役割分担の下、民の自助や共助の活性化、民の力を公助へ活用することを

更に進めていく必要がある。 

  例えば、災害時における事業継続性の確保や、ライフライン・交通ネット

ワークの維持・早期復旧に当たっては、道路や港湾等の公共施設の強靱化の

みならず、通信・エネルギーをはじめとする民間施設の強靱化を促進するこ

とが重要である。 

  また、発災後の迅速な復旧復興に当たっては、被災者の支援体制を充実さ

せる必要があり、災害保険等の活用など相互扶助の分野も含めて総合的に取

り組むべきである。民間企業の防災関連技術の活用や、民間主導による防災

・減災に関する地域貢献活動等も進められており、民間主導の取組の更なる

活性化を図ることが重要である。 
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  このようなハード対策とソフト対策の両面からの総合的な国土強靱化の取

組は、各分野において多様なニーズを生み出し、新たなイノベーションや更

なる民間投資の拡大をもたらす可能性を秘めており、持続的な経済成長を促

す観点からも取組を強化する必要がある。 

 

４ 国土強靱化政策の展開方向 

 

近年、気候変動の影響により自然災害が激甚化・頻発化している一方で、こ

れまでの国土強靱化の着実な取組により、大規模な被害を抑制する効果が一定

程度発揮されている。 

こうした点や前節で述べた「中長期的に取り組むべき課題」を踏まえ、中長

期的かつ明確な見通しの下、継続的・安定的に防災・減災、国土強靱化の取組

を一層強化していく必要がある。これまで進めてきた「府民の生命と財産を守

る防災インフラの整備・管理」、「経済発展の基盤となる交通・通信・エネル

ギーなどライフラインの強靱化」、「災害時における事業継続性確保をはじめ

とした官民連携強化」の取組に加え、「デジタル等新技術の活用による国土強

靱化施策の高度化」、「地域における防災力の一層の強化による『地域力の発

揮』」の２点を新たな施策の柱とし、国土強靱化に、デジタルと地域力を最大

限生かしていく。 

具体的には、以下の「国土強靱化政策の展開方向（基本的な方針）」に沿っ

て取組を進める。 

 

国土強靱化政策の展開方向 

（１）府民の生命

と財産を守る防災

インフラの整備・

管理 

１）被害を最小に抑え、地域経済を支える防災インフラの整備 

２）予防保全型メンテナンスへの本格転換など防災インフラ施設の老朽化対策 

３）既存の防災インフラにおける操作の高度化・効率化 

４）避難所としても活用される学校施設等の環境改善、防災機能の強化 

５）自然環境が有する多様な機能（グリーンインフラ）の活用 

６）建設・医療をはじめ国土強靱化に携わるあらゆる人材の育成、防災体制・機能の

拡充・強化 

（２）経済発展の

基盤となる交通・

通信・エネルギー

などライフライン

の強靱化 

１）壊滅的な損害を受けない耐災害性の高い構造物補強 

２）人員の避難・物資輸送の強化・複数経路の確保、防災拠点の整備 

３）予防保全型メンテナンスへの本格転換などライフライン施設の老朽化対策 

４）災害発生時にも可能な限り安定的な通信サービスの確保 

５）災害や海外情勢の変化にも強靱なエネルギー・食料の安全保障と水の安

定供給 
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（３）デジタル等

新技術の活用によ

る国土強靱化施策

の高度化 

１）事前防災・地域防災に必要な情報の創出・確度向上・デジタルでの共有 

２）被災者の救援救護や災害時の住民との情報共有にデジタル（ロボット・ドローン

・ＡＩ 等）を最大限活用 

３）災害時における個人確認の迅速化・高度化 

４）デジタルを活用した地方の安全・安心の確保 

５）災害時にもデータを失うことがないよう分散管理 

６）デジタルを活用した交通・物流ネットワークの確保 

７）その他様々な地域の課題をデジタルで解決 

（４）災害時にお

ける事業継続性確

保をはじめとした

官民連携強化 

１）サプライチェーンの複線化や工場等の分散など災害等に強い産業構造 

２）民間施設でも早期に強靱な構造物へ補強等が可能な支援  

３）民間施設においても適切な情報伝達と早期避難が可能な支援 

４）防災投資や民間資金活用、公共性の高い民間インフラの維持管理など官民連携の

強化 

５）民間企業等における防災教育の充実 

６）医療の事業継続性確保の支援 

７)大規模災害時における効率的・広域的な遺体の埋火葬体制づくり 

（５）地域におけ

る防災力の一層の

強化 

１）避難生活における災害関連死の最大限防止 

２）地域一体となった人とコミュニティのレジリエンスの向上 

３）地元企業やＮＰＯ等の多様な市民セクターの参画による地域防災力の向上 

４）ＤＥＩ（多様性、公平性、包摂性）の観点を踏まえたＳＤＧｓとの協調 

５）男女共同参画・女性の視点に立った防災・災害対応・復旧復興の推進 

６）高齢者、障害者、こども等の要配慮者へのデジタル対応を含めた支援 

７）若者から高齢者まで幅広い年齢層における防災教育・広報と要配慮者を含めた双

方向のコミュニケーション 

８）外国人も含めた格差のない情報発信・伝達 

９）地域の貴重な文化財を守る防災対策と地域独自の文化や生活様式の伝承 

１０）地域特性を踏まえた教育機関や地域産業との連携 
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第２章 京都府の地域特性等 

 

１ 地勢・成り立ち 

 

 京都府は、日本列島のほぼ中央に位置し、南北に細長い形状をしている。 

 日本海に面する府北部地域の海岸線は変化に富むリアス式海岸で、豊富な景

勝地や天然の良港に恵まれている。大部分が中山間地域である府中部地域は、

府内を流れる２つの水系の一級河川が流れており（丹波山地を境に大阪湾に注

ぐ淀川水系、日本海に注ぐ由良川水系）、その流域には亀岡盆地、福知山盆地

をはじめとする小盆地が点在している。府南部地域では、浸水想定区域内に大

都市や市街地が発達しており、桂川・宇治川・木津川の三川合流地点を要に、

山城盆地が扇状に広がっている。また、京都府には 23本もの天井川があり、こ

れは全国２位の数である。 

 府内の山はすべて 1,000メートル以下であり、活火山はない。  

 また、京都府には平安京以来 1,200 年を超える長い歴史と伝統があり、これ

らを活かして、世界水準の大学・研究機関、企業の集積や豊かな自然環境等、

魅力的な資源・資産が多数存在している。都市としての長い歴史を持つ中、豊

かな文化が育まれるとともに、古くから交通の結節点・要衝としての特性を有

してきた。関西圏の中央部に位置し、首都圏が被災した場合にも、中央官庁機

能のバックアップを果たしうる条件を備えている。 

                                                             

 

２ 気象 

 

 京都府の気候は、そのほぼ中央に位置する丹波山地を境にして北部と南部に

大別される。北部は日本海気候、南部は太平洋 (瀬戸内)気候の特性をそれぞれ

示す。 

 平均年間降水量は、北部（舞鶴）では 1,941mm、南部（京都）は 1,523mm で

ある。近年では、局地的豪雨が増加し、浸水被害が発生している。 
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３ 人口 

 

 京都府の総人口は、令和７年１月１日現在 251.8 万人（推計人口）であり、

平成 16 年の 264.8 万人をピークとして本格的な人口減少局面にある。 

 京都市の人口は約 143.6 万人（同上）であり、一部地域を除き減少傾向にあ

るものの、府の総人口の半数以上（約 57％）を占めている。また、大阪通勤圏

である府南部地域では、人口が集中する地域が連たんしており、災害発生時の

安全性の確保の観点から留意が必要である。 

 一方、府域の７割は中山間地域であり、また、府北部地域においては人口の

減少とともに地域偏在化が加速しており、災害発生時の住民又は集落の孤立防

止の観点から留意が必要である。  
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第３章 脆弱性評価 

 

  強靱化基本法の趣旨を踏まえ、国土強靱化の推進を図る上で必要な事項を

明らかにするため、大規模自然災害等に対する脆弱性の評価(以下「脆弱性評

価」という。）を次の枠組及び手順により行った。脆弱性評価の結果は（参

考）のとおり。 

 

１ 想定するリスク 

 

  府民生活及び経済への影響を考慮して、発生すれば甚大な被害が生じる地

震（南海トラフ地震、直下型地震）、日本海側における津波及び近年頻発し

ている豪雨等による土砂災害･風水害等の大規模自然災害並びにこれらに起

因する有害物質の拡散・流出等の二次災害、また、地震と豪雨による複合大

規模災害や、感染症まん延下における大規模な自然災害の発生等を想定する

リスクとし、過去の被害状況や発生確率、被害想定等を次のとおり提示する。 

 

 （１）地震・津波 

  ①  南海トラフ地震 

30年以内の発生確率が 80％程度（令和７年１月時点）と高くなっている

南海トラフ地震については、山城地域及び京都市を中心として、死者約 860

名、全壊・焼失建物 約 70,000棟の大きな被害が生じることが想定されて

いる。 

 

  ② 直下型地震 

   平成７年に発生した阪神・淡路大震災は、我が国で初めて都市を直撃し

た直下型地震であり、地震の規模は淡路島北部を震源としてマグニチ

ュード 7.3（兵庫県の一部では震度７、京都市中京区では震度５を観測）、

死者 6,400余名、負傷者 43,700余名に上る甚大な人的被害をもたらした。 

   また、平成 30 年に発生した大阪北部地震では、大阪府で震度６弱、京都

府で震度５強が観測され、死者６名、重傷者 62 名、61,000 棟を超える家

屋等の被害が発生した。 

   京都府には、府域への影響が懸念される活断層が数多く分布しており、

府内で最大の被害発生が懸念される花折断層帯地震では、死者約

 

想定するリスク 

 

京都府における｢起き

てはならない最悪の

事態｣ 

【脆弱性評価】 

 「起きてはならない最悪の事

態」を回避するための施策の現

状と課題を分析・評価（参考） 

 

推進すべき施策プ

ログラムの策定 
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4,660 名、全壊・焼失建物約 134,210 棟の甚大な被害が生じると想定され

ている（京都府地震被害想定調査（2024）による）。 

   また、個別の断層について、国は「奈良盆地東縁断層帯」、「上町断層

帯」及び「琵琶湖西岸断層帯（北部）」における地震の発生確率が相対的

に高いと公表している（「活断層及び海溝型地震の長期評価結果一覧」（地

震調査研究推進本部））。 

    近年発生した大規模な地震は次のとおり。 

 

◇ 平成 30 年 大阪北部地震（６月 18 日） 

大阪府北部を震源地とする地震が発生。大阪府で震度６弱、京都府で震

度５強を観測。 

震度（５弱以上）： 

震度６弱：大阪府 

 震度５強：京都府（京都市の一部、亀岡市、長岡京市、八幡市、大山

崎町、久御山町）、大阪府 

 震度５弱：京都府（宇治市、城陽市、向日市、京田辺市、南丹市、井

手町、精華町）、滋賀県、大阪府、兵庫県、奈良県 

被害状況：死者６名（うち、京都府なし）、重傷 62 名（うち、京都府１

名）、軽傷 400名（うち、京都府 24名） 

全壊 21 棟（うち、京都府なし）、半壊 483 棟（うち京都府 8

棟）、一部損壊 61,266棟（うち京都府 3,424棟） 

火災７件（うち、京都府なし） 

被 害 額（京都府）：282,639千円 

 

③ 津波 

中丹・丹後地域では、平成 26 年８月に公表された「日本海における大規 

模地震に関する調査検討会」による調査結果を基に、京都府が平成 27 年

度に設定した津波浸水想定において、府内海岸部で最大 10.9ｍの津波水位

が想定されている。この津波浸水想定に基づき、平成 28 年度には津波災

害警戒区域の指定を行った。 
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【府内・周辺の主要な活断層の位置】 
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（２）豪雨等による土砂災害・風水害等 

 

京都府では、昭和 26 年、山城及び口丹波地方を中心とした局地的な豪雨に

より、南桑田郡篠村字柏原（現亀岡市柏原）を流れる年谷川上流の平和池が

決壊し、死者・行方不明者 114名の人的被害をもたらした。 

  さらに、昭和 28 年には、木津川上流域を中心に雷を伴った激しい豪雨に見

舞われた。和束町では総雨量 428mm の記録的な大雨に見舞われ、ため池の決

壊や小河川の氾濫により、死者・行方不明者 336 名の犠牲者が出る大惨事と

なった。この大雨は非常に狭い範囲で降ったことから、報道機関によって「集

中豪雨」という言葉が使われた最初の事例となった。 

  また、平成 24 年には京都府南部豪雨、平成 25 年には台風 18 号、平成 26

年には８月豪雨と、３年連続で大規模な風水害が発生。平成 30 年には、府域

すべての観測地点で総雨量が月平均降水量を超過し、2,300 棟を超える浸水

被害のあった７月豪雨や、府域の一部地域で観測史上最大の最大瞬間風速を

記録した台風第 21 号といった大規模な風水害が立て続けに発生し、甚大な被

害が発生した。 

近年発生した大規模な風水害は次のとおり。 

 

◇ 平成 30 年 ７月豪雨（７月６日～７月８日） 

府域すべての観測地点で総雨量が月平均降水量を超過 

雨 量 等：総雨量 620mm（南丹市）、565mm（京都市左京区） 

     時間最大 61mm（綾部市、舞鶴市） 

被害状況：死者５名、重傷１名、軽傷６名 

     全壊 18 棟、半壊 50棟、一部損壊 83棟 

     床上浸水 544棟、床下浸水 1,760棟 

被 害 額（京都府）：27,038,661 千円 

                

◇ 平成 30 年 台風第 21号（９月４日） 

京田辺市及び南丹市で観測史上最大の最大瞬間風速を記録 

雨 量 等：総雨量 113mm（南丹市） 時間最大 56mm（南丹市） 

     最大瞬間風速（観測史上最大）：京田辺市（京田辺）34.4m/s、

南丹市（美山）28.1 m/s、南丹市（園部）27.1 m/s 

被害状況：重傷者３名、軽傷者 56 名 

     全壊４棟、半壊 45 棟、一部損壊 11,532 棟 

     床上浸水４棟、床下浸水 15棟 

被 害 額（京都府）：6,509,558千円 
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【近年発生した大規模災害における被害の様子】 

 

平成 30 年 ７月豪雨 

平成 30 年７月６日～７月８日 

（綾部市上杉町の土砂崩れ現場） 

平成 30 年 台風第 21 号 

平成 30 年９月４日 

（平野神社拝殿倒壊（京都市北区、府指定建

造物）） 

平成 30 年 ７月豪雨 

平成 30 年７月６日～７月８日 

（舞鶴宮津線（宮津市皆原）の路肩欠壊） 

平成 30 年 大阪北部地震 

平成 30 年６月 18 日 

（窓ガラスが破損した京都向日町競輪場（向

日市）） 
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２ 京都府における「起きてはならない最悪の事態」 

 

  脆弱性評価は、「起きてはならない最悪の事態」を想定した上で行うこと

とされている（強靱化基本法第 17 条第３項）。京都府においては、国土強靱

化基本計画で設定された最悪の事態を基本としつつ、６つの「事前に備える

べき目標」と京都府独自の内容を含めた 35 の「起きてはならない最悪の事態」

を次のとおり設定した。 

                                                    
 

基本目標 事前に備えるべき目標 起きてはならない最悪の事態 

 

Ⅰ．人命の保護が

最大限に図られ

ること 

 

 

Ⅱ．府内の重要な

機能が致命的な

障害を受けず、

維持されること 

 

Ⅲ．府民の財産及

び公共施設に係

る被害の最小化

に資すること 

 

 

Ⅳ．迅速な復旧復

興に資すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あらゆる自然災害に対

し、直接死を最大限防ぐ 

1-1 

 

大規模地震に伴う、住宅・建物・不特定多数が集まる施設

等の複合的・大規模倒壊による多数の死傷者の発生 

1-2 

 

地震に伴う密集市街地等の大規模火災の発生による多数の

死傷者の発生 

1-3 

 
広域にわたる大規模津波等による多数の死傷者の発生 

1-4 

 

突発的又は広域的な洪水・高潮に伴う長期的な市街地等の

浸水による多数の死傷者の発生（ため池の損壊によるもの

や、防災インフラの損壊・機能不全等による洪水・高潮等

に対する脆弱な防災能力の長期化に伴うものを含む） 

1-5 

 

大規模な土砂災害（深層崩壊、土砂・洪水氾濫、天然ダム

の決壊など）等による多数の死傷者の発生 

1-6 

 
暴風雪や豪雪等に伴う多数の死傷者の発生 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

救助・救急、医療活動が

迅速に行われるととも

に、被災者等の健康・避

難生活環境を確実に確

保することにより、関連

死を最大限防ぐ 

2-1 

 

自衛隊、警察、消防、海保等の被災等による救助・救急活

動等の絶対的不足 

2-2 

 

医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途

絶、エネルギー供給の途絶による医療機能の麻痺 

2-3 

 

劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理がもたらす、多数

の被災者の健康・心理状態の悪化による死者の発生 

2-4 

 

被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物

資・エネルギー供給の停止 

2-5 

 
想定を超える大量の帰宅困難者の発生による混乱 

2-6 

 
多数かつ長期にわたる孤立地域等の同時発生 

2-7 

 

大規模災害と感染症のまん延が同時期に発生することによ

る社会生活機能の停止 

2-8 

 

自然災害と原子力発電所の過酷事故による放射性物質の放

出・拡散の同時発生 

3 必要不可欠な行政機能を

確保する 

3-1 

 

被災による警察機能の大幅な低下による治安の悪化、社会

の混乱 

3-2 

 
首都圏等での中央官庁機能の機能不全 
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 3-3 

 

府・市町村の職員・施設等の被災・感染症のまん延による

機能の大幅な低下 

4 

 

 

 

 

経済活動を機能不全に

陥らせない 

 

4-1 

 

サプライチェーンの寸断・一極集中等による企業の生産力

・経営執行力低下による国際競争力の低下 

4-2 

 

コンビナート・高圧ガス施設等の重要な産業施設の火災、

爆発に伴う有害物質等の大規模拡散・流出 

4-3 

 
海上輸送の機能の停止による物流への甚大な影響 

 
 

4-4 

 

金融サービス・郵便等の機能停止による府民生活・商取引

等への甚大な影響 

 
 

4-5 

 

食料等の安定供給の停滞に伴う、府民生活・社会経済活動

への甚大な影響 

 
 

4-6 

 

異常渇水等による用水供給途絶に伴う、生産活動への甚大

な影響 

 
 

4-7 

 

農地・森林や生態系等の被害に伴う国土の荒廃・多面的機

能の低下 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報通信サービス、電力

等ライフライン、燃料供

給関連施設、交通ネット

ワーク等の被害を最小

限にとどめるとともに、

早期に復旧させる 

 

5-1 

 

テレビ・ラジオ放送の中断や通信インフラの障害により、

インターネット・ＳＮＳなど、災害時に活用する情報サー

ビスが機能停止し、情報の収集・伝達ができず避難行動や

救助・支援が遅れる事態 

5-2 

 

電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）の長期間

・大規模にわたる機能の停止 

5-3 

 

都市ガス供給・石油・ＬＰガス等の燃料供給施設等の長期

間にわたる機能の停止 

5-4 

 

上下水道施設の長期間にわたる機能停止 

 

5-5 幹線道路や新幹線が分断するなど、基幹的陸上海上交通ネ

ットワークの機能停止による物流・人流への甚大な影響 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会・経済が迅速かつ従

前より強靱な姿で復興

できる条件を整備する 

6-1 

 

自然災害後の地域のより良い復興に向けた事前復興ビジョ

ンや地域合意の欠如等により、復興が大幅に遅れ地域が衰

退する事態 

6-2 

 

災害対応・復旧復興を支える人材等（専門家、コーディネ

ーター、ボランティア、ＮＰＯ、企業、労働者、地域に精

通した技術者等）の不足等により復興できなくなる事態 

6-3 

 

大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復興が大幅

に遅れる事態 

6-4 

 

住宅再建や事業用地の確保、仮設住宅・仮店舗・仮事業所

等の整備が進まず復興が大幅に遅れる事態 

6-5 

 

貴重な文化財や環境的資産の喪失、地域コミュニティの崩

壊等による有形・無形の文化の衰退・損失 

   6-6 風評被害や信用不安、生産力の回復遅れ、大量の失業・倒

産等による京都府経済への甚大な影響 
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（参考）「起きてはならない最悪の事態」毎の脆弱性評価の結果 

１ あらゆる自然災害に対し、直接死を最大限防ぐ 

 

 １－１ 大規模地震に伴う、住宅・建物・不特定多数が集まる施設等の複合的・大規模

倒壊による多数の死傷者の発生 

 

＜指標：現状値＞ 

・防災拠点施設（庁舎、警察署、避難所等）の耐震化率 95.1 ％(令和６年度) ［危機管理部］ 

・大規模集客施設（文化会館、公民館等）の耐震化率 91.9％(令和６年度) ［危機管理部］ 

・京都府公共施設等管理方針の策定（平成 28年度策定（令和３年度改定済）） ［総務部］ 

・隣保館の耐震化率 94.4％(令和６年度) ［文化生活部］ 

・私立学校（幼・小・中・高）の耐震化率 91.3％(令和６年度) ［文化生活部］ 

・災害拠点病院の耐震化率 100％(令和６年度) ［健康福祉部］ 

・社会福祉施設の耐震化率 92.1％（令和２年度) ［健康福祉部］ 

・住宅の耐震化率 約 90％(令和５年度) ［建設交通部］ 

・要緊急安全確認大規模建築物の耐震化率 約 84％（令和６年度) ［建設交通部］ 

・主要鉄道駅の耐震化率 100.0％ (令和６年) ［建設交通部］ 

・大規模盛土造成地の第二次スクリーニング計画の作成数 1,278 箇所（令和６年度）[建設交通部] 

・公立学校（幼・小・中）の耐震化率 99.8％(令和６年度) ［教育委員会］ 

 ※公立高等学校の耐震化率 100.0％（平成 28年度） 

 

 

（住宅・建築物等の耐震化） 

 ○ 住宅の耐震化率は、約 90％（令和５年推計値）であり、一定の進捗がみられるが、

京都府建築物耐震改修促進計画に基づき、耐震化を含めた幅広い減災対策を施した

住宅（減災化住宅）への改修等を一層促進する必要がある。 

（危機管理部、建設交通部） 

 ○ 学校、公民館、医療施設、社会福祉施設、社会教育施設等の公的な施設の耐震化

は進捗途上にある。これらの施設は避難場所や救護用施設として利用されるもので

あり、引き続き耐震化を促進する必要がある。 

（危機管理部、文化生活部、健康福祉部、建設交通部、教育委員会） 

 ○ ホテルや旅館等の多数の者が利用する建築物及び避難の際に配慮が必要な者が利

用する建築物等のうち、耐震診断によって耐震性が不足していることが判明した大

規模な建築物については、耐震改修等により耐震化を更に促進する必要がある。 

                               （全部局） 

○ 不特定かつ多数の者が利用する建築物及び地震の際の避難に配慮が必要な者が利

用する建築物等のうち大規模なもの（要緊急安全確認大規模建築物）の耐震化率は、

84.3％（令和６年度）であり、地震時に倒壊した場合に甚大な被害が生じるおそれ
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があることから、京都府建築物耐震改修促進計画に基づき、計画的に耐震化を促進

する必要がある。 

                                      （建設交通部） 

 ○ 乗降客の多い主要な鉄道駅舎、輸送量の多い区間の橋梁や高架橋等の鉄道施設に

ついて、利用者の安全を確保する観点から、各鉄道事業者や国、市町村と連携しな

がら、耐震対策を促進する必要がある。 

                                （建設交通部） 

  ○ 府営住宅等については、建替え等により、耐震化・不燃化を進めるとともに、ア

セットマネジメントによる適切な管理に努め、安全性を確保していく必要がある。 

                                （建設交通部） 

 ○ 市町村における次期建築物耐震改修促進計画の策定を促進するとともに、令和４

年３月に改定した府の公共施設等総合管理計画（京都府公共施設等管理方針）に基

づいた取組を進める必要がある。 

（総務部、建設交通部、教育委員会） 

 ○ 防災拠点施設等の耐震化を計画的に進め、耐震状況を公表するとともに、天井崩

壊防止対策、スプリンクラー整備、エレベーターの安全に係る技術基準の指導・啓

発等、安全性を確保していく必要がある。 

（危機管理部、総務部、文化生活部、健康福祉部、教育委員会） 

 

（文化財建造物等の耐震化等） 

○ 文化財建造物等は観光客等不特定多数の者が訪れることが多いことから、建造物 

が倒壊・損壊しないように、耐震診断の実施や文化財の価値を損なわない方法によ 

る補強等の耐震化及び保存修理を促進する必要がある。 

（文化生活部、教育委員会） 

（地震に強いまちづくり等の推進） 

 ○ 倒壊のおそれがあるブロック塀や落下のおそれがある屋外広告物等について、そ

の安全性に関する注意喚起を行う等の取組を進める必要がある。  

                                （建設交通部） 

 

（建築物の応急危険度判定及び宅地の危険度判定） 

○ 地震発生後の二次災害防止のため、被災建築物応急危険度判定や被災宅地危険度

判定を速やかに実施できるよう、京都府においては協議会を設け、近畿府県や判定

の実施主体となる市町村等と連携を図っているところであるが、甚大な地震被害を

想定し、体制の充実・強化を図る必要がある。 

（建設交通部） 

 

（国、府、市町村連携による防災対策） 

  ○ 府、市町村、地域住民が一体となって大規模な被害が想定される地域における防

災対策を行う必要がある。 

（危機管理部） 
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１－２ 地震に伴う密集市街地等の大規模火災の発生による多数の死傷者の発生 

 

＜指標：現状値＞ 

 ・ 消防水利の設置数 60,851 基（令和５年度） ［危機管理部］ 

・ 府管理の緊急輸送道路の整備率 90.0％（令和６年度） ［建設交通部］ 

 ・ 府管理の緊急輸送道路の落石等危険箇所対策 196 箇所の内 175箇所（令和６年度） 

［建設交通部］ 

 ・ 府管理の緊急輸送道路の橋梁耐震化率（路面段差防止対策） 91.4％（令和６年度) 

     ［建設交通部］ 

・（再掲）防災拠点施設（庁舎、警察署、避難所等）の耐震化率 95.1％(令和６年度) ［危機管理部］ 

・（再掲）大規模集客施設（文化会館、公民館等）の耐震化率 91.9％(令和６年度) [危機管理部] 

・（再掲）私立学校（幼・小・中・高）の耐震化率 91.3％(令和６年度) ［文化生活部］ 

・（再掲）災害拠点病院の耐震化率 100％(令和６年度) ［健康福祉部］ 

・（再掲）社会福祉施設の耐震化率 92.1％（令和２年度) ［健康福祉部］ 

・（再掲）住宅の耐震化率 約 90％(令和５年度) ［建設交通部］ 

・（再掲）要緊急安全確認大規模建築物の耐震化率 約 84％（令和６年度) ［建設交通部］ 

・（再掲）公立学校（幼・小・中）の耐震化率 99.8％(令和６年度) ［教育委員会］ 

 ※公立高等学校の耐震化率 100.0％（平成 28 年度） 

 

 

（火災発生の防止対策） 

 ○ 災害発生時も利用可能な消防水利の整備を進めるとともに、感震ブレーカーの設

置、火気の使用停止、ガス及び電気の遮断等、火災の発生を防止するための行動等

について府民に啓発する必要がある。 

（危機管理部） 

 

（住宅密集地における延焼防止対策） 

○ 大規模地震による市街地火災のリスクが高い危険な密集市街地については、既存 

建築物の耐震化や不燃化、建替えなどを促進する必要がある。また、災害時の避難

場所や延焼を遮断する空間、支援活動の拠点となる公園や道路等の整備を面的に行

う土地区画整理事業及び公園緑地整備事業を市町村と連携しながら推進する必要が

ある。 

（建設交通部） 

 ○ 密集市街地内の建築物の耐震化や不燃化、倒壊のおそれがあるブロック塀や落下

のおそれがある屋外広告物等について、その安全性に関する注意喚起を行う等の取

組を進める必要がある。  

                                （建設交通部） 
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（住宅・建築物等の耐震化） 

 ○ 住宅の耐震化率は、約 90％（令和５年推計値）であり、一定の進捗がみられるが、

京都府建築物耐震改修促進計画に基づき、耐震化を含めた幅広い減災対策を施した

住宅（減災化住宅）への改修等を一層促進する必要がある。（再掲） 

（危機管理部、建設交通部） 

 

○ 防災拠点施設等の耐震化を計画的に進め、耐震状況を公表するとともに、天井崩

壊防止対策、スプリンクラー整備、エレベーターの安全に係る技術基準の指導・啓

発等、安全性を確保していく必要がある。（再掲） 

（危機管理部、総務部、文化生活部、健康福祉部、教育委員会） 

  

○ 学校、公民館、医療施設、社会福祉施設、社会教育施設等の公的な施設の耐震化

は進捗途上にある。これらの施設は避難場所や救護用施設として利用されるもので

あり、引き続き耐震化を促進する必要がある。（再掲） 

（危機管理部、文化生活部、健康福祉部、建設交通部、教育委員会） 

 

 ○ ホテルや旅館等の多数の者が利用する建築物及び避難の際に配慮が必要な者が利

用する建築物等のうち、耐震診断によって耐震性が不足していることが判明した大

規模な建築物については、耐震改修等により耐震化を更に促進する必要がある。（再

掲）                               （全部局） 

                              

○ 不特定かつ多数の者が利用する建築物及び地震の際の避難に配慮が必要な者が利

用する建築物等のうち大規模なもの（要緊急安全確認大規模建築物）の耐震化率は、

84.3％（令和６年度）であり、地震時に倒壊した場合に甚大な被害が生じるおそれ

があることから、京都府建築物耐震改修促進計画に基づき、計画的に耐震化を促進

する必要がある。（再掲） 

                                      （建設交通部） 

 

（救助体制の強化のための耐震化） 

 ○ 消火活動、救急救援活動等に必要な緊急輸送道路等や避難路について、道路橋の

耐震化や無電柱化、法面防災対策、沿道の建築物の耐震化等を着実に実施する必要

がある。 

（建設交通部） 

（文化財の防火対策） 

 ○ 文化財所有者等による防災設備の整備や日常点検、防火訓練等の実施を支援する

必要がある。 

                      （文化生活部、教育委員会） 

 ○ 市町村と連携し、文化財所有者等と地域住民等との共助体制の構築に向けた支援

を行う必要がある。 

                       （文化生活部、教育委員会） 
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 １－３ 広域にわたる大規模津波等による多数の死傷者の発生 

 

＜指標：現状値＞ 

 ・津波ハザードマップに基づき津波避難訓練を実施する日本海沿岸の５市町（舞鶴市、宮津市、京丹

後市、伊根町、与謝野町）の割合               0％（令和６年度） [危機管理部] 

 

（河川、海岸等の整備・耐震化及び機能保全の推進） 

○ 日本海側で想定される津波に備えて、国、府、市町や関係機関が連携し、設計津波

に対応できる海岸保全施設等や河川堤防等の整備・耐震化の推進といったハード施策

と警戒避難体制の整備等のソフト施策を組み合わせた津波防災対策を進める必要が

ある。 

（危機管理部、建設交通部） 

○ 津波からの避難を確実に行うため、避難場所や避難路の確保、避難所の耐震化、避

難路の整備にあわせた無電柱化等の対策を関係機関が連携して進める必要がある。 

                               （建設交通部） 

 

（河川管理施設、海岸保全施設及び港湾施設等の整備、維持管理等） 

○ 大規模津波による災害が想定される河川、海岸、港湾等の施設や府民が避難する際

の誘導に活用される道路情報板等の既存ストックについて、アセットマネジメントに

よる適正な管理に努め、津波襲来時にもこれらの施設等の機能が確実に発揮されるよ

う、耐震化や防災対策とも連携した計画的な修繕や改築工事等を進めていく必要があ

る。 

（建設交通部） 

 

（津波避難体制の整備） 

 ○ 津波防災に関する広報・啓発活動を実施するとともに、津波避難計画やハザードマ

ップの作成・改訂の促進や実践的な避難訓練の実施を促進することなどにより、適切

な避難行動の周知徹底を図る必要がある。 

（危機管理部） 

○ 日本海沿岸市町における津波浸水想定を平成 28年３月に設定し、津波災害警戒区域  

を平成 29年３月に指定したことから、今後は市町における避難計画の整備・充実を支

援する必要がある。 

（危機管理部） 

 

（避難誘導体制の強化） 

 ○ 正確な情報に基づき一体となった避難誘導を行うため、市町村、警察、消防と地元

消防団、自治会等の連携を強化する必要がある。 

（危機管理部、警察本部） 
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（国、府、市町村連携による防災対策） 

  ○ 府、市町村、地域住民が一体となって大規模な被害が想定される地域における防災

対策を行う必要がある。（再掲） 

（危機管理部） 

 

 

 

 １－４ 突発的又は広域的な洪水・高潮に伴う長期的な市街地等の浸水による多数の死

傷者の発生（ため池の損壊によるものや、防災インフラの損壊・機能不全等による

洪水・高潮等に対する脆弱な防災能力の長期化に伴うものを含む） 

 

＜指標：現状値＞ 

 ・調査を要する防災重点農業用ため池の地震・豪雨耐性評価の実施 88箇所（令和６年度） 

［農林水産部］ 

 ・対策の必要な防災重点農業用ため池の廃止・整備工事の着手数 17箇所 （令和６年度） 

［農林水産部］ 

・防災重点農業用ため池に係るハザードマップ作成率 96.7％（令和６年度） ［農林水産部］ 

・府が管理する河川のうち、河川改修事業実施中の河川における浸水想定区域の面積 

約 3,224ha（令和６年度） ［建設交通部］ 

 ・府管理河川の河川整備率 （時間雨量 50mm（概ね 1/10規模）に対応できる整備が完成した区間の整

備率）                         37.6％(令和５年度) ［建設交通部］ 

 ・市町村が作成する洪水ハザードマップの基礎資料となる洪水浸水想定区域図の作成・公表 

府が管理する全 377河川（令和４年） ［建設交通部］ 

・地籍調査進捗率 約８％ (令和５年度) ［建設交通部］ 

・（再掲）津波ハザードマップに基づき津波避難訓練を実施する日本海沿岸の５市町（舞鶴市、宮津 

市、京丹後市、伊根町、与謝野町）の割合          0％（令和６年度） ［危機管理部］ 

 

 

（総合的な治水対策の推進） 

○ 京都府域では、近年の気候変動等の影響により、水災害の更なる頻発化、激甚化が

懸念されることから、河川については河道の掘削や築堤、下水道については雨水貯留

施設の整備等のハード対策を一体となって着実に進める必要がある。また、公園や公

共施設等を利用した貯留浸透施設の整備、田んぼダム・農業用ため池の活用等、土地

利用と一体となった減災対策に加えて、避難を円滑かつ迅速に行うための洪水・内水

・高潮ハザードマップの作成支援、防災情報の高度化、地域防災力の強化といったソ

フト対策を行うことにより、計画規模を超える豪雨等にも対処できる総合的な治水対

策を国、市町村と連携しながら一層推進する必要がある。 

さらに、施設能力を超過する洪水が発生することを前提に、社会全体で洪水に備え
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る水防災意識社会の再構築を一歩進め、あらゆる関係者が協働して流域全体で行う流域治

水への転換を推進する必要がある。 

（危機管理部、農林水産部、建設交通部） 

 

（河川、下水道施設等の整備推進） 

 ○ 淀川水系の宇治川・木津川・桂川、由良川水系及び日本海側の二級河川について、

国や市町村と連携し、必要に応じて河川整備計画の変更や新規策定を進めるととも

に、整備計画に基づいた施設整備を着実に進めていく必要がある。 

（建設交通部） 

○ 河川整備については、洪水を安全に流下させるための河道の掘削・築堤・護岸の工

事、放水路、排水機場やダムの整備等の治水対策を進めてきたが、未だ整備途上であ

り、近年浸水被害を受けた河川及び国等と連携して整備を行う河川の改修、河川堤防

の質的強化及び天井川の切下げ等の対策を重点的に実施し、一層の治水対策の強化を

図る必要がある。さらに河川堤防や排水機場の耐震化、京都府南部地域に多い天井川

の地震対策を進める必要がある。             

                                            （建設交通部） 

○ 下水道施設の雨水対策については、公共下水道の雨水幹線や雨水貯留施設の整備を

促進するとともに、桂川右岸流域下水道の「いろは呑龍トンネル」の残る３箇所の接

続施設を早期に供用開始することにより浸水被害の軽減を図る必要がある。また、住

宅等に雨水貯留タンク（通称：マイクロ呑龍）を設置して府民総ぐるみで雨水を「貯

める」取組を市町村と連携しながら進めることにより、浸水被害の軽減と防災意識の

向上を図る必要がある。 

（建設交通部） 

 

（河川、下水道施設等の適切な維持管理等） 

○ 河川堤防、樋門・樋管、ダム、排水機場等の河川管理施設、海岸保全施設及び雨水

幹線等の下水道施設について、アセットマネジメントによる適切な管理に努め、集中

豪雨時等でも施設の機能が確実に発揮されるよう、海岸保全施設の機能保全や老朽化

対策を着実に進める必要がある。 

（建設交通部） 

 

（高潮対策としての海岸保全施設等の整備・補強） 

○ 台風等異常気象時において高潮による市街地等の浸水を防ぐため、海岸保全施設等

の整備・補強を進めていく必要がある。            

                                         （建設交通部） 

 

（農業用水利施設の防災対策） 

 ○ 人的被害を及ぼすおそれのある農業用ため池（防災重点農業用ため池）を中心とし

て、老朽化したため池等農業用水利施設の整備や適切な維持管理を行うとともに、農

業用ため池の事前放流による雨水貯留等の治水対策に取り組む必要がある。また、防
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災重点農業用ため池に係るハザードマップを活用して、府民の防災意識の向上を図る

必要がある。 

（農林水産部） 

 

（ハザードマップ作成等のソフト対策の推進） 

○ マルチハザード情報提供システムの周知を行うとともにその情報更新を随時行い、

日頃から避難場所や避難経路等を確認できる環境を維持することにより、府民の避難

体制の確保や防災意識の向上を図る必要がある。 

（危機管理部、建設交通部） 

○ 市町村が作成する洪水ハザードマップの基礎資料となる洪水浸水想定区域図は、令

和４年 10月に府管理の全 377河川について作成・公表が完了したことから、今後は、

河川整備状況や土地利用に大きな変化が生じた場合に浸水想定区域図を更新する必

要がある。 

（建設交通部） 

○ 近年の台風大型化、線状降水帯の発生等に起因する豪雨により、中小河川の氾濫に

よる浸水被害が発生するリスクが高まっており、防災上、重要な河川に水位計を設置

するとともに、避難判断の目安となる水位の設定を推進する必要がある。 

（建設交通部） 

○ 中小河川では、降雨による水位上昇が急激に発生し、リアルタイムの雨量・水位情

報の提供だけでは、住民の早期避難に繋がらず逃げ遅れが生じるため、防災上、重要

な河川において、水位の予測情報を市町村に提供するなど、災害時の対応力を強化す

る必要がある。 

（建設交通部） 

 

（国、府、市町村連携による防災対策） 

  ○ 府、市町村、地域住民が一体となって大規模な被害が想定される地域における防災

対策を行う必要がある。（再掲） 

（危機管理部） 

 

（河川、海岸等の整備・耐震化及び機能保全の推進）   

○ 日本海側で想定される津波に備えて、国、府、市町や関係機関が連携し、設計津波

に対応できる海岸保全施設等や河川堤防等の整備・耐震化の推進といったハード施策

と警戒避難体制の整備等のソフト施策を組み合わせた津波防災対策を進める必要が

ある。（再掲） 

（危機管理部、建設交通部） 

○ 津波からの避難を確実に行うため、避難場所や避難路の確保、避難所の耐震化、避

難路の整備にあわせた無電柱化等の対策を関係機関が連携して進める必要がある。

（再掲） 

（建設交通部） 
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（河川管理施設、海岸保全施設及び港湾施設等の整備、維持管理等） 

○ 大規模津波による災害が想定される河川、海岸、港湾等の施設や府民が避難する際

の誘導に活用される道路情報板等の既存ストックについて、アセットマネジメントに

よる適正な管理に努め、津波襲来時にもこれらの施設等の機能が確実に発揮されるよ

う、耐震化や防災対策とも連携した計画的な修繕や改築工事等を進めていく必要があ

る。（再掲） 

（建設交通部） 

（津波避難体制の整備） 

○ 日本海沿岸市町における津波浸水想定を平成 28年３月に設定し、津波災害警戒区域 

を平成 29年３月に指定したことから、今後は市町における避難計画の整備・充実を 

支援する必要がある。（再掲） 

（危機管理部） 

 

（災害に強い情報通信基盤の整備）     

○ 府民への迅速かつ確実な情報伝達や防災関係機関相互の情報共有を図るため、防災

拠点・重要拠点のネットワーク完全二重化や光ファイバネットワーク経路の複線化、

防災行政無線のデジタル化整備等、通信システムの業務継続性の確保や強化を促進す

る必要がある。 

（危機管理部、総合政策環境部） 

 

（災害情報の迅速・的確な把握） 

○ ドローンやヘリテレ映像等により火災等の災害事象の早期覚知や被災状況の把握

を強化する必要がある。 

（危機管理部） 

 

（防災拠点施設等における電源の確保）     

○ 防災拠点施設等において、電力供給停止に備え、自家発電機や予備蓄電池等を適切

に設置しておく必要がある。 

（総務部、施設所管部局） 

    

（関係機関等による情報連絡体制の整備）     

○ 緊急時の連絡体制を強化するとともに、警察や消防等の防災関係機関による非常通

信設備の維持・更新を図る必要がある。 

（危機管理部、警察本部） 

 

（地籍調査の推進） 

○ 被災後の迅速な復旧、復興を進める上で重要となる土地境界等の情報を整備するた

め、地籍調査を進める必要がある。 

（建設交通部） 
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（関係機関の連携強化と避難体制の強化） 

○ 平成 25年台風第 18号においては、府内の天ヶ瀬ダム等でただし書き操作（異常洪 

水時防災操作）による緊急放流を行い、日吉ダム、大野ダムではサーチャージ水位（洪

水時設計水位）を超えるなど切迫した状況となった。今後、この教訓を踏まえ、サー

チャージ水位を超える出水も想定して国、府、市町村等、関係機関との一層の連携強

化と府民への情報提供、避難体制の強化を図る必要がある。 

（建設交通部） 

 

（低地地域の河川施設の耐震化等） 

○ 堤防、水路橋、排水機場の耐震化を促進する必要がある。 

（建設交通部） 

○ 市町村が管理する河川施設の改良整備を促進する必要がある。 

（建設交通部） 

 

 

 

 １－５ 大規模な土砂災害（深層崩壊、土砂・洪水氾濫、天然ダムの決壊など）等によ

る多数の死傷者の発生 

 

＜指標：現状値＞ 

・山地災害危険地区の整備数 1,768 箇所(令和５年度)  ［農林水産部］ 

 ・間伐実施面積 1,714ha(令和５年度) ［農林水産部］ 

 ・土砂災害防止法（平成 12年法律第 57号）による土砂災害警戒区域等の指定 

17,360箇所（令和６年度） ［建設交通部］ 

・土砂災害から保全される人家戸数 2.08万戸（令和６年度） ［建設交通部］ 

 ・土砂災害から保全される要配慮者利用施設及び避難所の施設数 ［建設交通部］ 

要配慮者利用施設 73 施設（令和６年度） 

避難所 179施設（令和６年度） 

・土石流対策施設等による対策済みの土砂災害警戒区域数  533箇所（令和６年度） ［建設交通部］ 

・地すべり防止施設の整備済数 23 箇所（令和５年度） ［建設交通部］ 

 ・急傾斜地崩壊防止施設による対策済みの土砂災害警戒区域数 451箇所（令和６年度） 

［建設交通部］ 

 

 

（総合的な土砂災害対策の推進） 

○ 府内には、令和６年度末時点において 17,360箇所の土砂災害警戒区域が存在する

が、社会経済上重要な施設等の保全に係る土砂災害対策として砂防えん堤等の防災施

設の整備といったハード対策だけでは多くの時間と費用がかかり、速やかに府民の生

命や財産を守ることができない状況にある。このため、ハード整備の着実な推進に併
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せて、市町村とも連携しながら、土砂災害警戒区域等の指定、土砂災害警戒情報や土

砂災害ハザードマップ等の各種防災情報の提供、府民の防災意識の向上のための啓発

活動等のソフト対策も組み合わせて総合的な対策を推進する必要がある。 

（危機管理部、建設交通部） 

（土砂災害対策のハード整備）                          

○ 広域的に同時多発する土砂災害の被害を防止するため、土石流対策施設、急傾斜地

崩壊防止施設等の土砂災害防止施設の一層の整備の推進が必要である。しかし、未整

備箇所が数多く残されていることから、国の施策等を効果的に活用しながら、要配慮

者利用施設や避難所等を優先するなど、緊急性の高いものから着実に重点的に整備を

進めていく必要がある。     

                               （建設交通部） 

 

（土砂災害警戒区域の指定等） 

○ 令和６年度末時点で 17,360箇所を土砂災害警戒区域等に指定済であるが、近年、

全国的に土砂災害警戒区域外でも人的被害が発生しており、高精度な地形情報を活用

した調査などにより土砂災害警戒区域等の追加指定を推進する必要がある。また、概

ね５年ごとに、地形や土地利用の状況等を確認し、変化が認められた箇所等について

は土砂災害警戒区域等の見直しを行う必要がある。 

（建設交通部） 

 

（砂防施設等の維持管理等） 

○ 砂防えん堤等の砂防関係施設について、アセットマネジメントによる適切な管理に

努め、異常豪雨時等にも施設の機能が確実に発揮されるよう、耐震化や防災対策と併

せて計画的な修繕や改築工事を進めていく必要がある。     

                                 （建設交通部） 

 

（災害に強い森林づくり） 

 ○ 山地災害を未然に防ぐため、被害発生リスクの高い箇所において治山・森林整備事

業等を実施し、万が一災害が発生してもその被害規模が最小限に抑えられるよう、危

険木の処理や再造林などによる森林管理を迅速かつ適切に実施する必要がある。 

（農林水産部） 

 

（危険情報の収集・提供体制の確立） 

 ○ 土砂災害、地すべり、重要施設の耐震化・液状化・排水等に係るハード・ソフト対

策を適切に組み合わせて推進するとともに、河川堤防、道路・橋梁の被害状況等を早

期に収集し、関係機関及び府民等への情報提供を図ることにより、二次災害を回避す

る必要がある。 

                                    （建設交通部） 
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（国、府、市町村連携による防災対策） 

○ 府、市町村、地域住民が一体となって大規模な被害が想定される地域における防災

対策を行う必要がある。（再掲） 

（危機管理部） 

 

 

 

 １－６ 暴風雪や豪雪等に伴う多数の死傷者の発生 

 

＜指標：現状値＞ 

 ・府有除雪機械の保有台数 63 台（令和６年度） ［建設交通部］ 

 

 

（雪害への対策） 

 ○ 豪雪による孤立地域の発生や、家屋倒壊を防ぐため、市町村と協力し効率的な除雪

のための仕組みを維持する必要がある。 

（建設交通部） 

○ 府管理道路の除雪作業に使用する除雪機械については、耐用年数に応じた機械更新

を適切に行うなど、体制の維持確保に努める必要がある。 

                               （建設交通部） 

○ 大雪による鉄道輸送障害により、帰宅困難者が発生した場合には、府、市町村、鉄

道事業者等が連携して帰宅困難者の安全を確保することが必要である。 

 （危機管理部・建設交通部） 

○ 倒木による道路の通行不能や、電柱倒壊、断線が同時多発的に発生することから、

感電等の二次災害を防止しながら倒木撤去作業を行う必要があるため、道路管理者、

電力事業者及び電気通信事業者間における連携体制を平時から構築しておく必要が

ある。また、事前に電気施設に関わる倒木危険箇所を把握し、道路等のインフラ重要

度に応じて、電柱の移設、事前伐採等による予防保全を進める必要がある。 

（危機管理部・建設交通部） 
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２ 救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を

確実に確保することにより、関連死を最大限防ぐ 

 

 ２－１ 自衛隊、警察、消防、海保等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足 

 

＜指標：現状値＞ 

・家具固定率 45.2％(令和６年度) ［危機管理部］ 

・自主防災組織の組織率 90.9％（令和６年度） ［危機管理部］ 

 ・自主防災リーダーの養成数 3,100 人（令和６年度） [危機管理部] 

 ・消防団員の充足率 83.7％（令和６年度） ［危機管理部］ 

 ・地域の消防等の行政機関との間で共同訓練等を実施している府立学校の割合 

64.8％(令和５年度) [教育委員会] 

 ・（再掲）防災拠点施設（庁舎、警察署、避難所等）の耐震化率 95.1％(令和６年度)   

［危機管理部］ 

 

（救助体制の強化） 

 ○ 警察、自衛隊、消防、緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）等と連携した

広域受援計画の策定を進め、大規模災害時の災害対応の実効性を高めるとともに、

関係各機関や府、市町村と連携した合同訓練を実施し、災害対応能力の向上を図る

必要がある。 

（危機管理部、建設交通部、警察本部） 

 ○ 発災時、直ちに対応する警察署員のレスキュー技能向上のため、機動隊等におけ

るレスキュー技能指導員の育成・強化を図るとともに、訓練施設を活用して実践的

な教養・訓練を反復実施し、災害対応能力を維持する必要がある。 

（警察本部） 

 ○ 被害情報収集、救出救助等を行う警察災害派遣隊（広域警察航空隊）、消防、自

衛隊等による広域受援体制を確立するため、ヘリポート機能など広域防災活動拠点

の機能強化を進めるとともに、府災害対策航空運用調整マニュアルに基づく運用体

制を維持・強化する必要がある。 

（危機管理部、警察本部） 

 

（警察機能の維持対策の推進） 

 ○ 警察機能の不全に備えて確保している警察署の代替施設への移転訓練等を行うな

ど、平時から管内情勢を踏まえた機能維持対策を推進する必要がある。 

（警察本部） 

 

（防災拠点の耐震化） 

 ○ 防災拠点施設となる庁舎、警察署等の耐震化を計画的に推進する必要がある。 

（危機管理部、総務部、警察本部、施設所管部局） 
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（家庭・学校・地域等における防災対策） 

 ○ 府民の防災に関する意識を高めるとともに、家庭での備蓄や緊急持ち出し物品の

準備、家具の転倒防止対策、住宅用消火器等の設置、地域の防災訓練への参加等、

家庭における防災対策を進める必要がある。 

（危機管理部） 

 ○ 地域毎に意見交換しながら地区防災計画や水害等避難行動タイムラインを作成

し、自主防災組織を中心に住民や学校、企業等が協力し、防災教育や防災訓練の実

施、防災資機材の整備等、地域防災力の充実・強化を図る必要がある。 

（危機管理部、教育委員会） 

 ○ 指導者向けに、防災教育を含む学校安全研修等を継続して実施するなど、教職員

の危機対処能力の向上を図り、学校の危機管理体制を強化する必要がある。 

                                （教育委員会） 

 ○ 府及び市町村の災害ボランティアセンター機能を強化・充実するとともに、自主

防災リーダーや災害ボランティアを育成し、地域防災力を高める必要がある。 

（危機管理部、健康福祉部） 

 ○ 消防団への加入を進めるとともに、消防団員ＯＢの活用や府立消防学校による消

防団員の教育訓練等により、消防団員の養成を行う必要がある。 

（危機管理部） 

 ○ 消防団員や自主防災組織・自治会等と連携した避難訓練等を実施し、災害時に適

切な避難ができるような人材の養成を行う必要がある。 

（危機管理部） 

 

 

 ２－２ 医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶、エネルギー供給

の途絶による医療機能の麻痺 

 

＜指標：現状値＞ 

 ・災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の養成数 60 チーム(令和６年度) ［健康福祉部］ 

 ・福祉避難サポートリーダーの養成数 延べ 2,237人養成(令和６年度) [健康福祉部] 

 ・災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）の養成数 延べ 213人(令和６年度) [健康福祉部] 

 ・災害用医薬品流通備蓄量 27,000人分（17薬効）（令和６年度） [健康福祉部］ 

・広域医療搬送拠点（ＳＣＵ）の運用資機材の整備数 １箇所(令和６年度)  [健康福祉部] 

・信号機電源付加装置の整備数 762機（令和６年度) [警察本部] 

 ・府内の総電力需要量に対する府内の再生可能エネルギー発電電力量の割合 

  11.2％（令和４年度） [総合政策環境部] 

 ・府内の総電力需要量に占める再生可能エネルギー電力使用量の割合 

 18.3％（令和４年度） [総合政策環境部] 

・（再掲）災害拠点病院の耐震化率 100％(令和６年度) ［健康福祉部］ 
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 ・（再掲）社会福祉施設の耐震化率 92.1％（令和２年度) ［健康福祉部］ 

 ・（再掲）府管理の緊急輸送道路の整備率 90.0％（令和６年度） ［建設交通部］ 

 ・（再掲）府管理の緊急輸送道路の落石等危険箇所対策 196箇所の内 175 箇所（令和６年度）  

［建設交通部］ 

 ・（再掲）府管理の緊急輸送道路の橋梁耐震化率（路面段差防止対策） 91.4％（令和６年度)  

［建設交通部］ 

 ・（再掲）府有除雪機械の保有台数 63台（令和６年度） ［建設交通部］ 

 

（災害時におけるエネルギーの確保） 

 ○ 災害拠点病院については自家発電装置や燃料タンク等を設置しており、３日程度

のエネルギー供給は可能であるが、長期途絶の場合には、関係機関との連携により

緊急的な燃料供給が可能となるよう、エネルギー確保に努める必要がある。 

（危機管理部、健康福祉部） 

 

（緊急輸送道路等の確保、整備等） 

 ○ 信号柱、大型標識柱、交通監視カメラや信号機電源付加装置等の交通安全施設の

整備、道路橋の耐震化、放置車両の撤去に係る民間団体と道路管理者との連携等に

より、災害時の緊急輸送道路等、緊急交通路をさらに適切に確保する必要がある。 

（建設交通部、警察本部） 

○ 災害発生時において、交通の寸断により医療機能が麻痺することを防ぎ、救援救

助・緊急物資等の輸送ルートを早期に確実に確保するため、代替道路を確保すると

ともに、生命線となる道路の整備を着実に進める必要がある。また、緊急輸送道路

等の重要な道路を守るためにも橋梁の耐震化、無電柱化、法面、冠水、治水、土石

流、海岸侵食、津波、高潮、雪害及び停電・節電等対策を着実に推進する必要があ

る。 

（建設交通部） 

 

（緊急輸送道路等の適切な維持管理等） 

 ○ 緊急輸送道路等の橋梁、トンネル、擁壁や港湾施設等の既存ストックについて、

アセットマネジメントによる適切な管理に努め、大規模自然災害の発生直後でもこ

れら施設の機能が確実に発揮されるよう、耐震化や津波対策等の防災対策と併せて

計画的な修繕や改築工事を進めていく必要がある。 

（建設交通部） 

 

（府内医療機関等の耐震化）     

○ 府内全ての医療機関、社会福祉施設の耐震診断及び耐震改修を促進する必要があ

る。 

（健康福祉部） 
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（特別な配慮が必要な人への支援）     

○ 避難行動要支援者の個別避難計画の策定や計画に基づいた訓練の実施、京都ＤＷ

ＡＴによる福祉支援や福祉避難サポートリーダーの育成、保健師による健康調査等

により、被災者への福祉支援提供体制の確保を進める必要がある。 

（健康福祉部） 

（災害時の医療・救護体制の整備）     

○ 京都府災害拠点病院等連絡協議会を中心として災害時医療体制を整備する必要が 

ある。 

（健康福祉部） 

○ ＤＭＡＴの養成を進めるとともに、災害拠点病院や災害医療コーディネーターと 

連携した研修会・訓練を実施する必要がある。 

（健康福祉部） 

○ 災害拠点病院の設備の整備のほか、医療機関の被害状況の把握体制や救護所への 

応援体制、医薬品・医療用品の確保体制を強化する必要がある。 

（健康福祉部） 

○ 災害支援ナースの災害対応能力を向上させる必要がある。 

（危機管理部、健康福祉部） 

○ ドクターヘリ等を活用した重症患者の広域搬送体制を構築するため、災害拠点病 

院のヘリポートの整備やＳＣＵの整備、運用計画の策定、訓練を実施し、災害対応 

能力の向上を図る必要がある。 

（健康福祉部） 

○ 医療機関と搬送機関の情報共有・連携体制の強化や人員輸送に係る応援協定の締 

結を進めるとともに、交通監視カメラや信号機電源付加装置等交通安全施設の整備、 

放置車両の撤去に係る民間団体と道路管理者との連携を促進するなど、緊急輸送体 

制を適切に確保する必要がある。 

（危機管理部、健康福祉部、建設交通部、警察本部） 

 

 

 ２－３ 劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理がもたらす、多数の被災者の健康・心

理状態の悪化による死者の発生 

 

＜指標：現状値＞ 

・市町村が管理する下水管渠(公共下水道)における地震対策実施率 38.9％（令和５年度） 

   [建設交通部] 

・府が管理する下水管渠(流域下水道)における地震対策実施率 67.2％（令和６年度） [建設交通部］ 

・多様な視点での防災対策意見交換会の開催 １回（令和６年度） [危機管理部］ 

・災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）の養成数 延べ 44名（令和６年度） [健康福祉部］ 

 ・（再掲）福祉避難サポートリーダーの養成数 延べ 2,237 人養成 (令和６年度) [健康福祉部] 

 ・（再掲）ＤＷＡＴの養成数 延べ 213人(令和６年度) [健康福祉部] 
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（被災地・避難所の衛生管理） 

 ○ 避難所等における感染症のまん延を防止するため、衛生環境を適切に確保すると

ともに、換気や避難者スペースの確保を促進する必要がある。 

（危機管理部、健康福祉部） 

 ○ 感染症のまん延防止のため、市町村と連携し、有症者の隔離、被災者の衣食住等、

生活全般について衛生環境を整備する体制の構築を図る必要がある。 

（健康福祉部） 

 ○ 避難所における食品衛生確保ガイドラインの普及や断水時に利用可能なトイレ、

臨時し尿収集・処理体制の確保、放浪動物・危険動物の保護・収容体制の確立等衛

生環境の維持体制を確立する必要がある。 

（危機管理部、総合政策環境部、文化生活部） 

 ○ マンホールの上に便座等を設けることにより、迅速にトイレ機能を確保できる「マ

ンホールトイレ」の整備について、市町村を支援する必要がある。 

（建設交通部） 

 ○ 避難所のユニバーサルデザイン化を推進し、全ての方が安心して過ごすことので

きる避難所づくりを推進する必要がある。 

（健康福祉部） 

 ○ 被災者等の健康・食事管理やメンタルヘルスケアの充実を図る必要がある。 

（健康福祉部） 

 ○ 生活不活発病への予防等リハビリテーション支援の充実を図る必要がある。 

（健康福祉部） 

 ○ 水循環型シャワーや手洗いスタンド等新たな資機材を活用し、避難所の環境整備 

を進める必要がある。 

（危機管理部） 

○ 洋式トイレ・マンホールトイレ・災害用浄化槽の設置促進、トイレトレーラーの

広域的確保、民間入浴施設の活用等、避難所における快適なトイレ環境や入浴施設

の確保を推進する必要がある。 

（危機管理部） 

〇 炊き出し資機材等の確保、キッチンカーの活用等、避難生活の長期化に伴う避難

所の食事環境の整備を推進する必要がある。 

（危機管理部） 

〇 避難所におけるプライバシーの確保や健康維持に必要な、パーティションや簡易

ベッド等の資機材の確保を推進する必要がある。 

（危機管理部） 

〇 多様なニーズに配慮した避難所の自主的な運営を支援する必要がある。 

（危機管理部、文化生活部） 

 

（特別な配慮が必要な人への支援） 

 ○ 高齢者や障害者等の要配慮者の避難体制を確保するため、避難行動要支援者名簿

等を活用し関係者間での情報共有を進めるとともに、適切な支援を行える福祉避難
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サポートリーダーや福祉専門職からなるＤＷＡＴの養成を進める必要がある。（再

掲） 

（健康福祉部） 

 

（下水道施設の耐震化） 

 ○ 災害時における汚水処理機能を確保するため、終末処理場や幹線管渠の耐震化を

着実に進める必要がある。 

（建設交通部） 

 

 

 

 ２－４ 被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー供給

の停止 

 

＜指標：現状値＞ 

 ・重点備蓄品目充足率（府＋市町村） 

飲料水 165.3％、毛布 138.8％、その他品目 100％以上(令和６年度) ［危機管理部］ 

 ・水産物流通拠点の舞鶴漁港（府管理）の耐震・耐津波対策の整備率 

                                                          0.0％（令和６年度） ［農林水産部］ 

・府管理の漁港（舞鶴漁港、中浜漁港）で策定した長寿命化計画(機能保全計画含む）に基づく 

ハード対策の実施率                  58.0％（令和６年度） ［農林水産部］ 

・府内の耐震強化岸壁の延長 260ｍ（令和６年度） ［建設交通部］ 

 ・（再掲）府管理の緊急輸送道路の整備率 90.0％（令和６年度） ［建設交通部］ 

 ・（再掲）府管理の緊急輸送道路の落石等危険箇所対策 196箇所の内 175 箇所（令和６年度） 

［建設交通部］ 

 ・（再掲）府管理の緊急輸送道路の橋梁耐震化率（路面段差防止対策） 91.4％（令和６年度) 

 ［建設交通部］ 

・（再掲）府内の総電力需要量に対する府内の再生可能エネルギー発電電力量の割合 

  11.2％（令和４年度） [総合政策環境部] 

 ・（再掲）府内の総電力需要量に占める再生可能エネルギー電力使用量の割合 

 18.3％（令和４年度） [総合政策環境部] 

 

（緊急物資の備蓄促進） 

 ○ 必要量を確保できる備蓄倉庫を整備し計画的な備蓄を進めるとともに、府民や企

業に対しては、３日分（可能であれば１週間分）の備蓄推奨に係る啓発を実施する

必要がある。 

（危機管理部） 

 ○ 給水車の整備等、応急給水の確保体制を整備する必要がある。 

（建設交通部） 
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（避難所への支援物資の適切な輸配送） 

 ○ 物資の確保・調達及び輸配送について関西広域連合と連携して構築した０次物資

拠点の体制を維持・強化する必要がある。 

（危機管理部） 

 

（緊急輸送道路等の整備、維持管理等） 

 ○ 交通安全施設の整備、放置車両の撤去に係る民間団体と道路管理者との連携、人

員輸送に係る応援協定の締結等により、災害時の緊急輸送道路、緊急交通路を確保

する必要がある。 

（建設交通部、警察本部） 

○ 救急救援活動等に必要な重要物流道路、代替・補完路及び緊急輸送道路等（以下

「緊急輸送道路等」という。）や避難路について、道路橋の耐震化や無電柱化、法

面防災対策、沿道の建築物の耐震化等を着実に実施する必要がある。 

                               （建設交通部） 

○ 災害発生時に人員や物資等の緊急輸送に係る交通が確保されるよう、山陰近畿自

動車道をはじめとした高速道路や直轄国道の整備促進を図る必要がある。また、広

域幹線道路と一体となった道路ネットワーク形成のため、インターチェンジや防災

拠点等へのアクセス等、府管理の主要幹線道路の未整備箇所の早期供用開始に向け

た取組を着実に進める必要がある。 

                               （建設交通部） 

○ 物流機能を維持するため、緊急輸送道路等の橋梁、トンネル、擁壁や港湾施設、

漁港施設等の既存ストックについて、アセットマネジメントによる適切な管理に努

め、大規模自然災害発生直後でも確実に機能するよう、耐震化や津波対策等の防災

対策と併せて計画的な修繕や改築工事を進めていく必要がある。 

（農林水産部、建設交通部） 

○ 災害時に海の物資輸送ルートの確保により人流・物流インフラ機能を維持するた

め、津波、高潮及び海岸侵食等に備えて、海岸保全施設の機能保全や老朽化対策を

着実に進める必要がある。 

（建設交通部） 

○ がれき等の撤去による緊急車両等の救護ルートの早期確保や応急復旧等のために

必要な建設機械、仮設資材及び人材が不足する懸念があることから、応急対策業務

や被害状況調査等について、民間の関係団体との応援協力体制を継続的に確保する

とともに、こうした業務を担う地域建設業者の育成・確保を図る必要がある。 

                                （建設交通部） 

（海岸・港湾施設の整備等） 

○ 海岸施設の点検を実施し、避難施設、避難路の整備等を進める必要がある。 

（建設交通部） 

○ 被災地支援を考慮した港湾施設の整備及び整備計画の策定を進める必要がある。 

（建設交通部） 
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（関係団体との協力体制の強化） 

 ○ 関係機関や企業等と災害時応援協定を締結し、連携訓練を実施するなど、物資供

給に係る協力体制を強化する必要がある。 

（危機管理部） 

 

（避難所の体制確保）                               

 ○ 避難所の運営体制を整備するとともに、市町村、学校、地元自治会等と連携して

避難所開設時の初動体制確保のための訓練を促進する必要がある。 

（危機管理部、教育委員会） 

 

 ○ 避難所に太陽光発電等をさらに整備するとともに、飲料水、電気、ガス、通信等

が断絶した場合に早期に復旧できる体制を整備する必要がある。 

（危機管理部、総合政策環境部） 

 

 

 

 

 ２－５ 想定を超える大量の帰宅困難者の発生による混乱 

 

＜指標：現状値＞ 

・ 帰宅困難者対策訓練等の実施回数 １回（令和６年度） ［危機管理部］ 

・（再掲）防災拠点施設（庁舎、警察署、避難所等）の耐震化率 95.1％(令和６年度)   

［危機管理部］ 

 

 

（一時避難所の確保） 

 ○ 避難所やホテル・旅館の耐震化を進めるとともに、一時避難所として中規模ホテ

ル・旅館をはじめとする民間の施設が活用できるよう、避難所としての指定を促進

する必要がある。さらに、コンビニエンスストア事業者、外食事業者、ガソリンス

タンド事業者や観光関連事業者等と連携した帰宅支援ステーションの充実を図る必

要がある。 

（危機管理部、商工労働観光部、建設交通部） 

 

（帰宅困難者対策） 

 ○ 市町村、警察、消防等と連携し、地域に応じた帰宅困難者対策を推進するととも

に、企業等に対しては従業員の帰宅困難者対策の重要性を啓発し、対策を促す必要

がある。 

（危機管理部、警察本部） 
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 ○ 関西広域連合と連携し、災害時帰宅困難者に係る支援協定の締結事業者をさらに

拡大していく必要がある。 

（危機管理部） 

 

（観光客対策） 

 ○ 観光客支援マニュアルの整備や訓練等の実施、避難施設等の情報提供体制を構築

するなど、各市町村に応じた災害時における観光客保護対策を促進する必要がある。 

（危機管理部、商工労働観光部） 

○ 外国人観光客に対しては、わかりやすい日本語や多言語による情報へのアクセス 

方法について周知する必要がある。       

（危機管理部、商工労働観光部） 

 

（鉄道不通時の代替輸送手段の確保等） 

○ 大規模災害時に鉄道が不通となった場合において、観光客を含む帰宅困難者や避

難者の大規模移送に対応するため、被害の状況に応じて、公共交通機関と連携し、

代替輸送手段や一時滞在施設等の確保に努める。 

（危機管理部、建設交通部） 

 

 

 

 ２－６ 多数かつ長期にわたる孤立地域等の同時発生 

 

＜指標：現状値＞ 

 ・（再掲）重点備蓄品目充足率（府＋市町村） 

飲料水 165.3％、毛布 138.8％、その他品目 100％以上(令和６年度) ［危機管理部］ 

 ・（再掲）府有除雪機械の保有台数 63台（令和６年度） ［建設交通部］ 

・（再掲）府管理の緊急輸送道路の整備率 90.0％（令和６年度） ［建設交通部］ 

 ・（再掲）府管理の緊急輸送道路の落石等危険箇所対策 196箇所の内 175 箇所（令和６年度） 

［建設交通部］ 

 ・（再掲）府管理の緊急輸送道路の橋梁耐震化率（路面段差防止対策） 91.4％（令和６年度) 

 ［建設交通部］ 

 

 

（孤立可能性地域の災害対応体制の整備） 

 ○ 孤立集落の発生に備え、孤立可能性のある地域を把握して整備した最新のデータ

ベースを活用して、市町村及び自衛隊・警察・消防等の実動機関と共有することで、

通信手段の確保、救出・救助資機材、車両の整備、救出・救助訓練の実施等、対応

能力の向上を図る必要がある。 

                                                     （危機管理部、建設交通部） 
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（孤立集落防止に向けた道路ネットワークの整備等） 

○ 災害発生時における孤立集落の発生やその長期化を防止するため、人員や物資等

の緊急輸送や避難に係る交通が確実に確保されるよう、生命線となる道路の整備を

代替路の確保と併せて着実に進めるとともに、重要な道路を守るためにも法面、冠

水、治水、土石流、海岸侵食、津波、高潮、雪害及び停電・節電等の対策を着実に

推進する必要がある。 

（建設交通部） 

○ 台風や集中豪雨等の大規模な災害の発生による孤立集落の発生や長期化等の可能

性に備えて、異常気象時通行規制区間の代替等複数のルートを確保するため、多様

な主体が管理する道路を把握し、活用を図るとともに、市町村等とも連携してこれ

らの道路の整備を推進する必要がある。 

（建設交通部） 

○ 府管理道路の除雪作業に使用する除雪機械については、耐用年数に応じた機械更

新を適切に行うなど、体制の維持確保に努める必要がある。（再掲） 

                               （建設交通部） 

○ 孤立した集落への救援ルートの早期確保、応急対策業務や被害状況調査等につい

て、民間の関係団体との応援協力体制を継続的に確保する必要がある。 

                                                            （建設交通部） 

 

（孤立集落支援ルートの整備、維持管理等） 

 ○ 孤立した集落への救援ルート上にある橋梁、トンネル、擁壁等の既存ストックに

ついて、アセットマネジメントによる適切な管理に努め、災害発生直後でも確実に

機能するよう、耐震化や防災対策と併せて計画的な修繕や改築工事を進めていく必

要がある。 

（建設交通部） 

 

（救助体制の強化） 

 ○ 警察、自衛隊、消防、緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）等と連携した

広域受援計画の策定を進め、大規模災害時の災害対応の実効性を高めるとともに、

関係各機関や府、市町村と連携した合同訓練を実施し、災害対応能力の向上を図る

必要がある。（再掲） 

（危機管理部、建設交通部、警察本部） 

 ○ 被害情報収集、救出救助等を行う警察災害派遣隊（広域警察航空隊）、消防、自

衛隊等による広域受援体制を確立するため、ヘリポート機能など広域防災活動拠点

の機能強化を進めるとともに、府災害対策航空運用調整マニュアルに基づく運用体

制を維持・強化する必要がある。 

（危機管理部、警察本部） 

 ○ 中山間地域や沿岸部などにおいて救援部隊が到着するまでの住民相互の初期救助

能力を培う必要がある。 

（危機管理部） 
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○ 孤立可能性の高い地域における空路・海路による救助能力の向上を図る必要があ

る。 

（危機管理部） 

 

（孤立集落における物資の確保・輸送） 

○ 孤立集落発生に備えた避難場所及び備蓄物資を確保するとともに、ヘリ・ドロー 

ン等を活用し、孤立集落への物資輸送体制を整備する必要がある。 

（危機管理部） 

 

 

 

 

 ２－７ 大規模災害と感染症のまん延が同時期に発生することによる社会生活機能の

停止 

（市町村との連携） 

 ○ 市町村等と連携し、新たな感染症に迅速に対応できる体制を構築する必要がある。 

（危機管理部、健康福祉部） 

 

（防疫対策） 

○ 感染症の発生・まん延を防ぐため、市町村等と連携し、平時から予防接種を促進

するとともに、消毒や害虫駆除等を行う体制を構築する必要がある。 

（健康福祉部） 

○  マスク、ガウン、医療用手袋等のＰＰＥ（個人防護具）の多くは海外で生産され

ており、各国の輸出規制などにより感染症のまん延時には供給が不安定となるため、

消毒用アルコールを含め医療資材の備蓄をする必要がある。 

（健康福祉部） 

 

（まん延防止のための情報発信） 

○ 感染状況や経済情勢等を踏まえた適切な対策に時期を逸することなく取り組むと

ともに、府民や事業者に対して必要な情報発信を行う必要がある。 

（危機管理部、健康福祉部） 
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 ２－８ 自然災害と原子力発電所の過酷事故による放射性物質の放出・拡散の同時発生 

 

＜指標：現状値＞ 

 ・原子力総合防災訓練等の開催数 １回（京丹波町）（令和６年度） ［危機管理部］ 

 

（緊急事態における避難時の避難道路の整備、避難車両・運転員の確保等） 

○ 「緊急事態の防護措置」にあたっては、緊急時モニタリングを迅速かつ効率的に

実施できる体制を整える必要がある。また、屋内退避中の住民に対する的確な情報

提供、避難道路の確保、他県からの流入車両による渋滞対策、避難行動要支援者用

を含めた避難車両・運転員の確保、安定ヨウ素剤の配布方法等について、訓練等を

通じて、避難計画を継続的に見直し、実効性を高める必要がある。 

（危機管理部、総合政策環境部、健康福祉部、建設交通部） 

 

 

３ 必要不可欠な行政機能を確保する 

 

 ３－１ 被災による警察機能の大幅な低下による治安の悪化、社会の混乱 

 

＜指標：現状値＞ 

 ・警察本部、警察署の耐震化率 82.8％（令和６年度） [警察本部] 

 

 

（警察部隊の応援・受援体制の充実） 

 ○ 被災地、避難所等における各種犯罪を防止し、被災者の安全を確保するため、耐

震化の推進等、警察施設の機能向上や通信機能等の向上を図る必要がある。 

（警察本部） 

 ○ 警察機能の不全に備えて確保している警察署の代替施設への移転訓練等を行うな

ど、平時から管内情勢を踏まえた機能維持対策を推進する必要がある。（再掲） 

（警察本部） 

 ○ 警察災害派遣隊の受援体制を強化するとともに、広域的な活動拠点の確保・充実

が必要である。 

（警察本部） 
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 ３－２ 首都圏等での中央官庁機能の機能不全 

 

（中央官庁機能バックアップ） 

 ○ 東日本大震災の教訓から、首都圏に一極集中した中央官庁機能の分散と被災時の

バックアップの必要性が認識されたところであり、国全体の安心・安全確保の観点

から、中央官庁機能のバックアップについて、京都が果たすべき機能・役割を検討

することが必要である。                                      

                             （総合政策環境部） 

 

（高速鉄道網の整備） 

 ○ 首都圏と関西を繋ぐ移動手段等の多様性及び冗長性を確立するため、北陸新幹線

やリニア中央新幹線等の高速鉄道網を整備する必要がある。 

（建設交通部） 

 

 

 ３－３ 府・市町村の職員・施設等の被災・感染症のまん延による機能の大幅な低下 

＜指標：現状値＞ 

 ・市町村のＢＣＰの策定率 100.0％(令和６年度) ［危機管理部］ 

 ・（再掲）防災拠点施設（庁舎、警察署、避難所等）の耐震化率 95.1％(令和６年度)   

［危機管理部］ 

 

（庁舎等の防災拠点機能の確保） 

 ○ 府の防災拠点施設（庁舎、警察署、避難所等）や市町村の防災拠点施設の耐震化

及び災害時の電源確保を計画的に推進する必要がある。 

（危機管理部、総務部、教育委員会、警察本部、施設所管部局） 

  

（災害対策活動の初動体制の整備） 

 ○ 災害発生時の迅速な初動体制を確立するため、市町村と連携した実践的な災害対

応訓練や研修の実施、各防災機関等における緊急参集体制の整備・強化、マニュア

ルの見直しや改善を促す必要がある。 

（危機管理部） 

 ○ 危機管理センターを活用し、国等と連携して自然災害等のあらゆる危機事象に迅 

速・的確に対応できるよう訓練等を実施する必要がある。    （危機管理部） 

 

（業務継続体制の整備） 

 ○ 京都府非常時専任職員制度や緊急連絡体制を充実させるとともに、実践的な災害

対応訓練や研修を実施し、職員の災害対応能力を高めていく必要がある。 

（全部局） 
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 ○ ＢＣＰの見直しと検証を随時行い、地域防災計画にその考え方を反映するなど、

業務継続体制を確立する必要がある。併せて、府内の全市町村におけるＢＣＰの見

直し・検証を促進する必要がある。 

（全部局） 

 （災害情報の収集体制の強化） 

 ○ 被害状況を早期に把握し、復旧計画を速やかに立案するため、ＩｏＴ・ＡＩ技術

等を活用した情報収集等、体制を強化する必要がある。 

（危機管理部、総合政策環境部） 

 

（市町村との連携） 

 ○ 市町村等と連携し、新たな感染症に迅速に対応できる体制を構築する必要がある。 

（危機管理部、健康福祉部） 

 ○ 感染拡大時の避難所の運営について、市町村等と連携し、有症者の隔離等を適切

に対応できる体制を構築する必要がある。 

（危機管理部、健康福祉部） 

 

 

４ 経済活動を機能不全に陥らせない 

 

 ４－１ サプライチェーンの寸断・一極集中等による企業の生産力・経営執行力低下に 

よる国際競争力の低下 

 

＜指標：現状値＞ 

・中堅企業のＢＣＰ策定率 45.5％(令和５年度) ［危機管理部］ 

 ・（再掲）水産物流通拠点の舞鶴漁港（府管理）の耐震・耐津波対策の整備率 

  0.0％（令和６年度） ［農林水産部］ 

・（再掲）府管理の漁港（舞鶴漁港、中浜漁港）で策定した長寿命化計画(機能保全計画含む）に基

づくハード対策の実施率              58.0％（令和６年度） ［農林水産部］ 

 ・（再掲）府管理の緊急輸送道路の整備率 90.0％（令和６年度） ［建設交通部］ 

 ・（再掲）府管理の緊急輸送道路の落石等危険箇所対策 196箇所の内 175 箇所（令和６年度） 

 ［建設交通部］ 

 ・（再掲）府管理の緊急輸送道路の橋梁耐震化率（路面段差防止対策） 91.4％（令和６年度) 

 ［建設交通部］ 

 

（企業等における業務継続体制の確立） 

 ○ 府内の行政機関や関係団体、ライフライン機関、専門家等が参画する京都ＢＣＰ

推進会議を活用し、地域や業界における連携型ＢＣＰを確立するなど、京都全体に

ＢＣＰの考え方を適用し、大規模広域災害等の危機事象時において京都の活力を維

持・向上させるため、地域全体で連携する「京都ＢＣＰ」の推進を図る必要がある。 

（危機管理部） 
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 ○ 企業における防災計画の策定や防災訓練への参加の推進等、防災体制の強化を促

進する必要がある。 

（危機管理部、商工労働観光部） 

 

（緊急輸送道路等の整備、維持管理等） 

 ○ 物流機能を維持するため、緊急輸送道路等の橋梁、トンネル、擁壁や港湾施設、

漁港施設等の既存ストックについて、アセットマネジメントによる適切な管理に努

め、大規模自然災害発生直後でも確実に機能するよう、耐震化や津波対策等の防災

対策と併せて計画的な修繕や改築工事を進めていく必要がある。（再掲） 

（農林水産部、建設交通部） 

○ 海上輸送の拠点となる京都舞鶴港の施設整備や耐震化及び老朽化対策を推進する

とともに、港湾ＢＣＰに基づき、港湾関係者との連携を行いながら、港湾施設にお

ける多発同時被災による機能不全や船舶の被災による海上輸送機能の停止に対応で

きる体制を確保する必要がある。 

（建設交通部） 

 ○ 府内主要幹線道路の冗長性確保の観点から、幹線道路やこれを補完する道路を整

備する必要がある。 

（建設交通部） 

 

  

 

 

 ４－２ コンビナート・高圧ガス施設等の重要な産業施設の火災、爆発に伴う有害物質 

等の大規模拡散・流出 

 

（救助体制の強化） 

 ○ 警察、自衛隊、消防、ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ等と連携した広域受援計画の策定を進

め、大規模災害時の災害対応の実効性を高めるとともに、関係各機関や府、市町村

と連携した合同訓練を実施し、災害対応能力の向上を図る必要がある。（再掲） 

（危機管理部、建設交通部、警察本部） 

（企業の防災対策） 

 ○ 化学物質や毒物・劇物を保有する企業における適正管理、必要な資機材の整備、

訓練の実施や事故発生を想定したマニュアル整備を促進する必要がある。 

（危機管理部、商工労働観光部） 

 

（特別管理廃棄物の処理） 

 ○ アスベストやＰＣＢ等の特別管理廃棄物の適正処理を進める必要がある。 

（総合政策環境部） 
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（二次災害を引き起こす可能性のある危険情報の収集と提供体制の確立） 

 ○ ガス供給施設等の被害状況、環境モニタリングデータ等を早期に収集し、関係機

関及び府民等への情報提供を図ることにより、二次災害を回避する必要がある。 

（危機管理部、総合政策環境部） 

 

 

 ４－３ 海上輸送の機能停止による物流への甚大な影響 

 

（津波に強い施設整備） 

 ○ 港湾施設の長寿命化対策や海岸保全施設の点検、津波浸水想定に基づいた避難施

設、避難路の整備等、津波に強い施設整備を推進する必要がある。 

                                （建設交通部） 

（港湾施設等の整備、維持管理等） 

 ○  海上輸送の拠点となる港湾施設等の既存ストックについて、アセットマネジメン

トによる適切な管理に努め、大規模自然災害の発生直後でも施設の機能が確実に発

揮されるよう、耐震化や津波対策等の防災対策と併せて連携した計画的な修繕や改

築工事を進めていく必要がある。 

                                （建設交通部） 

○ 海上輸送の拠点となる京都舞鶴港の施設整備や耐震化及び老朽化対策を推進する

とともに、港湾ＢＣＰに基づき、港湾関係者との連携を行いながら、港湾施設にお

ける多発同時被災による機能不全や船舶の被災による海上輸送機能の停止に対応で

きる体制を確保する必要がある。（再掲） 

（建設交通部） 

 

（物流施設の耐災害性向上） 

 ○ 物流インフラが被災した場合には事業者だけで解決できない問題があることか

ら、関係機関が協力・連携し、あらかじめハード・ソフト両面からの対策をとる必

要がある。          

                                （建設交通部） 

○ 陸上輸送の寸断に備えて、海上輸送拠点の耐震化を進める必要がある。 

                                （建設交通部） 

 

 

 ４－４ 金融サービス・郵便等の機能停止による府民生活・商取引等への甚大な影響 

 

（連携型ＢＣＰの確立） 

 ○ 地元金融機関による連携型ＢＣＰを確立させ、金融サービスが機能停止しないよ

う地元金融機関の連携体制を強化する必要がある。 

（危機管理部、商工労働観光部） 
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（信書配達事業者のＢＣＰ） 

○ 日本郵便（株）をはじめ、信書配達事業者の事業継続計画については、実効性を

確保できるよう、必要に応じて見直しを行う必要がある。 

（危機管理部） 

 

 

 ４－５ 食料等の安定供給の停滞に伴う、府民生活・社会経済活動への甚大な影響 

 

＜指標：現状値＞ 

 ・（再掲）水産物流通拠点の舞鶴漁港（府管理）の耐震・耐津波対策の整備率 

 0.0％（令和６年度） ［農林水産部］ 

・（再掲）府管理の漁港（舞鶴漁港、中浜漁港）で策定した長寿命化計画(機能保全計画含む） 

に基づくハード対策の実施率            58.0％（令和６年度） ［農林水産部］ 

 ・（再掲）府管理の緊急輸送道路の整備率 90.0％（令和６年度） ［建設交通部］ 

 ・（再掲）府管理の緊急輸送道路の落石等危険箇所対策 196箇所の内 175 箇所（令和６年度）  

［建設交通部］ 

・（再掲）府管理の緊急輸送道路の橋梁耐震化率（路面段差防止対策） 91.4％（令和６年度)  

 ［建設交通部］ 

・（再掲）信号機電源付加装置の整備数 762機（令和６年度) [警察本部] 

 

（流通関係事業者等による連携・協力体制の拡大） 

 ○ 災害時にも食品流通に係る事業を維持若しくは早期に再開させることを目的とし

て、災害対応時に係る流通関係事業者、行政機関等による連携・協力体制を拡大・

定着させる必要がある。 

                                       （農林水産部） 

 

（緊急輸送道路等の整備、維持管理等） 

 ○ 信号柱、大型標識柱、交通監視カメラや信号機電源付加装置等の交通安全施設の

整備、道路橋の耐震化、放置車両の撤去に係る民間団体と道路管理者との連携等に

より、災害時の緊急輸送道路等、緊急交通路をさらに適切に確保する必要がある。（再

掲） 

                           （建設交通部、警察本部） 

 ○ 物流機能を維持するため、緊急輸送道路等の橋梁、トンネル、擁壁や港湾施設、

漁港施設等の既存ストックについて、アセットマネジメントによる適切な管理に努

め、大規模自然災害発生直後でも確実に機能するよう、耐震化や津波対策等の防災

対策と併せて計画的な修繕や改築工事を進めていく必要がある。（再掲） 

（農林水産部、建設交通部） 
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（資材の供給体制の整備） 

 ○ 農林水産業者の早期経営再建に向け、資材が安定的に供給されるよう、緊急輸送

道路等及び林道等の確保・整備を推進する必要がある。 

（農林水産部、建設交通部） 

 

 

 ４－６ 異常渇水等による用水供給途絶に伴う、生産活動への甚大な影響     

 

＜指標：現状値＞ 

 ・府営水道の送水管路耐震化率 47.3％(令和６年度) ［建設交通部］ 

 ・長田野工業用水道の管路耐震化率 8.3％（令和６年度） ［建設交通部］ 

 

 

（府営水道施設の耐震化） 

 ○ 府営水道の機能確保を図るため、急所施設である送水管路の耐震化を推進すると

ともに、工業団地へ送水する長田野工業用水道管路の耐震化を進める必要がある。 

（建設交通部） 

 

 

 

 ４－７ 農地・森林や生態系等の被害に伴う国土の荒廃・多面的機能の低下 

＜指標：現状値＞ 

・農と環境を守る地域協働活動（日本型直接支払のうち多面的機能支払）の取組面積 

 16,276ha(令和５年度) ［農林水産部］ 

・中山間地域等直接支払交付金（日本型直接支払のうち中山間地域等直接支払）の取組面積 

 5,206ha(令和５年度） ［農林水産部］ 

・（再掲）山地災害危険地区の整備数 1,768箇所(令和５年度)  ［農林水産部］ 

・（再掲）間伐実施面積 1,714ha(令和５年度)  ［農林水産部］ 

・（再掲）地籍調査進捗率 約８％ (令和５年度) ［建設交通部］ 

・（再掲）土砂災害防止法（平成 12年法律第 57号）による土砂災害警戒区域等の指定 

17,360箇所（令和６年度) ［建設交通部］ 

・（再掲）土砂災害から保全される人家戸数 2.08 万戸（令和６年度） ［建設交通部］ 

・（再掲）土砂災害から保全される要配慮者利用施設及び避難所の施設数 ［建設交通部］ 

要配慮者利用施設 73 施設（令和６年度） 

避難所 179施設（令和６年度） 

・（再掲）土石流対策施設による対策済みの土砂災害警戒区域数 533箇所（令和６年度）  

［建設交通部］ 

・（再掲）急傾斜地崩壊防止施設による対策済みの土砂災害警戒区域数 451 箇所（令和６年度）  

                                                                              ［建設交通部］ 
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（災害危険箇所の整備） 

 ○ 山地災害危険地区のうち被害発生リスクの高い箇所を早急に特定し、優先度の高

い地区への治山ダムの設置や森林整備等の治山事業を実施する必要がある。 

（農林水産部） 

 

（森林の整備・保全） 

 ○ 山地災害を未然に防ぐため、被害発生リスクの高い箇所において治山・森林整備

事業等を実施し、万が一災害が発生してもその被害規模が最小限に抑えられるよう、

危険木の処理や再造林などによる森林管理を迅速かつ適切に実施する必要がある。

（再掲） 

（農林水産部） 

 

（農地・農業用施設の保全管理） 

 ○ 農地や農業用施設を保全するための協働活動を推進するとともに、都市農地の防

災協力農地への活用拡大など、生産緑地地区を中心とした農地の多面的な活用を推

進する必要がある。 

（農林水産部） 

 ○ 所有者不明農地については、関係法令に基づく「不明所有者の見なし同意」制度

の活用により、適正な農地の管理を促すとともに、地すべりにより農地等が流亡・

埋没するおそれのある地域について、農地等の保全のための地すべり防止対策を実

施する必要がある。 

（農林水産部） 

 

（地籍調査の推進） 

○ 被災後の迅速な復旧、復興を進める上で重要となる土地境界等の情報を整備する

ため、地籍調査を進める必要がある。（再掲） 

（建設交通部） 

 

（自然公園等施設の整備） 

○ 自然環境の有する防災・減災機能を維持するため、自然公園等の設備の整備・

長寿命化対策を実施する必要がある。 

（総合政策環境部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52



 

 

５ 情報通信サービス、電力等ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の

被害を最小限にとどめるとともに、早期に復旧させる 

 

５－１ テレビ・ラジオ放送の中断や通信インフラの障害により、インターネット・Ｓ

ＮＳなど、災害時に活用する情報サービスが機能停止し、情報の収集・伝達がで

きず避難行動や救助・支援が遅れる事態 

 

＜指標：現状値＞ 

 ・京都府マルチハザード情報提供システム閲覧者数 約 17 万人(令和６年度) ［危機管理部］ 

 

（災害に強い情報通信基盤の整備） 

 ○ 府民への迅速かつ確実な情報伝達や防災関係機関相互の情報共有を図るため、防

災拠点・重要拠点のネットワーク完全二重化や光ファイバネットワーク経路の複線

化、防災行政無線のデジタル化整備等、通信システムの業務継続性の確保や強化を

促進する必要がある。（再掲） 

（危機管理部、総合政策環境部） 

 ○ 迅速かつ的確な避難に役立てるため、水位計・防災カメラ等から得られる防災情

報について、よりわかりやすい形でインターネット等を通じて安定的に公開する必

要がある。 

（危機管理部、建設交通部） 

 

（災害情報の迅速・的確な把握） 

○ ドローンやヘリテレ映像等により火災等の災害事象の早期覚知や被災状況の把握

を強化する必要がある。（再掲） 

（危機管理部） 

 

（防災拠点施設等における電源の確保） 

○ 防災拠点施設等において、電力供給停止に備え、自家発電機や予備蓄電池等を適 

切に設置しておく必要がある。（再掲） 

（総務部、施設所管部局） 

 

（災害時の通信サービスの確保等） 

○ 自家発電機や予備蓄電池の設置、移動電源車の配備等、電源確保を促進するとと

もに、可搬型衛星通信基地局の配備や災害用伝言板サービスの提供により府民等へ

の情報伝達の強化を促進する必要がある。 

（危機管理部） 

○ 災害の発生の防御や被害拡大の防止等を図るため、コミュニティ・エフエム等の

災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）に基づく協定締結報道機関に放送（報道）

要請を行う必要がある。 

（知事直轄組織） 

53



 

 

 

（二次災害を引き起こす可能性のある危険情報の収集と提供体制の確立） 

○ ガス供給施設、河川の堤防、道路・橋梁の損壊等の被害状況、環境モニタリング

データ等を早期に収集し、関係機関及び府民等への情報提供を図ることにより、二

次災害を回避する必要がある。 

（危機管理部、総合政策環境部、建設交通部） 

 

（関係機関等による情報連絡体制の整備） 

○ 緊急時の連絡体制を強化するとともに、警察や消防等の防災関係機関による非常

通信設備の維持・更新を図る必要がある。（再掲） 

（危機管理部、警察本部） 

 

（外国籍府民等への災害時支援等） 

○ 多言語による生活情報の発信、防災ガイドブックの整備、携帯メールによる防災 

情報の発信を行うとともに、市町村等が実施する防災訓練等の取組を支援すること 

により、災害時の支援体制の構築を図る。また、その実効性を確保するため、外国 

籍府民や市町村等と協働・連携した事業、多文化共生施策や課題に関する意見交換 

等を通して、日本語能力が十分でない外国籍府民が安心して不自由なく生活できる 

環境を整える施策を推進する必要がある。 

（知事直轄組織、危機管理部） 

（府民への情報伝達） 

 ○ 京都府防災・防犯情報メールの登録者数を拡大するとともに、地上デジタル放送

や携帯情報端末を活用した情報伝達体制を確立し、各機関の連携体制を確保して、

実効性を高めるため訓練を実施する必要がある。 

（危機管理部、総合政策環境部、建設交通部） 

 ○ 全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）や広報・防災無線の活用等による警報

伝達体制を拡充する必要がある。 

（危機管理部） 

 ○ 府民が自ら的確な避難が行えるよう、土砂災害警戒区域等の周知やハザードマッ

プの利活用を促進する必要がある。 

（危機管理部、建設交通部） 

（情報伝達手段の維持・高度化） 

○ Ｊ－ＡＬＥＲＴによる緊急情報等を確実に伝達できる状態を維持するため、情報 

伝達訓練等を行うとともに、Ｊ－ＡＬＥＲＴ関連機器の適切な保守を行う必要があ 

る。 

（危機管理部） 

○ 多様化する情報収集・提供手段を適切に活用するため、防災情報システムの随時 

更新を行う必要がある。 

（危機管理部） 
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 ５－２ 電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）の長期間・大規模にわたる機

能の停止 

 

＜指標：現状値＞ 

 ・（再掲）府内の総電力需要量に対する府内の再生可能エネルギー発電電力量の割合  

11.2％（令和４年度） [総合政策環境部] 

・（再掲）府内の総電力需要量に占める再エネ電力使用量の割合  

18.3％（令和４年度） [総合政策環境部]

  

 

（ライフラインの耐震化と事業継続体制の確立） 

 ○ 各ライフライン機関の施設の耐震化と併せて、可搬式設備等の多重性・代替性の

確保を含めた広域地震防災対策を促進するとともに、ＢＣＰの策定と実践的な防災

訓練を促す必要がある。 

（危機管理部） 

 

（緊急輸送道路等の整備、維持管理等） 

 ○ 物流機能を維持するため、緊急輸送道路等の橋梁、トンネル、擁壁や港湾施設、

漁港施設等の既存ストックについて、アセットマネジメントによる適切な管理に努

め、大規模自然災害発生直後でも確実に機能するよう、耐震化や津波対策等の防災

対策と併せて計画的な修繕や改築工事を進めていく必要がある。（再掲） 

（農林水産部、建設交通部） 

（電力の確保） 

○ 電力供給の耐災害性を高めるため、電力施設や供給設備の耐震性の確保と電力保 

安用通信ルートの２ルート化を促進する必要がある。 

（危機管理部、総合政策環境部） 

 ○ エネルギー供給源の多様化を図るため、再生可能エネルギー等の自立・分散型エ

ネルギーや蓄電池等の導入を促進する必要がある。 

（総合政策環境部） 

 

５－３ 都市ガス供給・石油・ＬＰガス等の燃料供給施設等の長期間にわたる機能の停

止 

（ガスの確保） 

 ○ ガス供給施設やガス充填施設の耐震性能が維持される必要がある。 

（危機管理部） 

 ○ 都市ガス、ＬＰガスの施設・供給設備の耐震化と家庭用の感震機能付マイコンメ

ーターの普及を促進する必要がある。 

（危機管理部） 
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（ライフラインの耐震化と事業継続体制の確立） 

 ○ 各ライフライン機関の施設の耐震化と併せて、可搬式設備等の多重性・代替性の

確保を含めた広域地震防災対策を促進するとともに、ＢＣＰの策定と実践的な防災

訓練を促す必要がある。（再掲） 

（危機管理部、建設交通部） 

 

  ○ 災害時に的確に各ライフラインの被災状況、復旧情報等を情報共有し、復旧の日

程や箇所等の調整ができるよう、平時から府と各ライフライン事業者間の連携を強

化する必要がある。 

（危機管理部） 

 

 

 

 ５－４ 上下水道施設の長期間にわたる機能停止 

 

＜指標：現状値＞ 

・（再掲）市町村が管理する下水管渠(公共下水道)における地震対策実施率 38.9％（令和５年度） 

 ［建設交通部］ 

・（再掲）府が管理する下水管渠（流域下水道）における地震対策実施率 67.2％（令和６年度） 

［建設交通部］ 

・（再掲）府営水道の送水管路耐震化率 47.3 ％(令和６年度) ［建設交通部］ 

 

（水道施設の耐震化、応急給水体制の確立） 

 ○ 水道施設の機能確保を図るため、急所施設や重要施設に接続する水道管路の耐震

化を推進するとともに、非常時の応急給水体制の確立を促進していく必要がある。

（建設交通部） 

 

（ライフラインの耐震化と事業継続体制の確立） 

 ○ 各ライフライン機関の施設の耐震化と併せて、可搬式設備等の多重性・代替性の

確保を含めた広域地震防災対策を促進するとともに、ＢＣＰの策定と実践的な防災

訓練を促す必要がある。（再掲） 

（危機管理部、建設交通部） 

（下水道施設の耐震化、維持管理） 

○ 汚水処理機能を確保するため、終末処理場や幹線管渠の耐震化を進めるとともに、

老朽化施設の改築・更新や非常時の電源確保等を推進していく必要がある。 

（建設交通部） 
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 ５－５ 幹線道路や新幹線が分断するなど、基幹的陸上海上交通ネットワークの機能停

止による物流・人流への甚大な影響 

 

＜指標：現状値＞  

・（再掲）水産物流通拠点の舞鶴漁港（府管理）の耐震・耐津波対策の整備率 

  0.0％（令和６年度） ［農林水産部］ 

・（再掲）府管理の漁港（舞鶴漁港、中浜漁港）で策定した長寿命化計画(機能保全計画含む）に基

づくハード対策の実施率                             58.0％（令和６年度） ［農林水産部］ 

 ・（再掲）府管理の緊急輸送道路の整備率 90.0％（令和６年度） ［建設交通部］ 

 ・（再掲）府管理の緊急輸送道路の落石等危険箇所対策 196箇所の内 175 箇所（令和６年度） 

［建設交通部］ 

 ・（再掲）府管理の緊急輸送道路の橋梁耐震化率（路面段差防止対策） 91.4％（令和６年度) 

 ［建設交通部］ 

・（再掲）住宅の耐震化率 約 90％(令和５年度) ［建設交通部］ 

・（再掲）府の耐震強化岸壁の延長 260ｍ（令和６年度） ［建設交通部］ 

・（再掲）信号機電源付加装置の整備数 762機（令和６年度) [警察本部] 

 ・（再掲）府有除雪機械の保有台数 63台（令和６年度） [建設交通部] 

 

 

 

（緊急輸送道路等の整備、維持管理等） 

 ○ 災害発生時に人員や物資等の緊急輸送に係る交通が確保されるよう、山陰近畿自

動車道をはじめとした高速道路や直轄国道の整備促進を図る必要がある。また、広

域幹線道路と一体となった道路ネットワーク形成のため、インターチェンジや防災

拠点等へのアクセス等、府管理の主要幹線道路の未整備箇所の早期供用開始に向け

た取組を着実に進める必要がある。（再掲） 

                               （建設交通部） 

 ○ 信号柱、大型標識柱、交通監視カメラや信号機電源付加装置等の交通安全施設の

整備、道路橋の耐震化、放置車両の撤去に係る民間団体と道路管理者との連携等に

より、災害時の緊急輸送道路等、緊急交通路をさらに適切に確保する必要がある。

（再掲） 

（建設交通部、警察本部） 

 ○ 物流機能を維持するため、緊急輸送道路等の橋梁、トンネル、擁壁や港湾施設、

漁港施設等の既存ストックについて、アセットマネジメントによる適切な管理に努

め、大規模自然災害発生直後でも確実に機能するよう、耐震化や津波対策等の防災

対策と併せて計画的な修繕や改築工事を進めていく必要がある。（再掲） 

（農林水産部、建設交通部） 

 

57



 

 

○ 救助や物資供給を行うための「命の道」となる山陰近畿自動車道をはじめ、緊急

輸送道路や主要な幹線道路等の整備を推進するとともに、冗長性確保の観点から、

これらの重要な道路を補完する道路についても整備する必要がある。 

（建設交通部） 

 ○ 交通ネットワークの多重化（災害時における輸送モード相互の連携・代替性の確

保）に向けて、山陰近畿自動車道等の高速道路ネットワークの着実な整備促進や新

幹線をはじめとした鉄道ネットワークの整備等を進めていく必要がある。 

                                （建設交通部） 

○ 海上輸送の拠点となる京都舞鶴港の施設整備や耐震化及び老朽化対策を推進する

とともに、港湾ＢＣＰに基づき、港湾関係者との連携を行いながら、港湾施設にお

ける多発同時被災による機能不全や船舶の被災による海上輸送機能の停止に対応で

きる体制を確保する必要がある。（再掲） 

（建設交通部） 

（輸送ルート確保の強化） 

○ 災害発生時において、救援救助・緊急物資輸送等のための陸と海のルートを確実

かつ早期に確保し、交通ネットワークが分断される事態とならないよう、道路ネッ

トワークの相互利用による広域支援ルートの確保や輸送モード間の連携等による複

数輸送ルートの確保を図るなどの整備を進める必要がある。さらに、緊急輸送道路

等の重要な道路を守るためにも橋梁の耐震化、無電柱化、法面、冠水、治水、土石

流、海岸侵食、津波、高潮、雪害及び停電・節電等対策を着実に推進する必要があ

る。                            （建設交通部） 

○ がれき等を撤去し、緊急車両等の救護ルートの早期確保や支援物資の輸送を迅速

に行うため、災害時応援協定を締結する民間団体等との連携体制を維持する必要が

ある。 

                                      （建設交通部） 

（緊急交通路候補路線等の整備） 

 ○ 緊急交通路候補路線等について、災害時の交通体制を確保するため、信号機電源

付加装置等、交通安全施設の整備を進める必要がある。 

                                 （警察本部） 

（高規格道路のミッシングリンク解消） 

 ○ 復旧復興は災害に強い高規格道路を起点として行われることから、確実かつ円滑

に救援･救助活動を行うため、高規格道路のミッシングリンクの早期解消に向け取り

組む必要がある。併せて、高速道路ネットワークの４車線化やスマートＩＣの設

置等による機能強化を図る必要がある。        

                                      （建設交通部） 

 

（緊急輸送道路等の沿道建築物の耐震化等） 

 ○ 救急救援活動等に必要な緊急輸送道路等や避難路について、沿道の建築物の耐震

化や法面防災対策等を着実に実施する必要がある。 

                                （建設交通部） 
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○ 電柱等の倒壊により道路が閉塞されることを防ぐため、市街地等の幹線道路等特に対

応が必要な重点路線を選定し、無電柱化等を計画的に推進していく必要がある。 

                                     （建設交通部） 

○ 道路の陥没による交通麻痺を防ぐため、前兆現象である路面の沈下やひび割れ等

の異常について、日常の道路パトロール等において、早期発見に努める必要がある。 

（建設交通部） 

 

（鉄道施設の耐震化）  

 ○ 乗降客の多い主要な鉄道駅舎、輸送量の多い区間の橋梁や高架橋等の鉄道施設に

ついて、利用者の安全を確保する観点から、各鉄道事業者や国、市町村と連携しな

がら、耐震対策を促進する必要がある。（再掲） 

                                （建設交通部） 

（災害情報の収集体制の強化） 

○ 被害状況を早期に把握し、復旧計画を速やかに立案するため、ＩｏＴ・ＡＩ技術

等を活用した情報収集等、体制を強化する必要がある。（再掲） 

（危機管理部、総合政策環境部） 

 

 

 

 

 

６ 社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で復興できる条件を整備する 

 

 ６－１ 自然災害後の地域のより良い復興に向けた事前復興ビジョンや地域合意の欠

如等により、復興が大幅に遅れ地域が衰退する事態 

 

（大規模な災害からの復興） 

○ 地域の社会経済活動への影響を踏まえつつ、国や市町村との適切な役割分担の下、

可能な限り迅速かつ円滑に被災者の生活再建や経済の復興等を図る必要がある。 

（全部局） 

 

（生活と住居の再建支援） 

○ 被災に備え、地域コミュニティの維持・活用や復興のための組織の立ち上げなど

により、復興まちづくり支援が円滑に進む体制を強化する必要がある。 

（全部局） 
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６－２ 災害対応・復旧復興を支える人材等（専門家、コーディネーター、ボランティ

ア、ＮＰＯ、企業、労働者、地域に精通した技術者等）の不足等により復興でき

なくなる事態 

＜指標：現状値＞  

・災害時学校支援チームの養成数 延べ 22 人（令和６年度） ［教育委員会］ 

（建設業等の担い手の確保・育成等） 

○ 地震・津波、浸水、土砂災害、雪害等の災害時において、がれき等の撤去による

緊急車両等の救護ルートの早期確保や河川等の復旧・復興を迅速に行うため、応急

対策業務や被害状況調査等について、民間の関係団体との応援協力体制を継続的に

確保するとともに、こうした業務を担う地域建設業者の育成・確保を図る必要があ

る。 

                               （建設交通部） 

（学校の危機管理体制の強化） 

 ○ 大規模災害が発生した際に、被災学校へ教職員などを派遣し、「教育活動の早期

再開」や、「児童生徒の心のケア」などを支援する体制を構築する必要がある。 

（教育委員会） 

 

 

 

 

 

 ６―３ 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復興が大幅に遅れる事態 

 

（災害廃棄物の処理の推進） 

 ○ 市町村等の廃棄物処理施設の耐震化を促進する必要がある。 

（総合政策環境部） 

 ○ 災害廃棄物処理計画の見直しを適宜行うとともに、一時期に大量に発生すること

が予想される災害廃棄物や海岸漂着物等を速やかに処理できる体制を構築し、維持

する必要がある。 

                          （総合政策環境部） 

 

 

 

 ６－４ 住宅再建や事業用地の確保、仮設住宅・仮店舗・仮事業所等の整備が進まず復

興が大幅に遅れる事態 

 

＜指標：現状値＞ 

 ・（再掲）地籍調査進捗率 約８％ (令和５年度) ［建設交通部］ 
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（生活と住居の再建支援） 

○ 大規模地震等により被災した住宅の再建を円滑に進めるため、地震保険の普及・

啓発に努め、加入を促進することが必要である。 

（危機管理部） 

 

（地籍調査の推進） 

 ○ 被災後の迅速な復旧、復興を進める上で重要となる土地境界等の情報を整備する

ため、地籍調査を進める必要がある。（再掲） 

（建設交通部） 

 

（建設業等の担い手の確保・育成等） 

○ 地震・津波、浸水、土砂災害、雪害等の災害時において、がれき等の撤去による

緊急車両等の救護ルートの早期確保や河川等の復旧・復興を迅速に行うため、応急

対策業務や被害状況調査等について、民間の関係団体との応援協力体制を継続的に

確保するとともに、こうした業務を担う地域建設業者の育成・確保を図る必要があ

る。（再掲） 

（建設交通部） 

 

（ライフラインの早期復旧） 

○ 災害時に的確に各ライフラインの被災状況、復旧状況等を情報共有し、復旧の日

程や箇所等の調整ができるよう、平時から府と各ライフライン事業者間の連携を強

化する必要がある。（再掲） 

（危機管理部） 

 

 

 ６－５  貴重な文化財や環境的資産の喪失、地域コミュニティの崩壊等による有形・無形の

文化の衰退・損失 

 

＜指標：現状値＞ 

 ・（再掲）防災拠点施設（庁舎、警察署、避難所等）の耐震化率 95.1％(令和６年度)  

 ［危機管理部］ 

 ・（再掲）大規模集客施設（文化会館、公民館等）の耐震化率 91.9％(令和６年度) [危機管理部] 

・（再掲）自主防災リーダーの養成数 3,100人（令和６年度） [危機管理部] 

  

 ・（再掲）消防団員の充足率 83.7％（令和６年度） ［危機管理部］ 

・（再掲）私立学校（幼・小・中・高）の耐震化率 91.3％(令和６年度)  ［文化生活部］ 

・（再掲）社会福祉施設の耐震化率 92.1％（令和２年度） [健康福祉部］ 

・（再掲）要緊急安全確認大規模建築物の耐震化率 約 84％（令和６年度) ［建設交通部］ 

 ・（再掲）地域の消防等の行政機関との間で共同訓練等を実施している府立学校の割合 

64.8％(令和５年度) [教育委員会] 
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（不特定多数の者が利用する施設の耐震化等） 

○ 学校、公民館、医療施設、社会福祉施設、社会教育施設等の公的な施設の耐震化

は進捗途上にある。これらの施設は避難場所や救護用施設として利用されるもので

あり、引き続き耐震化を促進する必要がある。（再掲） 

（危機管理部、文化生活部、健康福祉部、建設交通部、教育委員会） 

 

 ○ 不特定かつ多数の者が利用する建築物及び地震の際の避難に配慮が必要な者が利

用する建築物等のうち大規模なもの（要緊急安全確認大規模建築物）の耐震化率は、

84.3％（令和６年度）であり、地震時に倒壊した場合に甚大な被害が生じるおそれ

があることから、京都府建築物耐震改修促進計画に基づき、計画的に耐震化を促進

する必要がある。（再掲） 

                                      （建設交通部） 

（文化財建造物等の耐震化等） 

○ 文化財建造物等は観光客等不特定多数の者が訪れることが多いことから、建造物 

が倒壊・損壊しないように、耐震診断の実施や文化財の価値を損なわない方法によ 

る補強等の耐震化及び保存修理を促進する必要がある。（再掲） 

（文化生活部、教育委員会） 

 

（文化財の防火対策） 

○ 文化財所有者等による防災設備の整備や日常点検、防火訓練等の実施を支援する

必要がある。（再掲） 

（文化生活部、教育委員会） 

○ 市町村と連携し、文化財所有者等と地域住民等との共助体制の構築に向けた支援

を行う必要がある。（再掲） 

（文化生活部、教育委員会） 

 

（地域防災力の強化）  

 ○ 地域毎に意見交換しながら地区防災計画や水害等避難行動タイムラインを作成

し、自主防災組織を中心に住民や学校、企業等が協力し、防災教育や防災訓練の実

施、防災資機材の整備等、地域防災力の充実・強化を図る必要がある。（再掲） 

（危機管理部、教育委員会） 

  

（防災教育の実施） 

 ○ 毎年、全校で学校安全計画及び危機等発生時対処要領の確認・改善を促進すると

ともに、市町村や地域、専門家等と連携し、避難訓練への参画や防災ワークショッ

プの実施、防災マップづくりなど、防災教育を推進する必要がある。 

（危機管理部、教育委員会） 
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（消防団員の確保・育成） 

 ○ 消防団への加入を進めるとともに、消防団員ＯＢの活用や府立消防学校による消

防団員の教育訓練等により、消防団員の養成を行う必要がある。（再掲） 

（危機管理部） 

 

 

 ６－６ 風評被害や信用不安、生産力の回復遅れ、大量の失業・倒産等による京都府経

済への甚大な影響 

 

＜指標：現状値＞ 

 ・食の安心・安全について講演会等による情報提供回数 年８回(令和５年度)  ［農林水産部］ 

 

 

（観光業や農林水産業の風評被害対策） 

 ○ 正しい情報の迅速・的確な提供による災害発生後の風評被害を防止する体制づく

りや、観光客等の誘客キャンペーンの実施、府内産農林水産物の販売促進等による

早期復興を目指した支援の仕組みづくりを平時から進める必要がある。 

（商工労働観光部、農林水産部） 
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第４章 国土強靱化の推進方針 

 

１ 国土強靱化に関する施策分野 

本計画の対象とする国土強靱化に関する施策分野は、次の 11 の個別の施策

分野と４つの横断的分野とする。 

 

［ 個別施策分野 ］ 

(1)  行政機能／警察・消防等 

(2)  住宅・都市／環境 

(3)  保健医療・福祉 

(4)  エネルギー 

(5)  情報通信 

(6)  産業構造／金融 

(7)  農林水産 

(8)  交通・物流 

(9)  国土保全／国土利用 

(10) 中央官庁機能バックアップ等 

(11) 伝統・文化の保全 

［ 横断的分野 ］ 

(A) リスクコミュニケーション 

(B) 人材育成 

(C) 官民連携 

(D) 老朽化対策 

(E) デジタル活用 

 

２ 施策分野毎の国土強靱化の推進方針 

１で設定した 16 の施策分野毎の国土強靱化の推進方針（施策の策定に係る

基本的な指針）を次に示す。 

これら 16の推進方針は、第３章の２で想定した「起きてはならない最悪の

事態」に対して設定した６つの「事前に備えるべき目標」に照らして必要な

対応を施策分野毎に分類してとりまとめたものである。 

これらの間には相互依存関係があることから、それぞれの分野における施

策の推進に当たっては、主管する部局等を明確にした上で関係する府省庁・

地方公共団体等と進捗状況等のデータや工程管理を共有するなど、施策の実

効性及び効率性が確保できるよう十分に配慮することとする。 

また、本章で定める推進方針と関連した事業について別紙に記載する。
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※【  】はそれぞれの施策項目に対応する第３章に記載の「起きてはならない最悪の事態」の番号を記載 

［ 個別施策分野 ］ 

 

(1)  行政機能／警察・消防等 

 

（防災拠点施設等の耐震化・機能維持対策）  

【1-1、1-2、1-4、2-1、2-5、3-3、5-1、6-3、6-5】 

 ○ 防災拠点施設における災害時の安心安全を確保するため、非構造部材を

含めた耐震化の完了を目指すとともに、施設の老朽化対策、代替施設の確

保、設備のバックアップ措置・体制の確保等防災拠点機能の維持を着実に

図る。 

（危機管理部、総務部、教育委員会、施設所管部局） 

 ○ 防災拠点としての庁舎における行政機能を維持するため、停電時におけ

る電源を確保する。 

（総務部、施設所管部局） 

 ○ 被災地、避難所等における各種犯罪を防止し、被災者の安全を確保する

ため、耐震化の推進等、警察施設の機能向上や通信機能等の向上を図る。 

（警察本部） 

○ 災害時の廃棄物処理機能を確保するため、市町村の廃棄物処理施設の耐

震化の推進を支援する。 

（総合政策環境部） 

○ 隣保館の多くが避難所に指定されていることから、耐災害性強化（耐震

化、エレベーターの設置等）の取組を進める。 

（文化生活部） 

 

（災害対策本部の運営強化等）     【3-3】 

 ○ 防災の総合的な計画である地域防災計画及び災害対応に係る活動や職員

個々の役割を明確にした京都府庁地震業務継続マニュアルを社会環境等

の変化に応じて見直す。 

（危機管理部） 

 ○ 危機管理センターを活用し、国等と連携して自然災害等のあらゆる危機

事象に迅速・的確に対応できるよう訓練等を実施する。 

（危機管理部） 

 ○ 初動体制を充実・強化するとともに、十分な耐震性のない庁舎について

耐震化を進めるとともに、代替拠点を確保する。 

（危機管理部、総務部、庁舎所管部局） 
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（応援・受援体制の強化） 

【1-1、1-3、1-4、1-5、2-1、2-4、2-6、3-3、4-2、5-1】 

 ○ 平時から防災関係機関相互の情報連絡体制や情報共有体制の強化に努め

るとともに、企業・団体等との応援協定を締結するなど、オール京都の連

携・応援体制を構築する。 

（危機管理部） 

 ○ 警察、自衛隊、消防、ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ等の広域受援体制を強化し、

災害対策要員や資機材、物資等を確保する。また、平時から、国や関西広

域連合、他の地方公共団体との連携強化、広域災害を想定した遠隔都道県

との連携強化、京阪神都市圏・近畿圏広域防災拠点の整備促進を図るとと

もに、「近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定」、「関西防災・

減災プラン」、「関西広域応援・受援実施要項」、「南海トラフ地震応急

対策マニュアル」等に基づく広域的な応援・受援体制を整備し、訓練を実

施すること等により、その実効性を常に向上させる。さらに、海外からの

救援部隊等の支援の受入れ体制の整備を検討する。 

（危機管理部、警察本部、全部局（災害毎に所管が異なる）） 

○ 避難所の運営体制を整備するとともに、市町村、学校、地元自治会等と

連携して避難所開設時の初動体制確保のための訓練を促進する。 

（危機管理部、教育委員会） 

 

（市町村及び部局間の連携強化） 

【1-1、1-3、1-4、1-5、2-4、2-7、3-3、5-1、5-5】 

 ○ 総合防災情報システムを効率的に活用した訓練や災害対策本部会議訓

練、市町村に情報連絡員を派遣する体制の確立・維持や訓練、救助・救出

活動や物資搬送等の市町村との共同防災訓練、市町村と協働した被災者の

生活再建支援システムの構築等により、災害発生時に市町村や部局間で円

滑に情報を共有し、連携して大規模災害や複合災害に対する応急対策や復

旧・復興対策を実施できるよう、平時から連携体制を強化する。 

（危機管理部） 

 

（救助・救出活動の能力向上）   【1-3、2-1、2-6、3-1、3-3】 

 ○ 発災時、直ちに対応する警察署員のレスキュー技能向上のため、機動隊等に

おけるレスキュー技能指導員の育成・強化を図るとともに、訓練施設を活用し

て実践的な訓練を反復実施し、災害対応力を維持する。 

（警察本部） 
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 ○ 正確な情報に基づき一体となった避難誘導を行うため、自治体、警察、

消防と地元消防団、自治会等との連携を強化するとともに、地元消防団を

中心とする中山間地域のふるさとレスキューに取り組む。 

（危機管理部、警察本部） 

 ○ 被害情報収集、救出救助等を行う警察災害派遣隊（広域警察航空隊）、

消防、自衛隊等による広域受援体制を確立するため、活動拠点となるヘリ

ポート等の機能強化を図る。 

（危機管理部、警察本部） 

○ 研修・教育等を積極的に実施し、府職員等の災害対応能力を向上させる。 

また、孤立する可能性がある地域を事前に把握し、関係機関と共有する。 

（危機管理部、健康福祉部） 

 

（物資等の備蓄、供給対策）          【2-4、4-5】 

 ○ 「公的備蓄等に係る基本的な考え方」に基づき計画的な備蓄を進めると

ともに、関西広域連合との連携や民間物流事業者との協定に基づき、効率

的な物資の調達・提供体制を確保する。 

（危機管理部） 

 

（行政における業務継続体制の確立）      【3-3】 

 ○ ＢＣＰの検証と見直しを随時行い、地域防災計画にその考え方を反映す

ることなどにより、業務継続体制の充実を図る。併せて、府内の全市町村

におけるＢＣＰの充実・見直しを促進する。 

（全部局） 

 

（大規模な災害からの復興）       【6-2】 

○ 地域の社会経済活動への影響を踏まえつつ、国や市町村との適切な役割

分担の下、可能な限り迅速かつ円滑に被災者の生活再建や経済の復興等を

図る。                          （全部局） 

 

（警察機能の維持対策の推進）      【2-1、3-1】 

 ○ 警察機能の不全に備えて確保している警察署の代替施設への移転訓練を

行うなど、平時から管内情勢を踏まえた機能維持対策を推進する。 

（警察本部） 

 ○ 被災地、避難所等における各種犯罪を防止し、被災者の安全を確保する

ため、警察による警備体制の充実・強化を行う。 

（警察本部） 

67



 

 

 

（原子力災害対策の推進）                 【2-8】 

 ○ 原子力発電所における安全対策に関し、国や電力事業者から、ハード面

やソフト面での安全対策の実施状況等を聴取するとともに、地域協議会や

専門家の意見等を踏まえ、必要な対策の実施を求めることで、更なる安全

性の向上を図る。 

（危機管理部） 

 ○ 福井県内の原子力発電所における過酷事故に伴う放射性物質の放出・拡

散から避難行動要支援者を含む府民の安全を確保するため、訓練等を通じ

て、広域避難計画を継続的に検証し、実効性向上を図る。 

（危機管理部） 

 ○ 住民の被ばくを低減するため、モニタリング体制の充実を図る。 

（総合政策環境部） 

 

 

＜重要業績指標＞ 

 ・防災拠点施設（庁舎、警察署、避難所等）の耐震化率（全 5,180棟中） 

 95.1％(令和６年度) → 100.0％(令和 12年度) （危機管理部、施設所管部局） 

 ・重点備蓄品目充足率(府＋市町村)（全（飲料水・毛布）315,485リットル・枚中） 

飲料水 165.3％、毛布 138.8％、その他品目 100％以上(令和６年度)  

→ 全て 100%以上を維持 （危機管理部） 

・原子力総合防災訓練等の開催数 １回（各年度）（危機管理部） 

 

 

(2)  住宅・都市／環境 

 

（住宅の耐震化）             【1-1、1-2】 

 ○ 十分な耐震性を有していないものが多い昭和 56 年以前に建築された木

造住宅等については、京都府建築物耐震改修促進計画に基づき、耐震化を

含めた幅広い減災対策を施した住宅（減災化住宅）への改修等を一層促進

する。 

（危機管理部、建設交通部） 

 ○ 耐震診断の必要性やその助成措置等を周知することにより耐震診断を促

進するとともに、耐震性が不足していると診断された住宅の改修を支援す

るため、市町村と連携して、耐震改修に関する助成制度、税制優遇措置の

周知を図り、耐震改修等を促進する。 

（危機管理部、建設交通部） 
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（多数の者が利用する建築物等の耐震化）    

【1-1、1-2、2-5、5-2、5-3、5-5、6-5】 

 ○ ホテルや旅館等の多数の者が利用する建築物及び避難の際に配慮が必要

な者が利用する建築物等のうち、耐震性が不足していると診断された大規

模な建築物及び防災拠点施設について、耐震化や天井板の改修等を計画的

に促進する。 

（全部局） 

○ 不特定かつ多数の者が利用する建築物及び地震の際の避難に配慮が必要

な者が利用する建築物等のうち大規模なもの（要緊急安全確認大規模建築

物）で耐震性が不足していると診断された建築物について、京都府建築物

耐震改修促進計画に基づいて、耐震化を計画的に促進する。 

（建設交通部） 

 ○ 乗降客の多い主要な鉄道駅舎、輸送量の多い区間の橋梁や高架橋等の鉄

道施設について、利用者の安全を確保する観点から、各鉄道事業者や国、

市町村と連携しながら、耐震対策を促進する。 

（建設交通部） 

 

（学校施設の耐震化等施設整備）    【1-1、1-2、6-5】 

 ○ 学校施設は、児童・生徒等の学習、生活等の場であるだけでなく、地域

住民にとって最も身近な公共施設であり、地震等の災害時には地域住民の

避難場所としての役割が求められていることから、学校設置者は、耐震化

の完了した校舎等の構造体のほか、つり天井等の非構造部材の耐震化もで

きるだけ早期に実施し、学校施設全体の耐震化及び老朽化対策を計画的・

効率的に推進する。 

（文化生活部、教育委員会） 

 

（建築物の応急危険度判定及び宅地の危険度判定）   【1-1】 

 ○ 被災建築物応急危険度判定士及び被災宅地危険度判定士の養成講習会を

開催するとともに、近畿府県及び市町村等と連携を図って実地・連絡訓練、

研修会を開催することにより、危険度判定をすみやかに実施するための体

制を充実・強化する。 

（建設交通部） 
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（室内の安全対策、火災発生防止対策の推進）     【1-2、2-1】  

 ○ ホームページ、パンフレット等を活用して、家具の固定等室内の安全対

策の重要性について周知を強化するほか、市町村や自主防災組織等と連携

して家具転倒防止対策やガラス窓飛散防止対策等を推進する。 

（危機管理部、建設交通部） 

○ 災害発生時も利用可能な消防水利の整備を市町村と協力して進めるとと

もに、感震ブレーカーの設置、火気の使用停止、ガス及び電気の遮断等、

火災の発生を防止するための行動や、住宅用消火器の普及、住宅用防災警

報器（住宅用火災警報器）の設置義務の啓発や感震機能付きマイコンメー

ターの普及を図り、火災発生の防止対策を進める。 

（危機管理部） 

 

（地震や火災に強いまちづくり等の推進）     【1-1、1-2、5-5】 

 ○ 大規模地震による市街地火災等から避難者の生命を守るため、既存建築

物の耐震化や建替えなどを促進することにより、密集市街地対策を含めた

災害に強いまちづくりを進める。 

（危機管理部、建設交通部） 

 ○ 災害時の避難場所、延焼を遮断する空間、支援活動の拠点となる公園や

道路等の整備を面的に行う、土地区画整理事業及び公園緑地整備事業等を

市町村と連携しながら推進する。 

（危機管理部、建設交通部） 

 ○ 倒壊のおそれがあるブロック塀や落下のおそれがある屋外広告物等につ

いて、その安全性に関する注意喚起等の取組を進める。 

（建設交通部） 

 ○ 大規模盛土造成地について、地震時に滑動崩落が生じるおそれのある箇

所を調査し、滑動崩落の予防のための対策を検討し、実施することにより、

甚大な宅地被害を防止する。 

（建設交通部） 

 

（ライフライン施設の応急復旧体制の構築等） 

【2-3、2-4、4-2、5-1、5-2、5-3、5-4、6-2、6-3、6-4】 

 ○ がれき等の撤去による緊急車両等の救護ルートの早期確保を行う道路啓

開計画について、計画の改定を進めるとともに訓練を実施することなどに

より実効性を高める。また、道路網の寸断時には適切な交通規制を実施で

きるよう、関係機関相互の協力体制を継続的に確保する。 

（危機管理部、建設交通部、警察本部） 
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 ○ 鉄道及びライフライン事業者は、必要となる人材の確保や資機材の配備、 

  事業継続計画の見直し等を行い、業界を越えた応急復旧体制の構築を図る。 

                      （危機管理部） 

 ○ 電気、ガス、上・下水道、通信等ライフラインの機能が維持できるよう、

それぞれの施設の特性を踏まえた耐震化及び代替性・多重性の確保を進

め、平時から適切な維持管理を行う。 

（危機管理部、総合政策環境部、建設交通部） 

 ○ 災害時に、的確に各ライフラインの被災状況、復旧状況等を情報共有し、

復旧の日程や箇所等の調整ができるよう、平時から協議会の開催や訓練の

実施等の広域連携に係る取組を促進することにより、府と各ライフライン

事業者間の連携を強化する。 

（危機管理部、建設交通部） 

 

（上下水道施設の耐震化等）    【2-3、4-5、4-6、5-4】 

 ○ 汚水処理機能の確保及び管路の破損に起因する道路陥没等を未然に防ぐ

ため、終末処理場や幹線管渠の耐震化及び老朽化対策を着実に進める。 

（建設交通部） 

 ○ 新たに策定した上下水道耐震化計画に基づき急所施設及び避難所等の重

要施設に係る管路等の耐震化等を進める。 

（建設交通部） 

 ○ 水道施設の機能確保を図るため、急所施設や重要施設に接続する水道管

路の耐震化を進める。 

（建設交通部） 

 ○ 地域における防災井戸や指定避難所の耐震性貯水槽の整備など分散的な

取水手段を確保する。 

（建設交通部） 

 ○ 上下水道事業における災害時の代替性・多重性の確保に向けた取組を進

める。（市町村における応急給水計画等の策定を支援、防災井戸・給水車

の確保等を含めた広域地震防災対策を推進） 

（建設交通部） 

（緊急輸送道路等の確保・整備） 

【1-2、1-3、1-4、2-2、2-4、2-6、4-1、4-5、5-2、5-5】 

 ○ 日常の道路パトロール等、適切な維持管理に努めるとともに、救急救援

活動等に必要な緊急輸送道路等や避難路について、橋梁の耐震化や法面防

災対策等を着実に実施する。 

（建設交通部） 

71



 

 

 ○ 電柱等の倒壊により道路が閉塞されることを防ぐため、市街地等の幹線

道路等特に対応が必要な重点路線を選定し、無電柱化等を計画的に推進す

る。 

（建設交通部） 

 ○ 府内の防災拠点施設への円滑な通行を確保するため、府及び市町村が連

携し、緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する。 

（建設交通部） 

（被災者の生活対策）     【1-1、1-2、2-3、2-4、6-5】 

 ○ 避難所となる施設の耐震化等を推進するとともに、被災者の事情を踏ま

え、その時期に応じて被災者の健康管理や避難所の衛生管理、正確な情報

発信等を適切に行う体制を確保するとともに、被災者に対する偏見や差別

等の状況に留意し、必要な措置を講じる。 

（危機管理部、文化生活部、健康福祉部） 

 ○ 水循環型シャワー、手洗いスタンド等の新たな資機材を活用した避難所

の環境整備を進める。 

（危機管理部） 

〇 洋式トイレ・マンホールトイレ・災害用浄化槽の設置促進、トイレトレ

ーラーの広域的確保、民間入浴施設の活用等、避難所における快適なトイ

レ環境や入浴施設の確保を推進する。 

（危機管理部） 

○ 炊き出し資機材等の確保、キッチンカーの活用等、避難生活の長期化に

伴う避難所の食事環境の整備を推進する。 

（危機管理部） 

○ 避難所におけるプライバシーの確保や健康維持に必要な、パーティショ

ンや簡易ベッド等の資機材の確保を推進する。 

（危機管理部） 

〇 多様なニーズに配慮した避難所の自主的な運営を支援する。 

（危機管理部、文化生活部） 

○ 避難所における食品衛生確保ガイドラインの普及や断水時に利用可能な

トイレ、臨時し尿収集・処理体制の確保、放浪動物・危険動物の保護・収

容体制の確立等衛生環境の維持体制を確立する。 

（危機管理部、総合政策環境部、文化生活部） 

 ○ 避難所等において、マンホールの上に便座等を設けることにより、迅速

にトイレ機能を確保できる「マンホールトイレ」の整備について、市町村

を支援する。 

（建設交通部） 
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（迅速な被害認定調査、罹災証明の発行のための体制整備）  【1-1】 

 ○ 大規模災害時は被害が広範囲に及び、また発災直後は被害認定調査員の

確保が困難となる可能性があるため、市町村と協働して構築した被災者の

生活再建支援システムを活用し、円滑な支援体制を強化する。 

（危機管理部） 

 

（生活と住居の再建支援）   【2-1、6-1、6-2、6-4、6-5】 

 ○ 被災者に対する支援・各種相談体制を迅速に整備して早期復興を可能と

するため、平時から、地域コミュニティの強化、災害ボランティア活動、

企業による地域貢献活動の環境整備等、「共助」の推進に寄与する取組を

支援する。 

（危機管理部） 

 ○ 被災した際、地域コミュニティの維持・活用や復興のための組織の立ち

上げなどにより、復興まちづくり支援が円滑に進む体制を強化する。 

（危機管理部） 

 ○ 多数の避難者の生活を安定させるため、公営住宅等の活用や民間の宿泊

施設・賃貸住宅等を利用した多様な応急仮設住宅を確保する仕組の実効性

を高めるとともに、平時から応急仮設住宅の建設適地の選定を行い、仮設

住宅建設の体制整備を図り、入退去の基準をあらかじめ決めておくなど、

早期に仮設住宅に入居ができる体制を整備する。 

（知事直轄組織、危機管理部、建設交通部） 

 ○ 大規模地震等により被災した住宅の再建を円滑に進めるため、地震保険

の普及・啓発に努め、加入を促進するほか、相互扶助により隙間を埋める

「互助」の仕組として全国規模の「住宅再建共済制度」の創設について国

に働きかける。 

（危機管理部） 

 

（帰宅困難者の安全確保）    【1-1、1-2、2-5、6-5】 

 ○ 観光客を含む帰宅困難者に対する情報提供、避難場所の確保、帰宅支援

ステーションの充実等、支援体制を整備し、その安全を確保する。 

（危機管理部、商工労働観光部） 

 ○ 避難所やホテル・旅館の耐震化を進めるとともに、一時避難所として中

規模ホテル・旅館をはじめとする民間の施設が活用できるよう、避難所と

しての指定を促進する。 

（危機管理部、商工労働観光部、建設交通部） 
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 ○ 大規模災害時に鉄道が不通となった場合において、観光客を含む帰宅困

難者や避難者の大規模移送に対応するため、被害の状況に応じて公共交通

事業者と連携し、代替輸送手段の確保等に努める。 

（危機管理部、建設交通部） 

 ○ 帰宅困難者が発生した時に、市町村、関係事業者、警察等と連携して、

地域に応じた対策を円滑に推進できるよう、支援策を充実させる。併せて、

企業等に対しては従業員の帰宅困難対策の重要性を啓発し、対策を促す。 

（危機管理部、警察本部） 

 ○ 関西広域連合と連携し、災害時帰宅困難者に係る支援協定の締結事業者

をさらに拡大していくとともに、鉄道事業者等とも連携し、駅周辺等にお 

ける帰宅困難者対策を推進する。 

                             （危機管理部） 

 

（観光客の安全確保）       【2-5、5-1】 

 ○ 観光客支援マニュアルの整備や訓練等の実施、避難施設等の情報の提供

体制を構築するなど、各市町村に応じた災害時における観光客保護対策を

促進する。 

（危機管理部、商工労働観光部） 

 ○ 総合防災情報システム等を活用し、避難情報や避難所の状況をリアルタ

イムで提供するとともに、外国人観光客等に対して、わかりやすい日本語

（やさしい日本語）、多言語や二次元コード等による情報提供を行う。ま

た、災害時に大使館、領事館と迅速な情報共有ができるよう、平時から連

携体制を構築する。 

（知事直轄組織、危機管理部、商工労働観光部） 

 

（災害廃棄物処理）                    【4-2、6-3】 

 ○ 災害廃棄物処理計画の見直しを適宜行うとともに、産業廃棄物処理業者

等と連携し、体制を維持・強化する。また、国や市町村と連携して、海岸

漂着物等の回収・処理や特別管理廃棄物の適正処理を推進する。 

（総合政策環境部） 

 

（自然公園等の施設の復旧・長寿命化対策）       【4-7】 

 〇 自然公園等の施設の整備・長寿命化対策をはじめ、激甚化する災害への

対応を推進する。 

（総合政策環境部） 
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＜重要業績指標＞ 

 ・大規模集客施設（文化会館、公民館等）の耐震化率（全 197 棟中） 

 91.9％(令和６年度) → 100.0％(令和 12年度)  （危機管理部） 

 ・家具固定率 45.2％(令和６年度) → 65.0％(令和 12年度) （危機管理部） 

・府営水道の送水管路耐震化率（全 74.1km 中） 

 47.0％(令和６年度) → 54.8％ (令和 12年度) （建設交通部） 

 ・私立学校（幼・小・中・高）の耐震化率（全 450 棟中） 

91.3％(令和６年度) → 概ね 100.0％(令和 12年度)  （文化生活部） 

 ・府が管理する下水管渠（流域下水道）における地震対策実施率(全 103km中） 

 67.2％（令和６年度）→ 80.0％（令和 12 年度)  （建設交通部）  

 ・府管理の緊急輸送道路の整備率（全 657kｍ中） 

 90.0％（令和６年度） → 90.9％（令和 12 年度） （建設交通部） 

・府管理の緊急輸送道路の落石等危険箇所対策（全 196箇所中） 

175箇所（令和６年度） → 196 箇所（令和 12 年度） （建設交通部） 

 ・府管理の緊急輸送道路の橋梁耐震化率（路面段差防止対策）（全 325橋中） 

 91.4％（令和６年度）→ 93.8％(令和 12年度)  （建設交通部） 

 ・住宅の耐震化率 約 90％(令和５年度) → 95％(令和７年度) （建設交通部） 

・要緊急安全確認大規模建築物の耐震化率 約 84%（令和６年度) → 90％(令和７年度) 

（建設交通部） 

・帰宅困難者対策訓練等の実施回数 １回（令和６年度）→ 年１回以上（各年度） （危機管理部） 

 ・（再掲）防災拠点施設（庁舎、警察署、避難所等）の耐震化率（全 5,180棟中）  

95.1％(令和６年度) → 100.0％(令和 12年度) （危機管理部、施設所管部局） 

  

 

(3)  保健医療・福祉 

 

（医療・福祉施設の耐震化等）          【1-1、1-2、2-2、6-5】 

 ○ 医療施設・社会福祉施設等は、24時間稼働が求められる施設であること

も考慮しながら、建築物・設備の耐震化・老朽化対策を進め、設備のバッ

クアップの確保を早急に図る。 

（危機管理部、健康福祉部） 

 ○ 隣保館の多くが避難所に指定されていることから、耐災害性強化（耐震

化、エレベーターの設置等）の取組を進める。（再掲） 

                   （文化生活部） 

 ○ 天井崩壊防止対策、消防法施行令（昭和 36年政令第 37号）の平成 19年６

月改正により義務付けられたスプリンクラー整備、エレベーターの安全に係る

技術基準の指導・啓発等、医療・福祉施設の安全性を確保していく。 

（健康福祉部） 
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（災害時の医療・救護体制の整備）   【2-1、2-2、2-6、2-8】 

 ○ 災害拠点病院の機能の充実を図るとともに、ＤＭＡＴの養成を進め、災

害拠点病院や災害医療コーディネーターと連携した研修会・訓練を実施す

る。 

（危機管理部、健康福祉部） 

 ○ ドクターヘリ等を活用した重症患者の広域搬送体制を構築するため、災

害拠点病院のヘリポートやＳＣＵを整備し、運用する。 

（健康福祉部） 

 ○ 災害時の適切な医薬品供給体制等を確保するため、災害薬事コーディネ

ーターを対象とした研修会等を実施する。       （健康福祉部） 

 

 ○ 原子力災害医療体制の強化を図るとともに、安定ヨウ素剤の緊急配布や

飲食物の検査により内部被ばくの危険から府民を守る体制を整備する。 

（危機管理部、健康福祉部、農林水産部） 

 

（災害支援ナースの災害対応能力の向上）        【2-2】 

 ○ 災害支援ナースの災害対応能力を向上させる。 

（危機管理部、健康福祉部） 

 

（感染症のまん延防止）       【2-3、2-7、3-3】 

 ○ 災害発生後の感染症の発生やまん延を防止するため、市町村と連携し、

平時から予防接種を促進するとともに、分散避難の促進や、感染拡大時の

避難所の運営における有症者の隔離等について適切に対応できる体制を

構築するなど、被災者の生活全般について衛生環境を整備する体制を構築

する。 

（危機管理部、健康福祉部） 

○ マスク、ガウン、医療用手袋等のＰＰＥ（個人防護具）や消毒用アルコ 

ール等の医療資材を安定的に備蓄する。 

（危機管理部、健康福祉部） 

 

（特別な配慮が必要な人への支援）     【2-2、2-3】 

 ○ 自主防災組織をはじめとする地域住民の助け合いによる要配慮者支援の

取組をさらに促進する。 

（危機管理部、健康福祉部） 
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○ 避難行動要支援者の個別避難計画の策定や計画に基づいた訓練の実施、

京都ＤＷＡＴによる福祉支援や福祉避難サポートリーダーの育成、保健師

による健康調査等により、被災者への福祉支援提供体制の確保を進める。 

（危機管理部、健康福祉部） 

○ 被災者等の健康・食事管理やメンタルヘルスケアの充実を図る。 

（健康福祉部） 

 

 

 

＜重要業績指標＞ 

・社会福祉施設の耐震化率（全 2,009施設中） 

92.1％(令和２年度) → 95.2％(令和６年度) （健康福祉部） 

 ・ＳＣＵの運用資機材の整備数 １箇所(令和６年度) → ２箇所(令和 12年度) （健康福祉部） 

 ・災害用医薬品流通備蓄量  

27,000人分（17薬効）（令和６年度） → 維持（各年度） （健康福祉部） 

・福祉避難サポートリーダーの養成数 

 延べ 2,237人(令和６年度) → 3,000 人(令和 12年度) （健康福祉部） 

 ・ＤＭＡＴの養成数 60チーム(令和６年度) → 64 チーム(令和 12年度) （健康福祉部） 

 ・ＤＷＡＴの養成数 延べ 213 人(令和６年度) → 400人(令和 12年度) （健康福祉部） 

・ＤＰＡＴの養成数 延べ 44人（令和６年度）→ 74人（令和 12年度) （健康福祉部） 

 

 

 

 (4)  エネルギー 

 

（エネルギー供給の多様化）      【2-2、2-4、5-2、5-3】 

○ 温室効果ガスの排出抑制のみならず、府民が安心・安全に利用すること

ができるエネルギーの安定的な確保のため、再生可能エネルギーの最大限

の導入拡大を図る。また、発電が不安定な再生可能エネルギーを補完する

ため、蓄電池や天然ガスコージェネレーション、燃料電池と組み合わせた

普及を図る。 

（総合政策環境部） 

○ 大規模災害等の気候変動による影響が深刻化する中、災害非常時にも利

用可能な自立・分散型エネルギーシステム（再生可能エネルギー設備とＥ

ＭＳや蓄電池を組み合わせた「自立型再生可能エネルギー設備」、天然ガ

スコージェネレーション、燃料電池等）の導入促進を図る。 

（総合政策環境部） 
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○ 我が国のガスパイプラインは、太平洋側の大需要地域を中心に整備され

ている。しかしながら、南海トラフ巨大地震等を想定した国土強靱化の視

点から、京都舞鶴港でのＬＮＧ基地や京阪神地域のバックアップ機能を担

う舞鶴～三田（兵庫県)の幹線パイプライン及び日本海側の空白地帯（富

山県～山口県）をカバーする幹線パイプラインの整備に取り組む。 

（総合政策環境部） 

○ エネルギー供給の多様化・安全保障上の観点から、将来の純国産天然ガ

ス資源として日本海沿岸の多数の地点で埋蔵が確認されている表層型メ

タンハイドレートの商業化や、再生可能エネルギー等多様なエネルギー源

から製造が可能で、環境負荷の低減・省エネルギーにも寄与する水素を日

常の生活や産業活動で利活用する「水素社会」の実現に向けた取組を促進

する。 

（総合政策環境部） 

 

 

＜重要業績指標＞ 

 ・府内の総電力需要量に対する府内の再生可能エネルギー発電電力量の割合 

  11.2％（令和４年度）→ 25.0％以上（令和 12 年度） （総合政策環境部） 

 ・府内の総電力需要量に占める再生可能エネルギー電力使用量の割合 

 18.3％（令和４年度）→ 36.0%～38.0%％（令和 12年度） （総合政策環境部） 

 

 

 

(5)  情報通信 

 

（府民への通信手段の確保）       【1-4、3-3、5-1】 

 ○ 府民への迅速かつ確実な情報伝達や防災関係機関相互の情報共有を図る

ため、防災拠点・重要拠点のネットワーク完全二重化や光ファイバネット

ワーク経路の複線化、防災行政無線のデジタル化整備等、通信システムの

業務継続性の確保や強化を促進する。 

（危機管理部、総合政策環境部） 

○ 災害発生の防止や被害拡大の防止等を図るため、災害対策基本法（昭和

36年法律第 223 号）に基づきコミュニティＦＭ等の間に締結している災害

協定について、協定締結報道機関に対する放送（報道）要請の実効性を確

保するため、協定締結報道機関と災害発生時を想定した訓練を実施する。 

（知事直轄組織、危機管理部） 

78



 

 

（災害危険情報の収集・伝達体制の確立） 

【1-4、2-7、2-8、3-3、4-2、5-1、5-5】 

 ○ 令和６年４月から国において運用を開始した新たな総合防災情報システ

ム（SOBO-WEB）と京都府総合防災情報システムを連携させるとともに、

これらを効率的に活用した訓練を実施する。    

（危機管理部） 

 ○ 市町村による警戒避難体制づくりを支援し、住民自らの迅速かつ的確な

避難に役立てるため、水位計・防災カメラ等から得られる防災情報につい

て、よりわかりやすい形でインターネット等を通じて安定的に公開する。 

（建設交通部） 

 ○ 緊急情報を伝達するＪ－ＡＬＥＲＴをはじめ、地上デジタル放送、携帯

情報端末等、多様な情報伝達手段を活用し、災害危険情報の迅速・的確な

把握や府民への情報共有を推進する。 

（危機管理部、総合政策環境部） 

  ○ 原子力災害時における緊急時モニタリング体制を国と調整して強化する

とともに、関係市町との情報伝達体制を強化することにより、府民への迅

速な情報提供を行う。 

（危機管理部、総合政策環境部） 

＜重要業績指標＞ 

 ・京都府マルチハザード情報提供システム閲覧者数  

約 17万人(令和６年度) → 20 万人（令和 12年度）（危機管理部） 

 

(6)  産業構造／金融 

 

（ＢＣＰの推進による京都全体の活力の維持） 

【4-1、4-2、4-3、4-4、4-5、5-2、5-3、5-4、6-4】 

 ○ ＢＣＰの考え方を「京都」全体に適用し、地域社会全体の活力を維持・

向上するため、専門家、府内の行政、関係団体、ライフライン機関等によ

る京都ＢＣＰ推進会議を活用し、地域・業界が連携したオール京都での「京

都ＢＣＰ」の推進を図る。 

（危機管理部） 

 ○ 地元金融機関による連携型ＢＣＰを推進するため、平成 27 年度に締結し

た「大規模災害発生時における相互支援協定」に基づく取組を充実させ、

金融サービス機能が停止しないよう地元金融機関の連携体制を強化する。 

（危機管理部、商工労働観光部） 

○ 災害時においても食品流通に係る事業を維持又は早期再開させるため、
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流通関係事業者のＢＣＰや市場間相互応援協定策定を促進するとともに、

行政等との連携・協力体制の強化・拡大を推進する。 

（農林水産部） 

 ○ 企業の防災体制を強化し、事業継続体制を確保するため、企業のＢＣＰ

の策定を促進することとし、講演会の開催や関西広域連合との連携により

その普及を図る。 

（危機管理部、商工労働観光部） 

 ○ 企業の防災計画の策定や防災訓練への参加の促進、帰宅困難となった従

業員への対策の検討等、企業における防災体制の強化を促進する。 

（危機管理部、商工労働観光部） 

 

（地域産業の活力維持）      【2-1、4-1】 

 ○ 復興に係る対策本部の設置手順の構築やマニュアルの作成等、ボランテ

ィア、ＮＰＯ等の地域を構成する様々な主体と連携・協働を図りながら、

発災後に地域の産業の維持・継続・再建に向けた支援体制を速やかに整備

できるよう準備を進める。 

（危機管理部、総合政策環境部） 

 

（観光業や農林水産業の風評被害対策）    【6-6】 

 ○ 正しい情報の迅速・的確な提供や観光客等の誘客キャンペーンの実施、

府内産農林水産物の販売促進等により、災害発生後の風評被害を防ぐため

の仕組みや体制づくりを平時から推進する。 

（危機管理部、商工労働観光部、農林水産部） 

 

（交通・物流施設の耐災害性の向上） 

【1-2、1-3、1-4、2-4、4-1、4-3、4-5、5-5】 

 ○ 救急救援活動等に必要な緊急輸送道路等や避難路について、橋梁の耐震

化や法面防災対策を着実に実施するとともに、国や市町村等と連携を図り

ながら、市街地等の幹線道路等必要な重点路線を選定し、計画的に無電柱

化等を推進していく。 

（建設交通部） 

 ○ 海の物資輸送ルートの確保により、災害時における人流・物流インフラ

機能を維持するため、津波に強い海岸保全施設や港湾施設の整備及び長寿

命化対策、漁港（舞鶴、中浜）の耐震・耐津波対策及び機能保全等を進め

る。 

（農林水産部、建設交通部） 
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（ライフライン施設の整備）       【2-3、5-2、5-3、5-4】 

 ○ 企業の経済活動が機能不全に陥らないよう、ライフラインに係る施設の

老朽化対策・耐震化・二重化等を進め、平時から適切な維持管理を行うと

ともに、行政・事業者間で連携して取りまとめた復旧方策の実効と必要に

応じた見直しを行う。 

（危機管理部、建設交通部） 

 

（工業用水道施設の耐震化） 

 ○ 設置年度が古く耐震性の低い長田野工業団地内配水管路の耐震化を進め

る。 

（建設交通部） 

 

 

＜重要業績指標＞ 

 ・中堅企業のＢＣＰ策定率 45.5％(令和５年度) → 50.0％(令和 12年度) （危機管理部） 

 ・長田野工業用水道の管路耐震化率（全 29.2 km中） 

8.3％(令和５年度) → 16.3％ (令和 12 年度) （建設交通部） 

 ・食の安心・安全についての講演会等による情報提供回数  

年８回(令和５年度) → 維持(各年度) （農林水産部） 

・水産物流通拠点の舞鶴漁港（府管理）の耐震・耐津波対策の整備率 

 0.0％（令和６年度）→ 50.0％（令和 12 年度） （農林水産部） 

・府管理の漁港（舞鶴漁港、中浜漁港）で策定した長寿命化計画(機能保全計画含む）に基づくハ

ード対策の実施率     58.0％（令和６年度）→ 70.0％（令和 12年度） （農林水産部） 

 ・（再掲）府が管理する下水管渠（流域下水道）における地震対策実施率(全 103km中） 

 67.2％（令和６年度）→ 80.0％（令和 12 年度)  （建設交通部）  

 

 

(7)  農林水産 

 

（農地・農業用施設の防災対策）    【1-4、1-5、4-7】 

 ○ 人的被害を及ぼすおそれのある農業用ため池（防災重点農業用ため池）

を中心として、老朽化したため池等農業用水利施設の整備や適切な維持管

理を行うとともに、農業用ため池の事前放流による雨水貯留等の治水対策

に取り組む。また、防災重点農業用ため池に係るハザードマップを活用し

て、府民の防災意識の向上を図る。 

（農林水産部） 
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 ○ 農地や農業用施設を保全するための協働活動を推進するとともに、都市

農地の防災協力農地への活用拡大など、生産緑地地区を中心とした農地の

多面的な活用を推進する。 

（農林水産部） 

 ○ 所有者不明農地については、関係法令に基づく「不明所有者の見なし同

意」制度の活用により、適正な農地の管理を促すとともに、地すべりによ

り農地等が流亡・埋没するおそれのある地域について、農地等の保全のた

めの地すべり防止対策を実施する。 

（農林水産部） 

 

（資材の供給体制の整備）      【4-5】 

 ○ 農林水産業者の早期経営再建に向けて必要な資材が安定的に供給される

よう、緊急輸送道路等及び林道等の確保・整備を推進する。 

（農林水産部、建設交通部） 

 

（森林の整備・保全）       【1-5、4-7】 

 ○ 山地災害を未然に防ぐため、被害発生リスクの高い箇所において治山・

森林整備事業等を実施し、万が一災害が発生してもその被害規模が最小限

に抑えられるよう、危険木の処理や再造林などによる森林管理を迅速かつ

適切に実施する。 

（農林水産部） 

 

（漁港の耐震・耐津波対策）        【2-4、4-1、4-5、5-5】 

 ○ 漁港（舞鶴、中浜）の耐震・対津波対策及び機能保全等を進める。 

（農林水産部） 

 

（府内産農林水産物の風評被害防止）     【6-6】 

 ○ 正しい情報の迅速・的確な提供等により、原子力災害発生後の風評被害

を防ぐための仕組みや体制づくりを平時から推進する。 

（危機管理部、農林水産部） 
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 ＜重要業績指標＞ 

 ・調査を要する防災重点農業用ため池の地震・豪雨耐性評価の実施  

88 箇所（令和６年度）→ 280箇所（令和 12 年度） （農林水産部）  

    

・対策の必要な防災重点農業用ため池の廃止・整備工事の着手数  

17 箇所（令和 6 年度）→ 60箇所（令和 12年度） （農林水産部） 

  

 ・農と環境を守る地域協働活動（日本型直接支払のうち多面的機能支払）の取組面積 

16,276ha(令和５年度) → 維持 (令和 12年度) （農林水産部） 

 ・中山間地域等直接支払交付金（日本型直接支払のうち中山間地域等直接支払）の取組面積 

5,206ha(令和５年度) → 維持 (令和 12 年度) （農林水産部） 

 ・間伐実施面積 年 1,714ha(令和５年度) → 年 3,000ha(各年度)    （農林水産部） 

 ・山地災害危険地区の整備数 

 1,768箇所(令和５年度) → 2,230 箇所(令和 12年度) （農林水産部） 

 ・（再掲）水産物流通拠点の舞鶴漁港（府管理）の耐震・耐津波対策の整備率  

0.0％（令和６年度）→ 50.0％（令和 12年度） （農林水産部） 

 ・（再掲）府管理の漁港（舞鶴漁港、中浜漁港）で策定した長寿命化計画(機能保全計画含む）に基

づくハード対策の実施率  

58.0％（令和６年度）→  70.0％（令和 12 年度） （農林水産部） 

 ・（再掲）食の安心・安全についての講演会等による情報提供回数 

 年８回(令和５年度) → 維持(各年度)  （農林水産部） 

 ・（再掲）府管理の緊急輸送道路の整備率（全 657kｍ中） 

 90.0％（令和６年度） → 90.9％（令和 12 年度） （建設交通部） 

 ・（再掲）府管理の緊急輸送道路の落石等危険箇所対策（全 196箇所中） 

175箇所（令和６年度） → 196 箇所（令和 12 年度） （建設交通部） 

 ・（再掲）府管理の緊急輸送道路の橋梁耐震化率（路面段差防止対策）（全 325 橋中） 

 91.4％（令和６年度）→ 93.8％(令和 12年度)（建設交通部） 

 

 

 

 

 

(8)  交通・物流 

 

（大規模津波等に対する海岸保全施設等の機能保全の推進）  

【1-3、1-4、2-4、4-1、4-3、4-5、5-5】 

 ○ 津波発生時に緊急避難路及び緊急輸送航路を確保するため、海岸保全施

設等の津波防護施設の改良と補強を推進する。 

（建設交通部） 
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（道路等の整備・耐震化）     【1-1、2-4、5-5】 

 ○ 基幹道路の拡幅・耐震補強、物資輸送拠点となる港湾の整備、鉄道の駅

舎・高架橋の耐震強化や脱線対策等を推進し、道路、港湾、鉄道等の安全

性を確保し地震に強い交通ネットワークを整備する。 

（建設交通部） 

 

（災害時の医療提供のための緊急輸送道路等の確保） 

【1-4、2-2、2-4、4-1、4-5、5-2、5-5】 

 ○ 災害発生時において、交通の寸断により医療機能が麻痺することを防ぎ、

救援救助・緊急物資等の輸送ルートを早期に確実に確保するため、代替道

路を確保するとともに、生命線となる道路の整備を着実に進める。また、

緊急輸送道路等の重要な道路を守るためにも橋梁の耐震化、無電柱化、法

面、冠水、治水、土石流、海岸侵食、津波、高潮、雪害及び停電・節電等

対策を着実に推進する。 

（建設交通部） 

 

（交通・物流施設の耐災害性の向上） 

【1-2、1-6、2-2、2-4、2-6、2-8、4-1、4-3、4-5、5-2、5-5】 

 ○ 救急救援活動等に必要な緊急輸送道路等や避難路について、橋梁の耐震

化や法面防災対策を着実に実施するとともに、国や市町村等と連携を図り

ながら、市街地等の幹線道路等必要な重点路線を選定し、計画的に無電柱

化等を推進していく。（再掲） 

（建設交通部） 

 ○ 医療機関と搬送機関の情報共有・連携体制や人員輸送に係る応援協定の

締結を進めるとともに、大型標識柱、交通監視カメラや信号機電源付加装

置等の交通安全施設の整備、放置車両の撤去に係る民間団体と道路管理者

との連携を促進することなどにより、緊急輸送体制を適切に確保する。 

                         （危機管理部、健康福祉部、建設交通部、警察本部） 

 ○ 災害発生時に人員や物資等緊急輸送に係る交通が確保されるよう、山陰

近畿自動車道をはじめとした高速道路等や直轄国道の整備促進を図る。ま

た、広域幹線道路と一体となった道路ネットワークの形成のため、インタ

ーチェンジや防災拠点等へのアクセス等、府管理の主要幹線道路の未整備

箇所の早期供用開始に向けた取組を着実に進める。 

（建設交通部） 
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 ○ 海の物資輸送ルートの確保により、災害時における人流・物流インフラ

機能を維持するため、津波に強い海岸保全施設や港湾施設の整備及び長寿

命化対策、漁港（舞鶴、中浜）の耐震・耐津波対策及び機能保全等を進め

る。（再掲） 

（農林水産部、建設交通部） 

 ○ 海上輸送の拠点となる京都舞鶴港の施設整備や耐震化及び老朽化対策を

推進するとともに、港湾ＢＣＰに基づき、港湾関係者との連携を行いなが

ら、港湾施設における多発同時被災による機能不全や船舶の被災による海

上輸送機能の停止に対応できる体制を確保する。 

（建設交通部） 

 ○ 災害発生時における孤立集落の発生や長期化を防止するため、人や物資

等の緊急輸送や避難に係る交通が確実に確保されるよう、生命線となる道

路の整備を代替路の確保と併せて着実に進めるとともに、重要な道路を守

るためにも法面、冠水、治水、土石流、海岸侵食、津波、高潮、雪害及び

停電・節電等の対策を推進する。 

（建設交通部） 

○ 孤立集落発生に備えた避難場所及び備蓄物資を確保するとともに、ヘリ

・ドローン等を活用し、孤立集落への物資輸送体制を整備する。 

（危機管理部） 

○ 豪雪による孤立地域の発生や、家屋倒壊を防ぐため、市町村と協力し効

率的な除雪のための仕組みを維持する。 

（建設交通部） 

 ○ 福井県内の原子力発電所の過酷事故における避難経路を確保するため、

国、関係府県、関係市町等と連携し、必要な重点路線を計画的に整備推進

する。                 （危機管理部、建設交通部） 

 

（交通基盤、輸送機関の災害対応力の強化）     【2-8、5-5】 

 ○ 交通ネットワークの構築の多重化（災害時における輸送モード相互の連

携・代替性の確保）に向けて、山陰近畿自動車道等の高速道路ネットワー

クや新幹線をはじめとした鉄道ネットワークの整備等を着実に進める。 

（建設交通部） 

○ 孤立可能性の高い地域における空路・海路による救助能力の向上を図る。 

（危機管理部） 

  ○ 福井県内の原子力発電所の過酷事故からの広域避難のため、バス等避難

車両及び運転員を国と調整し確保する。 

（危機管理部） 
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 ＜重要業績指標＞ 

・府有除雪機械の保有台数 63 台（令和６年度）→ 維持（各年度） （建設交通部） 

・信号機電源付加装置の整備数 762機(令和６年度) → 772 機（令和 12 年度) （警察本部） 

・（再掲）水産物流通拠点の舞鶴漁港（府管理）の耐震・耐津波対策の整備率 

実施            0.0％（令和６年度）→ 50.0％（令和 12 年度） （農林水産部） 

 ・（再掲）府管理の漁港（舞鶴漁港、中浜漁港）で策定した長寿命化計画(機能保全計画含む）に基

づくハード対策の実施率  58.0％（令和６年度）→ 70.0％（令和 12年度） （農林水産部） 

・（再掲）府管理の緊急輸送道路の整備率（全 657kｍ中） 

 90.0％（令和６年度） → 90.9％（令和 12 年度） （建設交通部） 

・（再掲）府管理の緊急輸送道路の落石等危険箇所対策（全 196 箇所中） 

175箇所（令和６年度） → 196 箇所（令和 12 年度） （建設交通部） 

・（再掲）府管理の緊急輸送道路の橋梁耐震化率（路面段差防止対策）（全 325橋中） 

 91.4％（令和６年度）→ 93.8％(令和 12年度) （建設交通部） 

 

(9)  国土保全／国土利用 

 

（安心・安全を実現する国土利用）        【1-2】 

 ○ 災害リスクの高い地域について、規制の対象となる建築物等の用途・構

造が災害の特性や地域の状況等に即したものとなるよう配慮した上で、土

地の利用を適切に制限するとともに、防災拠点として活用される公共施設

や要配慮者利用施設等について災害リスクの低い地域への立地を進める。 

（危機管理部、健康福祉部、農林水産部、建設交通部） 

 

 （総合的な治水対策）                 【1-4、4-7、5-1】 

 ○ 近年、全国的に気候変動等に伴うこれまで経験したことのない災害が発

生しており、あらゆる関係者が協働して流域全体で行う流域治水への転換

が必要とされていることから、国、市町村と連携・協働しながら、降雨に

よる浸水の発生を抑制し、浸水による被害を軽減するため、災害からの安

全な京都づくり条例（平成 28 年京都府条例第 41号）に基づき、①河川下

水道対策（流す対策）、②雨水貯留浸透対策（貯める対策）、③浸水被害

軽減対策（備える対策）による総合的治水対策を一層推進する。 

（危機管理部、農林水産部、建設交通部） 

 

 ○ 河川については河道の掘削や築堤、下水道については雨水貯留施設の整

備等のハード対策を着実に推進する。 

（建設交通部） 
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 ○ 公園や校庭等を利用した貯留浸透施設の整備、開発行為に伴う調整池の

設置、また、農地や森林が有する雨水の貯留や水源のかん養等の多面的機

能を十分に発揮するため、農地や農業用施設を保全するための協働活動を

推進する。 

（農林水産部、建設交通部） 

 ○ 公共建築物への浸水による被害を軽減する機能の具備、排水機場の適切

な操作、農業用ため池における事前放流や農業用水利施設の適切な維持管

理を行う。また、洪水・内水・高潮ハザードマップの作成支援や防災重点

農業用ため池に係るハザードマップの活用、防災情報の高度化といったソ

フト対策を行い、府民の防災意識の向上を図る。 

（危機管理部、農林水産部、建設交通部） 

 

（河川、海岸、下水道施設等の整備・耐震化）         【1-4、1-5】 

 ○ 淀川水系の宇治川・木津川・桂川、由良川水系及び日本海側の二級河川

について、国や市町村と連携し、必要に応じて河川整備計画の変更や新規

策定を進めるとともに、整備計画に基づいた施設整備を着実に進めてい

く。 

（建設交通部） 

 ○ 河川整備については、洪水を安全に流下させるための河道の掘削・築堤

・護岸の工事、放水路、排水機場やダムの整備等の治水対策を進めてきた

が、未だ整備途上であるため、近年浸水被害を受けた河川及び国等と連携

して整備を進める河川の改修、河川堤防の質的強化及び天井川の切下げ等

の対策を重点的に実施し、一層の治水対策の強化を図る。さらに河川堤防

や排水機場の耐震化、京都府南部地域に多い天井川の地震対策、高潮の遡

上に起因する市街地の浸水を防ぐための治水対策を進める。 

（建設交通部） 

 ○ 海岸の侵食対策については、冬季風浪等による越波や侵食災害を防止す

るため、海岸保全施設の整備を計画的に進める。 

（建設交通部） 

 ○ 下水道施設の雨水対策については、公共下水道の雨水幹線や雨水貯留施

設の整備を促進するとともに、桂川右岸流域下水道の「いろは呑龍トンネ

ル」の残る 3箇所の接続施設を早期に供用開始することにより浸水被害の

軽減を図る。また、住宅等に雨水貯留タンク（通称：マイクロ呑龍）を設

置して、府民総ぐるみで雨水を「貯める」取組を市町村と連携しながら進

めることにより、浸水被害の軽減と防災意識の向上を図る。 

（建設交通部） 
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（海岸、河川の整備等の津波防災対策）   【1-3、1-4、4-3】 

  ○ 日本海側で想定されている津波に備えて、国、府、市町や関係機関が連

携して、設計津波に対応できる海岸保全施設や河川堤防等の整備・耐震化

の推進といったハード施策と津波ハザードマップを活用した警戒避難体

制の整備等のソフト施策を組み合わせた津波防災対策を推進する。 

（危機管理部、建設交通部） 

 

（洪水等各種ハザードマップ作成等のソフト対策）     【1-4、5-1】 

 ○ 各種ハザードマップの作成（情報の随時追加を含む）や更新をはじめと

したソフト対策を推進するとともに、日頃から避難場所や避難経路等を確

認できる環境を実現することにより、府民の避難体制の確保や防災意識の

向上を図る。 

（危機管理部、農林水産部、建設交通部） 

 ○ 市町村が作成する洪水ハザードマップの基礎資料となる洪水浸水想定区

域図は、令和 4 年 10 月に府管理の全 377 について作成・公表が完了した

ことから、今後は、河川整備状況や土地利用に大きな変化が生じた場合に

浸水想定区域図の更新を行う。 

（建設交通部） 

○ 府管理河川のうち、防災上、重要な河川に水位計を設置するとともに、

避難判断の目安となる水位の設定を推進する。さらに、これらの河川にお

いて、気象台の雨量予測をもとに６時間先までの水位・氾濫区域を予測す

るシステムを構築しており、イントラネットを通して市町村へ予測情報を

提供する。市町村は、水位・氾濫区域の予測情報を活かして、早期に避難

情報を発令するとともに、自主防災組織におけるタイムラインへの反映な

ど、住民の早期避難を促す取組を推進する。 

（建設交通部） 

 

（総合的な土砂災害対策）         【1-5、4-7、5-1】 

 ○ 土石流対策施設等の土砂災害防止施設の整備といったハード対策には多

くの時間と費用がかかり、速やかに府民の生命や財産を守ることができな

い状況にあるため、ハード対策の着実な推進に併せて、市町村とも連携し

ながら、土砂災害警戒区域等の指定、土砂災害警戒情報や土砂災害ハザー

ドマップ等の各種防災情報の提供、府民の防災意識の向上のための啓発活

動等のソフト対策も組み合わせて総合的な対策を推進する。 

（危機管理部、建設交通部） 
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（土砂災害に備えたハード整備）       【1-5、4-7】 

 ○ 広域的に同時多発する土砂災害の被害を防止するため、土石流対策施設、

急傾斜地崩壊防止施設等の土砂災害防止施設の整備を一層推進する。しか

し、未整備箇所が数多く残されていることから、国の施策等を効果的に活

用しながら、要配慮者利用施設や避難所等を保全する箇所を優先するな

ど、緊急性の高いものから着実に重点的に整備を進めていく。 

（建設交通部） 

 

（土砂災害警戒区域の指定等）     【1-5、4-7】 

 ○ 全国的に一通りの基礎調査が完了し、京都府でも一通りの基礎調査と指

定が完了しているが、近年、全国的に土砂災害警戒区域外でも人的被害が

発生しており、高精度な地形情報を活用した調査などにより土砂災害警戒

区域等の追加指定を推進する。また、概ね５年ごとに、地形や土地利用の

状況等を確認し、変化が認められた箇所等については、土砂災害警戒区域

等の見直しを行う。 

（建設交通部） 

 ○ 山地災害危険地区のうち被害発生リスクの高い箇所を早急に特定し、優

先度の高い地区への治山ダムの設置や森林整備等の治山事業を実施する。 

（農林水産部） 

 

（緊急避難場所・避難所の整備等）     【2-8】 

  ○ 原子力災害時の避難先（府内・府外）において円滑な受け入れが可能と

なるよう、避難所の運営体制等を避難先関係団体と調整・整備する。 

（危機管理部） 

 

（地籍調査の推進）      【1-4、4-7、6-4】 

 ○ 被災後の迅速な復旧、復興を進める上で重要となる土地境界等の情報を

整備するため、地籍調査を進める。 

（建設交通部） 

 

（インフラ分野におけるデジタルトランスフォーメーションの推進） 

【1-4、5-1】 

○ インフラ分野において３次元データや進化したデジタル技術を活用し、

生産性の向上や維持管理の効率化、さらには災害関連情報の予測、収集・

集積、伝達の高度化を着実に進める。 

（建設交通部） 
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＜重要業績指標＞ 

・津波ハザードマップに基づき津波避難訓練を実施する日本海沿岸の５市町（舞鶴市、宮津市、京

丹後市、伊根町、与謝野町）の割合 0％(令和６年度) → 100.0％(令和 12年度) （危機管理部） 

 ・府管理河川の河川整備率（時間雨量 50mm（概ね 1/10 規模）に対応できる整備が完成した区間の

整備率）（全 1,370ｋｍ）   37.6％(令和５年度) → 38.5％(令和 12 年度) （建設交通部） 

 ・土砂災害防止法（平成 12年法律第 57号）による土砂災害警戒区域等の指定箇所数 

17,360箇所(令和６年度) → 約 19,000 箇所(令和 12年度)  （建設交通部） 

 ・土砂災害から保全される人家戸数  

2.08万戸(令和６年度) → 約 2.1万戸（令和 12 年度） （建設交通部）  

 ・土砂災害から保全される要配慮者利用施設及び避難所の施設数（建設交通部） 

要配慮者利用施設 73 施設（令和６年度）→ 80施設(令和 12 年度) 

避難所 179施設（令和６年度）→ 189 施設（令和 12年度） 

 ・土石流対策施設整備済みの土砂災害警戒区域数  

533箇所（令和６年度）→ 549 箇所（令和 12年度） （建設交通部） 

 ・急傾斜地崩壊防止施設整備済みの土砂災害警戒区域数  

451箇所（令和６年度）→ 462 箇所（令和 12年度）（建設交通部） 

 ・（再掲）山地災害危険地区の整備数 

   1,768 箇所(令和５年度) → 2,230 箇所(令和 12年度) （農林水産部） 

 

 

 

 

 

(10) 中央官庁機能バックアップ等 

 

（防災庁の創設等）               【3-2】 

 ○ 大規模広域災害における防災体制の強靱化を図るため、防災に係る首都

機能をバックアップするとともに、双眼構造を確立するため、防災庁の拠

点を東京のほか関西に設置することを、関西広域連合として国に要望する

とともに防災庁と連携した対策強化を検討する。 

（危機管理部、総合政策環境部） 

 

（皇室の安心・安全）       【3-2】 

 ○ 皇室の安心・安全と永続を実現するため、京都御所や京都迎賓館を擁す

る京都の地に皇室の方々にお住まいいただき、御活動いただくことを検討

する。 

（総合政策環境部） 
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（国立京都国際会館、国立国会図書館関西館等の機能強化）  【3-2】 

 ○ ＭＩＣＥの開催誘致を強力に推進するため、国立京都国際会館を世界ト

ップレベルの国際会議場施設として整備するとともに、災害発生時には、

国会機能や首相官邸機能等国の中枢機能を代替するために活用するよう

調整を進める。 

（知事直轄組織、総合政策環境部、商工労働観光部） 

 

（北陸新幹線・リニア中央新幹線の整備）    【3-2】 

 ○ 大阪までのフル規格による北陸新幹線の早期全線整備を実現し、日本海

国土軸の形成を図る。 

（建設交通部） 

 ○ 首都圏と京都間の多様な交通網を確保するため、リニア中央新幹線の整

備を促進する。 

（建設交通部） 

 

（外交・儀礼機能のバックアップの充実・強化）   【3-2】 

 ○ 外国の大使・公使の接受、国公賓の接遇等の儀礼に京都御所、京都迎賓

館等を活用するとともに、災害発生時に首都圏から避難する外国の大使館

員等を京都のほか大阪、兵庫が連携して支援する体制の構築を進める。 

（知事直轄組織、総合政策環境部） 

 

(11) 伝統・文化の保全 

 

（文化財の保護・保全）         【1-2、6-5】 

 ○ 文化財所有者等による文化財建造物の倒壊防止対策、美術工芸品の転倒

防止対策等の防災対策の実施を支援するとともに、市町村と連携し、府内

にある国、府及び市町村が指定等した文化財の情報が掲載されている「京

都府文化財データベース（京都府文化財総合目録）」を活用した実践的な

消防訓練等防災対策を推進する。 

（文化生活部、教育委員会） 

 ○ 市町村及び文化財所有者等と連携し、復興に当たって、町家の再興、伝

統産業の継続、被災文化財の修復、史跡・名勝・天然記念物・文化財環境

保全地区・埋蔵文化財包蔵地の保護・保全等、京都の伝統・文化の保護・

承継がなされるよう、平時から体制の構築に努める。 

（文化生活部、教育委員会） 
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（文化財建造物等の耐震化等）         【1-1、1-2、6-5】 

 ○ 文化財建造物や伝統的建造物群等は社寺や町並みを構成する建物が多

く、観光客等不特定多数の者が訪れることが多い建造物であることから、

大規模地震時に、これらの者の生命・身体の安全を確保するため、建造物

が倒壊・損壊しないように、耐震診断の実施や文化財の価値を損なわない

方法による補強等の耐震化及び保存修理を促進する。 

（文化生活部、教育委員会） 

 

（文化財の防火対策）               【1-2、6-5】 

 ○ 文化財所有者等による自動火災報知設備、消火設備等の防災設備の整備

を支援するとともに、市町村と連携し、消防隊が到着するまでの初期消火

活動が適切に行われるよう防火講習会等を実施し、文化財レスキュー体制

等の構築を推進する。 

（文化生活部、教育委員会） 
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［ 横断的分野 ］ 

(A)  リスクコミュニケーション 

 

（災害危険情報の提供）     【1-4、1-5、5-1】 

 ○ 府民があらかじめ、地震や洪水、土砂災害等の災害危険情報等を把握し、

自ら安全を確保する行動がとれるよう、マルチハザード情報提供システム

の周知及び活用の促進を図る。 

（危機管理部） 

 

（府民に対する教育・訓練）       【1-3、1-4、2-1、2-8】 

 ○ 実践的な総合防災訓練を実施し、府民等の参加を更に促進することで地

域の災害対応体制を強化する。 

（危機管理部） 

 ○ 福井県内の原子力発電所における過酷事故からの迅速な避難に必要な研

修会や避難訓練を継続的に行い、住民避難や検査・除染等の対応能力向上

を図るとともに原子力防災に関する知識の普及啓発を行う。 

（危機管理部） 

 

（地域の「つながり」の強化）     【2-4】 

 ○ 救出・救助活動により多くの生命を守るためには、地域における助け合

い「互助・共助」が何より重要であることから、平時から様々な地域活動

を通じ顔の見える関係づくりに努める。また、被災者の救出・救助や避難

所の運営等地域の防災活動に大きな役割を果たす自主防災組織の育成を図

るとともに、若年者の参加や隣接地域及び自主防災組織の連携・協力等に

より活動の活性化を図る。 

（危機管理部） 

 

（外国籍府民等への災害時支援等）     【2-5、5-1】 

 ○ 多言語による生活情報の発信、防災ガイドブックの整備、携帯メールに

よる防災情報の発信を行うとともに、市町村等が実施する防災訓練等の取

組を支援することにより、災害時の支援体制の構築を図る。また、その実

効性を確保するため、外国籍府民や市町村等と協働・連携した事業、多文

化共生施策や課題に関する意見交換等を通して、日本語能力が十分でない

外国籍府民が安心して不自由なく生活できる環境を整える施策を推進す

る。 

（知事直轄組織、危機管理部） 
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＜重要業績指標＞ 

・（再掲）津波ハザードマップに基づき津波避難訓練を実施する日本海沿岸の５市町（舞鶴市、宮

津市、京丹後市、伊根町、与謝野町）の割合 

0％(令和６年度) → 100.0％(令和 12年度) （危機管理部） 

・（再掲）原子力総合防災訓練等の開催数 １回（各年度） （危機管理部） 

 

 

 

 (B) 人材育成 

 

（地域防災の担い手育成）            【2-1、2-2、2-3、6-5】 

○ 京都府全体の防災力を向上するため、防災の担い手として活動する人材

を育成し、多様な機会を通して府民に正しい防災知識の普及を図る。 

（危機管理部） 

○ 将来を担う児童・生徒等を対象とした防災教育を積極的に実施する。 

（教育委員会） 

○ 災害時に各地から集まるＮＰＯやボランティアの受入れ、適材適所への

配置や、被災者のニーズに対する対応等に的確に対処できるスタッフを専

門分野ごとに重層的に養成する。 

（危機管理部） 

○ 高齢者や障害者等の要配慮者の避難体制を確保するため、避難行動要支

援者名簿等を活用し関係者間での情報共有を進めるとともに、適切な支援

を行える福祉避難サポートリーダーや福祉専門職からなるＤＷＡＴの養成

を進める。（再掲） 

（健康福祉部） 

 ○ 災害拠点病院の機能の充実を図るとともに、ＤＭＡＴの養成を進め、災

害拠点病院や災害医療コーディネーターと連携した研修会・訓練を実施す

る。 

（危機管理部、健康福祉部） 

○ 大規模災害が発生した際に、被災学校へ教職員などを派遣し、「教育活

動の早期再開」や、「児童生徒の心のケア」などを支援する体制を構築す

る。 

（教育委員会） 

 

（消防団の活動支援）          【2-1、6-5】 

○ 消防学校による消防団員の教育訓練や大学生の取組支援、消防団員ＯＢ
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の活用等、消防団が活発に活動する地域づくりを市町村と連携して進める

とともに、実践的な訓練を取り入れ、救助等専門チームを設置するなど、

消防団の機能強化を図る。 

（危機管理部） 

 

 

＜重要業績指標＞ 

 ・自主防災リーダーの養成数 3,100 人（令和６年度） → 3,500人（令和 12 年度） （危機管理部） 

 ・消防団員の充足率（全 18,716人中） 83.7％（令和６年度）→ 維持(各年度) （危機管理部） 

 ・地域の消防等の行政機関との間で共同訓練等を実施している府立学校の割合 

64.8％(令和５年度) → 100.0％(令和７年度) （教育委員会） 

・災害時学校支援チームの養成数 延べ 22 人（令和６年度）→ 200 人程度（令和９年度） 

（教育委員会） 

 ・（再掲）福祉避難サポートリーダーの養成数 

延べ 2,237人(令和６年度) → 3,000人(令和 12 年度) （健康福祉部） 

 ・（再掲）ＤＭＡＴの養成数 60 チーム(令和６年度) → 64チーム(令和 12年度) （健康福祉部） 

 ・（再掲）ＤＷＡＴの養成数 延べ 213人(令和６年度) → 400人(令和 12 年度) （健康福祉部） 

 

 

 

(C) 官民連携 

 

（自主防災組織の活動促進）                 【2-1、6-5】 

○ 自主防災組織及び地域防災活動に取り組む自治会等が行う、消防団等と

連携した危険箇所の把握、有用情報の調査、地域の防災マップ、水害等避

難行動タイムライン、地区防災計画の素案の策定や防災訓練等を促進する

とともに、市町村と連携して自主防災リーダーの養成を進める。 

（危機管理部） 

 

（ＮＰＯ・ボランティアとの連携強化）          【2-1】 

○ 災害ボランティアによる支援活動が円滑に実施されるよう、京都府災害

ボランティアセンターと連携して人材育成研修を実施することにより円

滑なボランティア活動を支援する。 

（危機管理部、健康福祉部） 
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（迅速な応急復旧等に向けた応援協力体制の確保等） 

【2-4、2-6、5-5、6-2、6-4】 

○ がれき等の撤去による緊急車両等の救護ルートの早期確保や河川の応

急復旧等に対応するため、地域の建設業団体等との応援協力体制を継続的

に確保するとともに、これらの業務を担う地域の建設業者等の育成・確保

を図る。 

（建設交通部） 

 

(D)  老朽化対策 

 

（安心・安全に係る社会資本の適正な維持・更新） 

【1-1、1-3、1-4、1-5、2-2、2-4、2-6、4-1、4-3、4-5、5-2、5-5】 

 ○ 府民生活や経済の基盤となる社会インフラの老朽化が進む中、府が保有

する公共建築物及びインフラについて、日常の適切な維持管理や老朽化対

策に併せて、大規模自然災害発生時にもその機能を十分に発揮できるよう、

耐震性の維持・向上等にも配慮した公共施設等総合管理計画（京都府公共

施設等管理方針）及び個別施設計画に基づき、計画的かつ戦略的な施設管

理をより一層推進する。 

（総務部、農林水産部、建設交通部） 

 ○ 一般財団法人京都技術サポートセンターを活用し、市町村管理施設を含

めたアセットマネジメントによる効率的・効果的な施設管理を推進すると

ともに、今後急増するインフラ補修に対応するため、大学等教育機関とも

連携し、府内企業の技術力強化を図る。 

（建設交通部） 

 ○ 府民が安心して公共施設等を利用できるよう、特に危険性が高い箇所等

について修繕等の適切な対応を行うとともに、建物本来の寿命である構造

躯体の耐用年数まで安全に使用することができるようにメンテナンスサイ

クルを確立し、施設の安心・安全を持続的に確保する。 

（総務部、施設所管部局） 

 

 

＜重要業績指標＞ 

・京都府公共施設等管理方針の改定 （令和８年度） （総務部） 
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(E)  デジタル活用 

 

（災害危険情報の収集・提供・伝達体制の確立）   【1-4、1-5、3-3、5-1】 

○ 民間企業が ICT・AI 技術を活用して提供する情報を入手し、災害対策に

活用する仕組みを構築する。 

（危機管理部） 

○ 令和６年４月から国において運用を開始した新たな総合防災情報システ

ム（SOBO-WEB）と京都府総合防災情報システムを連携させるとともに、

これらを効率的に活用した訓練を実施する。（再掲） 

（危機管理部） 

○ 市町村による警戒避難体制づくりを支援し、住民自らの迅速かつ的確な

避難に役立てるため、水位計・防災カメラ等から得られる防災情報につい

て、よりわかりやすい形でインターネット等を通じて安定的に公開する。

（再掲） 

（建設交通部） 

○ 緊急情報を伝達するＪ－ＡＬＥＲＴをはじめ、地上デジタル放送、携帯

情報端末等、多様な情報伝達手段を活用し、災害危険情報の迅速・的確な

把握や府民への情報共有を推進する。（再掲） 

（危機管理部、総合政策環境部） 

○ 府民があらかじめ、地震や洪水、土砂災害等の災害危険情報等を把握し、

自ら安全を確保する行動がとれるよう、マルチハザード情報提供システム

の周知及び活用の促進を図る。（再掲） 

（危機管理部） 

 ○ 府民への迅速かつ確実な情報伝達や防災関係機関相互の情報共有を図る

ため、防災拠点・重要拠点のネットワーク完全二重化や光ファイバネット

ワーク経路の複線化、防災行政無線のデジタル化整備等、通信システムの

業務継続性の確保や強化を促進する。（再掲） 

（危機管理部、総合政策環境部） 

 

（洪水等各種ハザードマップ作成等のソフト対策）      【1-4、5-1】 

 ○ 府管理河川のうち、防災上、重要な河川に水位計を設置するとともに、

避難判断の目安となる水位の設定を推進する。さらに、これらの河川にお

いて、気象台の雨量予測をもとに６時間先までの水位・氾濫区域を予測す

るシステムを構築しており、イントラネットを通して市町村へ予測情報を

提供する。市町村は、水位・氾濫区域の予測情報を活かして、早期に避難

情報を発令するとともに、自主防災組織におけるタイムラインへの反映な

ど、住民の早期避難を促す取組を推進する。（再掲） 

（建設交通部） 
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（観光客の安全確保）                   【2-5、5-1】 

○ 総合防災情報システム等を活用し、避難情報や避難所の状況をリアルタ

イムで提供するとともに、外国人観光客等に対して、わかりやすい日本語

（やさしい日本語）、多言語や二次元コード等による情報提供を行う。ま

た、災害時に大使館、領事館と迅速な情報共有ができるよう、平時から連

携体制を構築する。（再掲） 

（知事直轄組織、危機管理部、商工労働観光部） 

 

（インフラ分野におけるデジタルトランスフォーメーションの推進） 

【1-4、5-1】 

○ インフラ分野において３次元データや進化したデジタル技術を活用し、

生産性の向上や維持管理の効率化、さらには災害関連情報の予測、収集・

集積、伝達の高度化を着実に進める。 （再掲） 

（建設交通部） 

 

（避難所施設の整備）                   【2-3、5-1】 

○ 衛星通信システムの活用等、避難所における防災ＤＸの活用を促進する。 

（危機管理部・建設交通部） 

 

（ドローン等の活用）                 【1-2、2-4、5-1】 

○ ヘリ・ドローン等を活用し、孤立集落への物資輸送の実施や被害認定調

査の迅速化等を進めるとともに、火災等の災害事象の早期覚知や被災状況

の把握を強化する。 

（危機管理部・建設交通部） 

 

 

 

＜重要業績指標＞ 

・ 防災ヘリ、ドローン、船舶・船艇等活用機関と連携した映像伝送訓練の実施回数  

４回（令和６年度）→ １回以上（各年度） （危機管理部） 
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第５章 計画の推進 

 

１ 計画の進捗管理 

  本計画は、概ね 10年後のあるべき姿を見据えつつ、今後の社会情勢や施策

の進捗状況、目標の達成状況を踏まえ、概ね５年ごとに見直しを実施する。 

また、計画の進捗管理と見直しを行うための体制を部局横断的に構築して

PDCA サイクルを実践し、毎年度、重要業績指標の進捗状況を公表した上で、

施策プログラムを適切に見直していく。 

  本計画の推進にあたっては、過去の災害や他府県の事例、地域の産業構造

や人口動態等、様々な情報を踏まえ、国、市町村、防災関係機関、府民、地

域、NPO、企業、大学等の多様な主体と連携・協働していく。 

 

２ 施策の重点化 

  限られた資源で効率的・効果的に国土強靱化を進めるためには、施策の優

先順位付けを行い、優先順位の高いものについて重点化しながら進める必要

がある。 

令和５年６月に成立した「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防

災・減災等に資する国土強靱化基本法の一部を改正する法律（令和５年法律

第 59号）」に基づき、令和７年●月に閣議決定された国土強靱化実施中期計

画においては、国土強靱化基本計画の「国土強靱化政策の展開方向」等を踏

まえ、令和 12 年までの計画期間内に重点的に取組を推進する施策やその目標

を示しており、そのための財源として 20 兆円程度を確保することとされてい

ることから、まずはこれらの施策に重点をおきつつ国土強靱化の取組を進め

ることとする。【Ｐ（国の実施中期計画の内容を踏まえて修正）】 

 

なお、今後も、中長期的かつ明確な見通しの下、継続的・安定的に国土強

靱化の取組を進めていくことが重要であり、PDCA サイクルを通じて施策を

重点化しながら、国土強靱化の取組を進める必要がある。 

国土強靱化実施中期計画についても、概ね 20 年から 30 年程度の期間を一

つの目安として、国土強靱化のレベルを一段上の水準まで引き上げることを

念頭に策定されており、計画期間後も見据えた現段階の長期目標についても

明示されていることから、これらの点を踏まえた国土強靱化の中長期的な視

点での着実な推進に向け、必要な検討を行うこととする。【Ｐ（国の実施中

期計画の内容を踏まえて修正）】 
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（別紙）施策分野別事業一覧

【個別施策分野】

防災拠点施設等の耐震化・機能維持対策

警察機能の維持対策の推進

原子力災害対策の推進

※

住宅の耐震化

多数の者が利用する建築物等の耐震化

京都府南丹警察署整備事業 警察本部 警察本部 警察庁

京都府舞鶴警察署整備事業 警察本部 警察本部 警察庁

 (1)行政機能／警察・消防等

事業名又は事業箇所 事業主体 担当部局 関係府省庁 備考

京都府伏見警察署整備事業 警察本部 警察本部 警察庁

京都府左京警察署整備事業 警察本部 警察本部 警察庁

待機宿舎整備事業 警察本部 警察本部 国土交通省

信号機電源付加装置Ⅰ 警察庁 警察本部 警察庁 自起動式発動発電機

事業名又は事業箇所 事業主体 担当部局 関係府省庁 備考

放射線モニタリング強化事業 京都府 総合政策環境部 原子力規制庁

事業名又は事業箇所 事業主体 担当部局 関係府省庁 備考

原子力防災対策事業 京都府 危機管理部
内閣府

（原子力）

住宅・建築物安全ストック形成事業 府・市町村 建設交通部 国土交通省

その他、災害対策本部の運営強化をはじめとする初動体制の強化、関係機関との連携強化、救助・救
出活動の能力向上、効率的な物資の調達・提供等に資する事業

 (2)住宅・都市／環境

事業名又は事業箇所 事業主体 担当部局 関係府省庁 備考

住宅・建築物安全ストック形成事業 府・市町村 建設交通部 国土交通省 再掲

事業名又は事業箇所 事業主体 担当部局 関係府省庁 備考

鉄道施設耐震強化事業 鉄道事業者 建設交通部 国土交通省
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学校施設の耐震化等施設整備

地震や火災に強いまちづくり等の推進

下水道施設の耐震化等

府営水道施設の耐震化

緊急輸送道路等の確保・整備

京都府立向日が丘支援学校校舎等改築事
業

京都府 教育庁 文部科学省

事業名又は事業箇所 事業主体 担当部局 関係府省庁 備考

公立小中学校校舎等大規模改造等事業 市町村 教育庁 文部科学省

京都府立学校等大規模改造事業 京都府 教育庁 文部科学省

京都府立学校等空調設備整備事業 京都府 教育庁 文部科学省

住宅・建築物安全ストック形成事業 府・市町村 建設交通部 国土交通省 再掲

事業名又は事業箇所 事業主体 担当部局 関係府省庁 備考

市街地再開発事業 京都府 建設交通部 国土交通省

土地区画整理事業 京都府 建設交通部 国土交通省

京都府宅地耐震化推進事業 京都府 建設交通部 国土交通省

木津川流域下水道（洛南浄化センター） 京都府 建設交通部 国土交通省

桂川右岸流域下水道（洛西浄化セン
ター）

京都府 建設交通部 国土交通省

事業名又は事業箇所 事業主体 担当部局 関係府省庁 備考

宮津湾流域下水道（宮津湾浄化セン
ター）

京都府 建設交通部 国土交通省

木津川上流流域下水道（木津川上流浄化
センター）

京都府 建設交通部 国土交通省

府営水道送水管路更新・耐震化事業 京都府 建設交通部 国土交通省

事業名又は事業箇所 事業主体 担当部局 関係府省庁 備考

舞鶴若狭自動車道　４車線化（舞鶴市～
福井県）

NEXCO西日本 建設交通部 国土交通省

新名神高速道路（宇治田原町～八幡市） NEXCO西日本 建設交通部 国土交通省

事業名又は事業箇所 事業主体 担当部局 関係府省庁 備考

山陰近畿自動車道　大宮峰山道路・大宮
峰山IC以西（京丹後市～兵庫県）

国土交通
省・府

建設交通部 国土交通省

京都縦貫自動車道　４車線化（南丹市～
宮津市）

NEXCO西日本 建設交通部 国土交通省

京奈和自動車道（木津川市～奈良県） NEXCO西日本 建設交通部 国土交通省
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国道163号　精華拡幅（精華町～木津川
市）

国土交通省 建設交通部 国土交通省

国道27号　平林戸奈瀬地区・西舞鶴道路
等（綾部市～舞鶴市）

国土交通省 建設交通部 国土交通省

事業名又は事業箇所 事業主体 担当部局 関係府省庁 備考

国道24号　寺田拡幅・城陽井手木津川バ
イパス（城陽市～木津川市）

国土交通省 建設交通部 国土交通省

国道９号　園部本町地区・付加車線整
備・福知山道路・夜久野改良等（京都市
～福知山市）

国土交通省 建設交通部 国土交通省

国道178号　日置～養老工区・カマヤ工
区・上野平バイパス（宮津市～京丹後
市）

京都府 建設交通部 国土交通省

国道175号等　由良川改修関連道路整備
（綾部市～福知山市～舞鶴市）

京都府 建設交通部 国土交通省

国道163号　銭司～木屋工区・有市工区
（木津川市～笠置町）

京都府 建設交通部 国土交通省

国道423号　法貴バイパス（亀岡市） 京都府 建設交通部 国土交通省

国道312号　大宮峰山ICアクセス道路
（京丹後市）

京都府 建設交通部 国土交通省

国道307号　甘南備台・山城大橋・都市
計画道路宇治田原山手線等（京田辺市～
宇治田原町）

京都府 建設交通部 国土交通省

宮津養父線　岩屋工区（与謝野町） 京都府 建設交通部 国土交通省

上杉和知線・田井中田線等　原発避難路
整備（綾部市、舞鶴市等）

京都府
危機管理部
建設交通部

経済産業省

国道429号　榎峠バイパス・新庄（福知
山市）

京都府 建設交通部 国土交通省

八幡木津線・都市計画道路山手幹線（八
幡市～木津川市）

京都府 建設交通部 国土交通省

宇治淀線（宇治市～京都市） 京都府 建設交通部 国土交通省

綾部宮島線　肱谷バイパス（南丹市） 京都府 建設交通部 国土交通省

小倉西舞鶴線　白鳥トンネル・倉谷工区
（舞鶴市）

京都府 建設交通部 国土交通省

京丹波三和線　下山～質美工区（京丹波
町）

京都府 建設交通部 国土交通省

都市計画道路八幡田辺線　下奈良工区
（八幡市）

京都府 建設交通部 国土交通省

網野岩滝線　外村バイパス（京丹後市） 京都府 建設交通部 防衛省

天理加茂木津線　大野バイパス（木津川
市）

京都府 建設交通部 国土交通省

枚方山城線（木津川市） 京都府 建設交通部 国土交通省

西京高槻線・都市計画道路御陵山崎線
（向日市～大山崎町）

京都府 建設交通部 国土交通省

市島和知線　台頭（福知山市） 京都府 建設交通部 国土交通省

八幡京田辺インター線・都市計画道路内
里高野道線（八幡市）

京都府 建設交通部 国土交通省

山城総合運動公園城陽線　城陽橋・富野
（城陽市）

京都府 建設交通部 国土交通省
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帰宅困難者の安全確保

災害廃棄物処理

国土交通省

上狛城陽線（木津川市～城陽市） 京都府 建設交通部 国土交通省

事業名又は事業箇所 事業主体 担当部局 関係府省庁 備考

都市計画道路河原町内林線（南丹市） 京都府 建設交通部 国土交通省

都市計画道路並河亀岡停車場線　大井町
工区（亀岡市）

京都府 建設交通部 国土交通省

和束井手線（井手町） 京都府 建設交通部 国土交通省

掛津峰山線　丹波バイパス（京丹後市） 京都府 建設交通部 国土交通省

広野綾部線（綾部市） 京都府 建設交通部 国土交通省

都市計画道路福知山綾部線（福知山市） 京都府 建設交通部 国土交通省

広域道路ネットワークを形成する道路整
備事業

京都府 建設交通部 国土交通省

広域道路ネットワークにアクセスし、
ネットワークを強化する道路整備事業

京都府 建設交通部 国土交通省

京都のみち2040・京都府無電柱化推進計
画等に記載の道路整備事業、緊急輸送道
路の道路整備事業

京都府 建設交通部 国土交通省

小坂青垣線　井田（福知山市） 京都府 建設交通部 国土交通省

西神崎上東線　油江～蒲江（舞鶴市） 京都府 建設交通部 国土交通省

小浜綾部線　睦寄町狸岩（綾部市） 京都府 建設交通部

再掲

鉄道施設耐震強化事業 鉄道事業者 建設交通部 国土交通省 再掲

中山間地域の避難・救援を支援する道路
整備事業

京都府 建設交通部 国土交通省

住宅・建築物安全ストック形成事業 府・市町村 建設交通部 国土交通省

鉄道駅舎バリアフリー化整備事業 鉄道事業者 建設交通部 国土交通省

住宅・建築物安全ストック形成事業 府・市町村 建設交通部 国土交通省 再掲

事業名又は事業箇所 事業主体 担当部局 関係府省庁 備考

海岸漂着物等地域対策推進事業 府・市町村 総合政策環境部 環境省

災害等廃棄物処理事業・廃棄物処理施設
の災害復旧

市町村 総合政策環境部 環境省

事業名又は事業箇所 事業主体 担当部局 関係府省庁 備考

103



自然公園等の施設の復旧・長寿命化対策

※

医療・福祉施設の耐震化等

※

災害危険情報の収集・伝達体制の確立

※

地域産業の活力維持

交通・物流施設の耐災害性の向上

環境保全施設整備交付金 府・市町村 総合政策環境部 環境省

自然環境整備交付金 府・市町村 総合政策環境部 環境省

事業名又は事業箇所 事業主体 担当部局 関係府省庁 備考

地方改善施設整備費補助金 府・市町村 文化生活部 厚生労働省

社会福祉施設等施設整備補助金 京都府 健康福祉部 厚生労働省

その他、危険度判定の早期実施、室内の安全確保、火災発生防止、ライフライン施設の応急復旧体制
の構築、被災者の生活及び住居の確保・再建、観光客の安全確保等に資する事業

 (3)保健医療・福祉

事業名又は事業箇所 事業主体 担当部局 関係府省庁 備考

住宅・建築物安全ストック形成事業 府・市町村 建設交通部 国土交通省 再掲

次世代育成支援対策施設整備補助金 京都府 健康福祉部 厚生労働省

地域介護・福祉空間整備等施設整備交付
金

府・市町村 健康福祉部 厚生労働省

その他、災害時の医療・救護体制の整備、災害支援ナースの災害対応能力向上、感染症のまん延防
止、要配慮者支援等に資する事業

 (4)エネルギー

再生可能エネルギー等を活用したエネルギーの安定確保、ガスパイプラインの整備等に資する事業

 (5)情報通信

事業名又は事業箇所 事業主体 担当部局 関係府省庁 備考

放射線モニタリング強化事業 京都府 総合政策環境部 原子力規制庁 再掲

その他、迅速・的確な災害情報の把握と府民への情報提供等に資する事業

 (6)産業構造／金融

事業名又は事業箇所 事業主体 担当部局 関係府省庁 備考

発災後も持続可能な産業の発展を支援す
る道路整備事業

京都府 建設交通部 国土交通省

事業名又は事業箇所 事業主体 担当部局 関係府省庁 備考

京都舞鶴港（前島ふ頭）
国土交通
省・府

建設交通部 国土交通省

京都舞鶴港（国際ふ頭）
国土交通
省・府

建設交通部 国土交通省

鉄道施設耐震強化事業 鉄道事業者 建設交通部 国土交通省 再掲
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ライフライン施設の整備

※

農地・農業用施設の防災対策

森林の整備・保全

漁港の耐震・耐津波対策

※

宮津港海岸整備事業 京都府 建設交通部 国土交通省

臨港道路上安久線（舞鶴市） 国土交通省 建設交通部 国土交通省

臨港道路和田下福井線（舞鶴市） 京都府 建設交通部 国土交通省

事業名又は事業箇所 事業主体 担当部局 関係府省庁 備考

水産基盤整備事業 京都府 農林水産部 水産庁

久美浜港海岸整備事業 京都府 建設交通部 国土交通省

長田野工業用水道施設更新・耐震化事業 京都府 建設交通部 経済産業省

その他、ＢＣＰの推進、地域産業の活力維持、観光業等への風評被害防止、工業用水道施設の耐震化
等に資する事業

 (7)農林水産

事業名又は事業箇所 事業主体 担当部局 関係府省庁 備考

農業競争力強化基盤整備事業

(⽔利施設整備事業)

府・市町
村・土地改

良区
農林水産部 農林水産省

農村地域防災減災事業
府・市町
村・土地改

良区
農林水産部 農林水産省

農業水路等長寿命化・防災減災事業
長寿命化、
防災減災計
画の策定者

農林水産部 農林水産省

水利施設管理強化事業 府・市町村 農林水産部 農林水産省

事業名又は事業箇所 事業主体 担当部局 関係府省庁 備考

治山事業 京都府 農林水産部 林野庁

成長産業化促進対策事業
選定経営
体等

農林水産部
農林水産省
林野庁

府内一円

森林環境保全整備事業
森林経営計
画の作成者

等
農林水産部

農林水産省
林野庁

府内一円

事業名又は事業箇所 事業主体 担当部局 関係府省庁 備考

地方創生整備推進交付金 府・市町村 農林水産部 内閣府

農山漁村地域整備交付金 京都府 農林水産部 農林水産省

水産基盤整備事業 京都府 農林水産部 水産庁 再掲

その他、資材の安定供給、府内産農林水産物への風評被害防止等に資する事業

事業名又は事業箇所 事業主体 担当部局 関係府省庁 備考
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大規模津波等に対する海岸保全施設等の機能保全の推進

道路等の整備・耐震化
災害時の医療提供のための緊急輸送道路等の確保
交通・物流施設の耐災害性の向上
交通基盤、輸送機関の災害対応力の強化

 (8)交通・物流

事業名又は事業箇所 事業主体 担当部局 関係府省庁 備考

久美浜港海岸整備事業 京都府 建設交通部 国土交通省 再掲

宮津港海岸整備事業 京都府 建設交通部 国土交通省 再掲

事業名又は事業箇所 事業主体 担当部局 関係府省庁 備考

京奈和自動車道（木津川市～奈良県） NEXCO西日本 建設交通部 国土交通省 再掲

舞鶴若狭自動車道　４車線化（舞鶴市～
福井県）

NEXCO西日本 建設交通部 国土交通省 再掲

新名神高速道路（宇治田原町～八幡市） NEXCO西日本 建設交通部 国土交通省 再掲

国道９号　園部本町地区・付加車線整
備・福知山道路・夜久野改良等（京都市
～福知山市）

国土交通省 建設交通部 国土交通省 再掲

山陰近畿自動車道　大宮峰山道路・大宮
峰山IC以西（京丹後市～兵庫県）

国土交通
省・府

建設交通部 国土交通省 再掲

京都縦貫自動車道　４車線化（南丹市～
宮津市）

NEXCO西日本 建設交通部 国土交通省 再掲

国道163号　精華拡幅（精華町～木津川
市）

国土交通省 建設交通部 国土交通省 再掲

国道27号　平林戸奈瀬地区・西舞鶴道路
等（綾部市～舞鶴市）

国土交通省 建設交通部 国土交通省 再掲

国道24号　寺田拡幅・城陽井手木津川バ
イパス（城陽市～木津川市）

国土交通省 建設交通部 国土交通省 再掲

国道178号　日置～養老工区・カマヤ工
区・上野平バイパス（宮津市～京丹後
市）

京都府 建設交通部 国土交通省 再掲

国道175号等　由良川改修関連道路整備
（綾部市～福知山市～舞鶴市）

京都府 建設交通部 国土交通省 再掲

国道163号　銭司～木屋工区・有市工区
（木津川市～笠置町）

京都府 建設交通部 国土交通省 再掲

国道423号　法貴バイパス（亀岡市） 京都府 建設交通部 国土交通省 再掲

国道312号　大宮峰山ICアクセス道路
（京丹後市）

京都府 建設交通部 国土交通省 再掲

国道307号　甘南備台・山城大橋・都市
計画道路宇治田原山手線等（京田辺市～
宇治田原町）

京都府 建設交通部 国土交通省 再掲

国道429号　榎峠バイパス・新庄（福知
山市）

京都府 建設交通部 国土交通省 再掲

106



建設交通部 国土交通省 再掲

宮津養父線　岩屋工区（与謝野町） 京都府 建設交通部 国土交通省 再掲

上杉和知線・田井中田線等　原発避難路
整備（綾部市、舞鶴市等）

京都府
危機管理部
建設交通部

経済産業省 再掲

京丹波三和線　下山～質美工区（京丹波
町）

京都府 建設交通部 国土交通省 再掲

都市計画道路八幡田辺線　下奈良工区
（八幡市）

京都府 建設交通部 国土交通省 再掲

事業名又は事業箇所 事業主体 担当部局 関係府省庁 備考

八幡木津線・都市計画道路山手幹線（八
幡市～木津川市）

京都府 建設交通部 国土交通省 再掲

宇治淀線（宇治市～京都市） 京都府 建設交通部 国土交通省 再掲

綾部宮島線　肱谷バイパス（南丹市） 京都府

網野岩滝線　外村バイパス（京丹後市） 京都府 建設交通部 防衛省 再掲

天理加茂木津線　大野バイパス（木津川
市）

京都府 建設交通部 国土交通省 再掲

小倉西舞鶴線　白鳥トンネル・倉谷工区
（舞鶴市）

京都府 建設交通部 国土交通省 再掲

西京高槻線・都市計画道路御陵山崎線
（向日市～大山崎町）

京都府 建設交通部 国土交通省 再掲

市島和知線　台頭（福知山市） 京都府 建設交通部 国土交通省 再掲

八幡京田辺インター線・都市計画道路内
里高野道線（八幡市）

京都府 建設交通部 国土交通省 再掲

山城総合運動公園城陽線　城陽橋・富野
（城陽市）

京都府 建設交通部 国土交通省 再掲

枚方山城線（木津川市） 京都府 建設交通部 国土交通省 再掲

都市計画道路並河亀岡停車場線　大井町
工区（亀岡市）

京都府 建設交通部 国土交通省 再掲

和束井手線（井手町） 京都府 建設交通部 国土交通省 再掲

上狛城陽線（木津川市～城陽市） 京都府 建設交通部 国土交通省 再掲

広野綾部線（綾部市） 京都府 建設交通部 国土交通省 再掲

都市計画道路福知山綾部線（福知山市） 京都府 建設交通部 国土交通省 再掲

都市計画道路河原町内林線（南丹市） 京都府 建設交通部 国土交通省 再掲

京都のみち2040・京都府無電柱化推進計
画等に記載の道路整備事業、緊急輸送道
路の道路整備事業

京都府 建設交通部 国土交通省 再掲

小坂青垣線　井田（福知山市） 京都府 建設交通部 国土交通省 再掲

掛津峰山線　丹波バイパス（京丹後市） 京都府 建設交通部 国土交通省 再掲

西神崎上東線　油江～蒲江（舞鶴市） 京都府 建設交通部 国土交通省 再掲

小浜綾部線　睦寄町狸岩（綾部市） 京都府 建設交通部 国土交通省 再掲
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※

総合的な治水対策

京都府 建設交通部 国土交通省 再掲

中山間地域の避難・救援を支援する道路
整備事業

京都府 建設交通部 国土交通省 再掲

京都舞鶴港（国際ふ頭） 京都府 建設交通部 国土交通省

広域道路ネットワークを形成する道路整
備事業

京都府 建設交通部 国土交通省 再掲

広域道路ネットワークにアクセスし、
ネットワークを強化する道路整備事業

京都府 建設交通部 国土交通省 再掲

久美浜港海岸整備事業 京都府 建設交通部 国土交通省 再掲

事業名又は事業箇所 事業主体 担当部局 関係府省庁 備考

宮津港海岸整備事業 京都府 建設交通部 国土交通省 再掲

臨港道路上安久線（舞鶴市） 国土交通省 建設交通部 国土交通省 再掲

臨港道路和田下福井線（舞鶴市） 京都府 建設交通部 国土交通省 再掲

再掲

京都舞鶴港（前島ふ頭）

水産基盤整備事業 京都府 農林水産部 水産庁 再掲

信号機電源付加装置Ⅰ 警察庁 警察本部 警察庁
自起動式発動発電

機、再掲

鉄道施設耐震強化事業 鉄道事業者 建設交通部 国土交通省 再掲

その他、緊急輸送体制の確保、広域避難のための避難車両及び運転員の確保等に資する事業

 (9)国土保全／国土利用

桂川 国土交通省 建設交通部 国土交通省

由良川 国土交通省 建設交通部 国土交通省

事業名又は事業箇所 事業主体 担当部局 関係府省庁 備考

鴨川 京都府 建設交通部 国土交通省

木津川 国土交通省 建設交通部 国土交通省

淀川（宇治川） 国土交通省 建設交通部 国土交通省

四宮川 京都府 建設交通部 国土交通省

桂川（上） 京都府 建設交通部 国土交通省

安祥寺川 京都府 建設交通部 国土交通省

弥陀次郎川 京都府 建設交通部 国土交通省

古川（井川、名木川） 京都府 建設交通部 国土交通省
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戦川（新田川） 京都府 建設交通部 国土交通省

建設交通部 国土交通省

煤谷川 京都府 建設交通部 国土交通省

防賀川 京都府 建設交通部 国土交通省

大谷川 京都府 建設交通部 国土交通省

東所川 京都府 建設交通部 国土交通省

事業名又は事業箇所 事業主体 担当部局 関係府省庁 備考

千々川 京都府 建設交通部 国土交通省

雑水川 京都府 建設交通部 国土交通省

桂川（亀岡、八木） 京都府 建設交通部 国土交通省

赤田川 京都府

法貴谷川 京都府 建設交通部 国土交通省

園部川 京都府 建設交通部 国土交通省

七谷川 京都府 建設交通部 国土交通省

犀川 京都府 建設交通部 国土交通省

伊佐津川 京都府 建設交通部 国土交通省

高屋川 京都府 建設交通部 国土交通省

大谷川（由良） 京都府 建設交通部 国土交通省

宮川 京都府 建設交通部 国土交通省

高野川 京都府 建設交通部 国土交通省

法川 京都府 建設交通部 国土交通省

弘法川 京都府 建設交通部 国土交通省

牧川 京都府 建設交通部 国土交通省

竹野川（鳥取川、小西川） 京都府 建設交通部 国土交通省

野田川(加悦奥川) 京都府 建設交通部 国土交通省

福田川（新庄川） 京都府 建設交通部 国土交通省

新樋越川 京都府 建設交通部 国土交通省

佐濃谷川 京都府 建設交通部 国土交通省

川上谷川 京都府 建設交通部 国土交通省

西羽束師川 京都府 建設交通部 国土交通省
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河川、海岸、下水道施設等の整備・耐震化

海岸、河川の整備等の津波防災対策

洪水等各種ハザードマップ作成等のソフト対策

総合的な土砂災害対策

建設交通部 国土交通省

情報基盤総合整備事業（水位計設置等） 京都府 建設交通部 国土交通省

情報基盤総合整備事業（河川防災情報シ
ステム）

京都府 建設交通部 国土交通省

久美浜港海岸整備事業 京都府 建設交通部 国土交通省 再掲

宮津港海岸整備事業 京都府 建設交通部 国土交通省 再掲

事業名又は事業箇所 事業主体 担当部局 関係府省庁 備考

農業競争力強化基盤整備事業

(⽔利施設整備事業)

府・市町
村・土地改

良区
農林水産部 農林水産省 再掲

農村地域防災減災事業
府・市町
村・土地改

良区
農林水産部 農林水産省 再掲

桂川右岸流域下水道（いろは呑龍トンネ
ル）

京都府

桂川右岸流域下水道（いろは呑龍トンネ
ル）

京都府 建設交通部 国土交通省 再掲

久美浜港海岸整備事業 京都府 建設交通部 国土交通省 再掲

宮津港海岸整備事業 京都府 建設交通部 国土交通省 再掲

事業名又は事業箇所 事業主体 担当部局 関係府省庁 備考

神崎海岸高潮対策事業 京都府 建設交通部 国土交通省

農業水路等長寿命化・防災減災事業 市町村 農林水産部 農林水産省 再掲

事業名又は事業箇所 事業主体 担当部局 関係府省庁 備考

効果促進事業（浸水想定区域図作成等） 京都府 建設交通部 国土交通省

情報基盤総合整備事業（水位氾濫予測シ
ステム）

京都府 建設交通部 国土交通省

水利施設管理強化事業 府・市町村 農林水産部 農林水産省 再掲

事業名又は事業箇所 事業主体 担当部局 関係府省庁 備考

効果促進事業（ハザードマップ作成等） 市町村 建設交通部 国土交通省

地すべり対策事業 京都府 建設交通部 国土交通省

通常砂防事業 京都府 建設交通部 国土交通省

事業間連携砂防等事業 京都府 建設交通部 国土交通省

情報基盤総合整備事業（土砂災害警戒情
報システム）

京都府 建設交通部 国土交通省

農業水路等長寿命化・防災減災事業 市町村 農林水産部 農林水産省 再掲

急傾斜地崩壊対策事業 京都府 建設交通部 国土交通省
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土砂災害に備えたハード整備

土砂災害警戒区域の指定等

自然公園等の施設の復旧・長寿命化対策

地籍調査の推進

※

文化財建造物等の耐震化

文化財の防火対策

※

事業名又は事業箇所 事業主体 担当部局 関係府省庁 備考

効果促進事業（ハザードマップ作成等） 市町村 建設交通部 国土交通省 再掲

効果促進事業（砂防情報システム） 京都府 建設交通部 国土交通省

地すべり対策事業 京都府 建設交通部 国土交通省 再掲

通常砂防事業 京都府 建設交通部 国土交通省 再掲

事業間連携砂防等事業 京都府 建設交通部 国土交通省 再掲

事業名又は事業箇所 事業主体 担当部局 関係府省庁 備考

急傾斜地崩壊対策事業 京都府 建設交通部 国土交通省 再掲

農山漁村地域整備交付金 京都府 農林水産部 農林水産省 再掲

治山事業 京都府 農林水産部 林野庁 再掲

総合流域防災事業 京都府 建設交通部 国土交通省

事業名又は事業箇所 事業主体 担当部局 関係府省庁 備考

地方創生整備推進交付金 府・市町村 農林水産部 内閣府 再掲

環境保全施設整備交付金 府・市町村 総合政策環境部 環境省 再掲

自然環境整備交付金 府・市町村 総合政策環境部 環境省 再掲

事業名又は事業箇所 事業主体 担当部局 関係府省庁 備考

地籍調査事業 市町村 建設交通部 国土交通省

その他、安心・安全を実現する国土利用、緊急避難場所・避難所の整備等に資する事業

 (10)首都機能バックアップ等

防災庁の創設、皇室の安心・安全の確保、国立京都国際会館等の機能強化、北陸新幹線・リニア中央新幹線
の整備、外交・儀礼機能のバックアップの充実・強化に資する事業

 (11)伝統・文化の保全

事業名又は事業箇所 事業主体 担当部局 関係府省庁 備考

国宝重要文化財等保存・活用事業 所有者等 教育庁 文部科学省

事業名又は事業箇所 事業主体 担当部局 関係府省庁 備考

国宝重要文化財等防災施設整備事業 所有者等 教育庁 文部科学省

その他、文化財の保護・保全に資する事業

事業名又は事業箇所 事業主体 担当部局 関係府省庁 備考
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【横断的分野】

消防団の活動支援

※

自主防災組織の活動促進

安心・安全に係る社会資本の適正な維持・更新

※

 (A)リスクコミュニケーション

府民に対する情報提供、教育及び訓練の実施、自主防災組織の育成、外国籍府民への災害時支援等に資する
事業

 (B)人材育成

事業名又は事業箇所 事業主体 担当部局 関係府省庁 備考

わがまちの消防団強化・応援事業 京都府 危機管理部 総務省消防庁

その他、地域防災の担い手育成等に資する事業

 (C)官民連携

事業名又は事業箇所 事業主体 担当部局 関係府省庁 備考

わがまちの消防団強化・応援事業 京都府 危機管理部 総務省消防庁

ＮＰＯ・ボランティアとの連携強化、迅速な応急復旧に向けた応援協力体制の確保等に資する事業

 (D)老朽化対策

事業名又は事業箇所 事業主体 担当部局 関係府省庁 備考

枚方山城線　開橋（木津川市） 京都府 建設交通部 国土交通省

綾部大江宮津線　大雲橋（福知山市） 京都府 建設交通部 国土交通省

国道173号　新綾部大橋（綾部市） 京都府 建設交通部 国土交通省

その他各種個別施設計画に基づく点検、
補修、更新等事業

京都府 建設交通部 国土交通省

綾部インター線　白瀬橋（綾部市） 京都府 建設交通部 国土交通省

その他、アセットマネジメントによる効率的・効果的な施設管理、府内企業の技術力強化等に資する
事業

 (E)デジタル活用

災害危険情報の収集・提供・伝達体制の確立、洪水等各種ハザードマップ作成等のソフト対策、観光客の安
全確保、インフラ分野におけるデジタルトランスフォーメーションの推進、避難所施設の整備、ドローン等
の活用等に資する事業
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危機管理・健康福祉常任委員会議案付託表 

 
 
 

議案番号 件          名 

 
  ３ 
 

 ５ 
 
 
  ６ 
 
 １２ 

 
 災害からの安全な京都づくり条例一部改正の件 
 
 京都府精神保健福祉総合センター条例等の一部を改正する条例一部改正の
件 
 
 京都府立学校授業料等徴収条例一部改正の件 
 
 損害賠償請求事件に係る和解の件 
 

 
 



予算特別委員会危機管理・健康福祉分科会 
議案審査依頼表 

 
 
 

議案番号 件          名 

  
 １ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 １４ 

 
 令和７年度京都府一般会計補正予算（第１号） 
 
歳入中    第 ９ 款  国庫支出金 
 
          第 ２ 項  第 ３ 目 
 

    第 12 款  繰 入 金 
 
          第 ２ 項  第 16 目 
 
歳出中    第 ３ 款  民 生 費 
 

    第 ４ 款  衛 生 費 
 
 令和７年度京都府一般会計補正予算（第３号） 
 
歳入中    第 ９ 款  国庫支出金 
 
          第 ２ 項  第 ２ 目 
 
歳出中    第 ３ 款  民 生 費 
 
 

 

 
 
 
 



令和７年６月府議会定例会 

危機管理・健康福祉常任委員会提出資料 

 

（付託議案） 

 

 
１ 第３号議案  災害からの安全な京都づくり条例一部改正の件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

危機管理部 
 



第３号議案 災害からの安全な京都づくり条例一部改正の件 

 

 

１ 改正の理由 

令和６年能登半島地震の教訓等を踏まえ、国による支援体制の強化、福祉的支

援等の充実、広域避難の円滑化、ボランティア団体との連携、防災 DX・備蓄の推

進、インフラ復旧・復興の迅速化等について措置を講じ、災害対策の強化を図るこ

とを目的として、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223 号。以下「法」という。）

が一部改正されることに伴い、所要の改正を行うもの。 

 

２ 改正の内容 

法の号ずれに伴い、所要の改正を行う。（本条例第２条） 

  【改正前】法第８条第２項第 15 号 

【改正後】法第８条第２項第 17 号 

 

＜災害からの安全な京都づくり条例（現行規定の該当箇所抜粋）＞ 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

(1)～(8) 略 

(9) 要配慮者 法第８条第２項第 15 号に規定する要配慮者をいう。 

(10)～(12) 略 

 

 

３ 施行期日 

公布の日 

 



令和７年６月府議会定例会 

危機管理・健康福祉常任委員会提出資料 

 

（付託議案） 

 

 

１ 第５号議案 京都府精神保健福祉総合センター条例等の一部を改正する条例一部改

正の件 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

 

２ 第６号議案 京都府立学校授業料等徴収条例一部改正の件 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

 

３ 第 12号議案 損害賠償請求事件に係る和解の件 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

 

 

 

 

 

健康福祉部 
 



1 
 

第５号議案 京都府精神保健福祉総合センター条例等の一部を改正する条例一部改正の件 

 

１ 改正の理由 

  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律（令

和４年法律第 104号）の一部の施行期日が定められたことに伴い、所要の改正を行う。 

 

２ 改正の内容 

  京都府精神保健福祉総合センター条例等の一部を改正する条例（令和６年京都府条例第 35

号）の施行期日を令和７年 10月１日に改めることとした。 

 

３ 施行期日 

改正条例の公布の日とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

第６号議案 京都府立学校授業料等徴収条例一部改正の件 

 

１ 改正の理由 

大学等における修学の支援に関する法律（令和元年法律第８号。以下「法」という。）の改

正に伴い、府立看護学校の授業料等の徴収猶予、還付及び減免に係る規定について、所要の改

正を行う。 

 

２ 改正の内容 

（１）法に基づく授業料等減免の変更認定を受けた場合の授業料等の徴収猶予、還付及び減免の

取扱いについて定めることとした。（第３条～第５条、第８条～第10条関係） 

 

（２）その他所要の規定整備を行うこととした。（第３条～第５条、第８条～第10条関係） 

 

３ 施行期日等 

（１）施行期日 

改正条例の公布の日とする。 

 

（２）経過措置 

所要の経過措置を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

第12号議案 損害賠償請求事件に係る和解の件 

 

１ 事件名 

京都地方裁判所令和５年（ワ）第 935 号損害賠償請求事件（以下「第１事件」という。）及

び京都地方裁判所令和６年（ワ）第 1770 号損害賠償請求事件（以下「第２事件」という。） 

 

２ 和解の内容 

（１）被告（京都府）は、原告ら（第１事件原告及び第２事件原告）に対し、第１事件原告が、

令和４年10月29日、児童相談所において他の児童から右手の甲を鉛筆で突かれた件につい

て、第２事件原告に速やかに報告しなかったことを謝罪する。 

（２）被告は、原告らに対し、今後、児童相談所において保護中の児童が負傷した際は、児童の

保護者に速やかに報告することを約束する。 

（３）原告らは、請求をいずれも放棄する。 

（４）原告ら及び被告は、原告らと被告との間に、本件に関し、本和解条項に定めるほか何らの

債権債務がないことを相互に確認する。 

（５）訴訟費用は、各自の負担とする。 

 

３ 和解の相手方 

第１事件原告（元保護児童） 

第２事件原告（第１事件原告の父母） 

 

４ 和解の方法 

民事訴訟法（平成８年法律第 109号）第 89条の規定による和解 

 



  

 

 

 

 

 

 

令和７年６月府議会定例会 

予算特別委員会 
危機管理・健康福祉分科会 

説 明 資 料 

 

 

（審査依頼議案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康福祉部 

 



  

 

 説明資料（審査依頼議案）目次  

 

 

第１号議案  令和７年度京都府一般会計補正予算（第１号）       ・・・１ 

 

第 14号議案  令和７年度京都府一般会計補正予算（第３号）       ・・・２ 

 

     



健康福祉部

◇所管予算の概要
（単位：千円）

◇令和７年度６月補正予算（案）主要事項

（単位：千円）

国

繰入

医療機関等経営改善
支援事業費

1,007,000 0

　地域の医療・介護体制を確保す
るため、医療需要の変化等の影響
を受けて厳しい経営状況にある医
療機関等への支援を実施

【支援対象】
（１）医療機関
（２）分娩取扱施設等
（３）訪問介護等事業所

960,000

47,000

第１号議案　　　　令和７年度京都府一般会計補正予算（第１号）

款 現計予算額 今回補正額 計

総 務 費 351,553 0 351,553

民 生 費 186,360,886 47,000 186,407,886

衛 生 費 14,381,724 960,000 15,341,724

計 201,094,163 1,007,000 202,101,163

事　　　項 予算額
財源内訳

事　業　の　概　要
特定財源 一般財源

1



健康福祉部

◇所管予算の概要
（単位：千円）

◇令和７年度６月補正予算（案）主要事項

（単位：千円）

国
きょうとこどもの城等特
別支援事業費

10,000 10,000 0
　食材費の高騰により厳しい運営が
続く子ども食堂等に対し、緊急的に
食材支援を実施

事　　　項 予算額
財源内訳

事　業　の　概　要
特定財源 一般財源

衛 生 費 15,341,724 0 15,341,724

計 202,101,163 10,000 202,111,163

総 務 費 351,553 0 351,553

民 生 費 186,407,886 10,000 186,417,886

第14号議案　　　　令和７年度京都府一般会計補正予算（第３号）

款 現計予算額 今回補正額 計

 ２
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1 委員会の審議等の状況（概要） 

本委員会は、危機管理部及び健康福祉部の所管並びにそれに関連する事項を所管

している。 

各部局の主な所管事項は次表のとおりである。 

部局名 主な所管事項 

危機管理部 危機管理対応、消防・防災、原子力防災対策 

健康福祉部 
保健、医療、衛生、健康増進、子育て支援、青少年、 

社会福祉、社会保障 

京都府議会の各常任委員会では、年４回の定例会において、条例案などの審査を行

うほか、議会の閉会中に委員会を開催して、府政の重要課題について、テーマを設け

て集中的に審議するとともに、京都府内や他府県に赴いて調査を実施している。 

今期の危機管理・健康福祉常任委員会の閉会中の常任委員会においては、所管事項

に関するテーマについての議論を深めるため、参考人制度を活用して、専門的知見を

有する方や実際に事業に従事している方の意見を聴取し、テーマに関する議論を掘

り下げた。 

また、管内調査では、京都府の施策が実施されている現場や市町村等を訪問し、府

の事業担当者や関連事業者の説明を聴取するとともに、現地視察を行った。 

管外調査では、先進事例や京都府と共通する課題に対して、他の自治体や関係団体

がどのような取組を実施しているのか、もしくはどのように対応しようとしている

のかを調査した。 
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２ 委員会活動状況 

時 期 活 動 議題・テーマ 

５ 月 

R 6 .  5 . 2 4 委 員 会 

■委員長の選任

■副委員長の選任

■副委員長の順位

６  月 

R 6 .  6 . 6 正 副 委 員 長 会 

■出席要求理事者

■確認事項

■本日の委員会運営

R 6 .  6 . 6 
委 員 会 

（ 初 回 ） 

■出席要求理事者

■確認事項

■所管部局の事務事業概要等

■今後の委員会運営

R 6 .  6 . 1 8 正 副 委 員 長 会 
■定例会中の委員会及び分科会運営

■今後の委員会運営

R 6 .  6 . 2 1 

委 員 会 及 び 

予算特別委員会 

分 科 会 

(６定１日目 ) 

■付託議案及び審査依頼議案（質疑終結まで）

R 6 .  6 . 2 4 

委 員 会 及 び 

予算特別委員会 

分 科 会 

(６定２日目 ) 

■付託議案（討論・採決）

■審査依頼議案（適否確認）

■付託請願の審査

■所管事項の質問（健康福祉部）

R 6 .  6 . 2 5 
委 員 会 

(６定３日目 ) 

■所管事項の質問（危機管理監、危機管理部）

■閉会中の継続審査及び調査

■今後の委員会運営

７  月 

R 6 . 7 . 1 2 正 副 委 員 長 会 ■本日の委員会運営

R 6 . 7 . 1 2 
委 員 会 

（ 閉 会 中 ）

■所管事項の調査

・「都道府県防災センターの役割について」

参考人：名古屋工業大学 

大学院工学研究科社会工学専攻 

教授 渡辺 研司 氏 
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R 6 .  7 . 2 5 

～ 

R 6 .  7 . 2 6 

管 外 調 査 

■所管事項の調査

○東京都庁

・「東京マイ・タイムライン」とその普及啓発事業の

取組について

○神奈川県議会［於：ライフイノベーションセンター］

・「ヘルスケア・ニューフロンティアの推進－スマイ

ル100歳社会の実現－」に向けた神奈川県の取組につ

いて

・施設視察

○公益財団法人 川崎市産業振興財団

［於：ナノ医療イノベーションセンター（ｉＣＯＮＭ）］ 

・先端医療の現状と推進体制の構築に向けた課題につ

いて

・施設視察

○国土交通省関東地方整備局

［於：東扇島地区広域防災拠点］

・首都圏における「基幹的広域防災拠点」の運用につ

いて

・施設視察

８  月 

R 6 .  8 . 2 0 正 副 委 員 長 会 ■本日の委員会運営

R 6 .  8 . 2 0 
委 員 会 

（ 閉 会 中 ） 

■所管事項の調査

・「新しい福祉の展開について」

参考人：社会福祉法人 みねやま福祉会 

 常務理事 櫛田 啓 氏 

９  月 

R 6 .  9 . 1 0 管 内 調 査 
○第73回京都府社会福祉大会

（行催事等委員会調査）

R 6 .  9 . 2 4 正 副 委 員 長 会 
■定例会中の委員会及び分科会運営

■今後の委員会運営

R 6 .  9 . 2 6 

委 員 会 及 び 

予算特別委員会 

分 科 会 

(９定１日目 ) 

■報告事項の聴取

（危機管理部）

・京都府新型インフルエンザ等対策行動計画の改定に

ついて

・第三次京都府戦略的地震防災対策指針及び同推進プ

ランの改定について

（健康福祉部） 

・一時保護施設の設備・運営に関する基準条例（仮称）

の制定について

・子ども・子育て応援プランの改定について

・家庭的養護の推進に向けた京都府推進計画の改定に
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ついて 

・京都府子どもの貧困対策推進計画の改定について

■付託議案及び審査依頼議案（質疑終結まで）

R 6 .  9 . 2 7 

委 員 会 及 び 

予算特別委員会 

分 科 会 

(９定２日目 ) 

■付託議案（討論・採決）

■審査依頼議案（適否確認）

■付託請願の審査

■所管事項の質問（健康福祉部）

R 6 .  9 . 3 0 
委 員 会 

(９定３日目 ) 

■所管事項の質問（危機管理監、危機管理部）

■閉会中の継続審査及び調査

■今後の委員会運営

11  月 

R 6 . 1 1 . 1 8 

～ 

R 6 . 1 1 . 2 0 

管 外 調 査 

■所管事項の調査

○福島県議会

・福島県の危機管理対策について

○地域医療連携推進法人 日本海ヘルスケアネット

地方独立行政法人 山形県・酒田市病院機構日本海総

合病院［於：日本海総合病院］

・地域における医療連携について

・施設視察

○山形市議会［於：山形市保健所］

・健康寿命の延伸に関する取組について

○株式会社みらいファーム やまと

［於：了美ヴィンヤード＆ワイナリー］

・みらいファームやまとにおける農福連携事業につい

て

・施設視察

○国立大学法人 宮城教育大学 防災教育研修機構

・震災被災地の防災教育について

R 6 . 1 1 . 2 5 正 副 委 員 長 会 ■本日の委員会運営

R 6 . 1 1 . 2 5 
委 員 会 

（ 閉 会 中 ） 

■所管事項の調査

・「大規模・広域災害等に備えた事業継続力強化のため

の防災・減災対策について」 

参考人：京都大学防災研究所 都市防災計画分野 

教授 牧 紀男 氏 

12  月 

R 6 . 1 2 . 1 0 正 副 委 員 長 会 
■定例会中の委員会及び分科会運営

■今後の委員会運営
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R 6 . 1 2 . 1 2 

委 員 会 及 び 

予算特別委員会 

分 科 会 

( 1 2定１日目 ) 

■報告事項の聴取

（危機管理部）

・京都府新型インフルエンザ等対策行動計画の改定

（中間案）について

・関西防災・減災プラン（総則編、地震・津波災害対

策編）の改訂（中間案）について

・第三次京都府戦略的地震防災対策指針及び同推進プ

ランの改定（中間案）について

（健康福祉部） 

・京都府認定こども園の認定等の要件等に関する条例

の一部改正について

・一時保護施設の整備・運営に関する基準条例（仮称）

の制定（骨子案）について

・京都府子ども・子育て支援事業支援計画の改定（中

間案）について

・京都府子どもの貧困対策推進計画の改定（中間案）

について

・家庭的養護の推進に向けた京都府推進計画の改定

（中間案）について

■付託議案及び審査依頼議案（質疑終結まで）

R 6 . 1 2 . 1 3 

委 員 会 及 び 

予算特別委員会 

分 科 会 

( 1 2定２日目 ) 

■付託議案（討論・採決）

■審査依頼議案（適否確認）

■所管事項の質問（健康福祉部）

R 6 . 1 2 . 1 6 
委 員 会 

( 1 2定３日目 ) 

■所管事項の質問（危機管理監、危機管理部）

■閉会中の継続審査及び調査

■今後の委員会運営

１  月 

R 7 .  1 . 1 5 管 内 調 査 

■所管事項の調査

○宇治田原町役場

・宇治田原中央公園の防災機能について

・現地視察（宇治田原中央公園）

○京都府立医科大学附属病院

・がん対策（患者支援・アピアランスケア）の取組に

ついて

○社会福祉法人リガーレ暮らしの架け橋 地域密着型総

合ケアセンターきたおおじ

・人材の確保や経営基盤の強化に向けた社会福祉法人

のグループ化の取組について

・施設視察
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２  月 

R 7 .  2 .  5 正 副 委 員 長 会 
■確認事項

■本日の委員会運営

R 7 .  2 .  5 
委 員 会 

（ 閉 会 中 ） 

■確認事項

■所管事項の調査

・「宮津・与謝地域の在宅医療・療養に対する体系的支

援と在宅看取りの取組について」 

参考人：一般社団法人与謝医師会 副会長 

今出クリニック 院長 

今出 陽一朗 氏 

R 7 .  2 . 1 2 正 副 委 員 長 会 ■先行審議に係る分科会運営

R 7 .  2 . 1 2 

予算特別委員会 

分 科 会 

(２定先行審議) 

■審査依頼議案（質疑終結まで）

R 7 .  2 . 1 9 

予算特別委員会 

分 科 会 

(２定先行審議) 

■審査依頼議案（適否確認）

３  月 

R 7 .  3 .  5 正 副 委 員 長 会 
■委員会及び分科会運営

■今後の委員会運営

R 7 .  3 .  6 

委 員 会 及 び 

予算特別委員会 

分 科 会 

(２定１日目 ) 

■付託議案及び審査依頼議案（質疑終結まで）

■審査依頼議案（適否確認）

R 7 . 3 . 8 管 内 調 査 
○天皇盃第36回全国車いす駅伝競走大会 開会式

（行催事等委員会調査）

R 7 . 3 . 9 管 内 調 査 
○天皇盃第36回全国車いす駅伝競走大会 出発式、閉会式

（行催事等委員会調査）

R 7 .  3 . 1 3 委 員 会 

(２定２日目 ) 

■報告事項の聴取

（危機管理部）

・京都府新型インフルエンザ等対策行動計画の改定

（最終案）について

・第三次京都府戦略的地震防災対策指針及び同推進プ

ランの改定（最終案）について

（健康福祉部） 

・京都府子ども・子育て支援事業支援計画の改定（最

終案）について

・京都府子どもの貧困対策推進計画の改定（最終案）
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について 

・家庭的養護の推進に向けた京都府推進計画の改定

（最終案）について

■付託議案（討論・採決）

■所管事項の質問（健康福祉部）

R 7 .  3 . 1 4 
委 員 会 

 (２定３日目 ) 

■所管事項の質問（危機管理監、危機管理部）

■閉会中の継続審査及び調査

■今後の委員会運営

４  月 

R 7 . 4 . 1 8 正 副 委 員 長 会 ■本日の委員会運営

R 7 . 4 . 1 8 
委 員 会 

（ 閉 会 中 ) 

■所管事項の調査

・「自治体の災害対策を支援する企業の取組について」 

参考人：株式会社大塚商会 

トータルソリューショングループ

新規ビジネスプロモーション課

上級課長 和田 力 氏

５  月 

R 7 . 5 . 2 0 正副委員長会 ■臨時会中の委員会運営

R 7 . 5 . 2 1 
委 員 会 

( ５ 臨 ) 
■委員会活動のまとめ
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３ 重要課題調査のための委員会 

（１）都道府県防災センターの役割について

  (令和６年７月12日（金）開催) 

■開催概要

京都府では、自然災害や大規模事故等のあらゆる危機事象に迅速・的確に対応し、国

等の応援受入にも対応できる常設の危機管理センターを整備し、令和６年３月から運用

を開始した。危機管理センターは、地震や風水害等による大規模災害時に防災情報や現

地の被害状況を一元的に集約し、災害の情報を総合的に把握する機能を有しており、災

害時の緊急対策を決定するための拠点として機能することを目的に、整備されている。 

今回の委員会では、府内市町村や他府県等との連携を含め同センターの運用面での課

題などについて参考人及び理事者から意見を聴取し、意見交換を行った。 

各委員から出された意見・見解等について、今後の府政の推進に当たり十分留意し、

府民のため、なお一層の創意工夫をするよう、理事者に対し要望した。 

■参考人

名古屋工業大学 大学院工学研究科社会工学専攻 教授 渡辺 研司 氏

■出席理事者

【危機管理監・危機管理部】 

危機管理監（危機管理部長兼務）、副危機管理監（危機管理部副部長兼務）、 

危機管理監付企画参事、危機管理部防災監、 

危機管理部副部長（原子力防災課長事務取扱）、 

危機管理部理事（災害対策課長事務取扱）、危機管理総務課長、消防保安課長 

■主な質問事項

・危機管理センターの今後の取組について

・京都ＢＣＰ検討会議への参加促進について

・災害対策における優先事項について

・民間企業や基礎自治体と連携した災害対策について

・フェイク情報への対応について

・災害時の発信方法について

・総合防災情報システムの運用における課題について など 
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（２）新しい福祉の展開について

     (令和６年８月20日（火）開催) 

■開催概要

京都府では、地域や社会の絆を大切にしながら誰もが活躍できる共生社会の構築に向

けて取組を進めている。社会福祉法人みねやま福祉会は、丹後地域において児童、障害

者及び高齢者に関する福祉施設間で連携を行う“ごちゃまぜ福祉”の取組を展開してい

る。子ども、大人、お年寄りといった世代、また、疾患や障害の有無に関わらず、全て

の人に役割と出番がある“居場所”を作り出すことで、互いを認め合う力や支え合う心

を養うことできることから新しいスタイルの福祉といわれている。 

今回の委員会では、福祉現場で展開されている新しい取組についての現状や課題など

について参考人及び理事者及びから意見を聴取し、意見交換を行った。 

各委員から出された意見・見解等について、今後の府政の推進に当たり十分留意し、

府民のため、なお一層の創意工夫をするよう、理事者に対し要望した。 

■参考人

社会福祉法人みねやま福祉会 常務理事 櫛 田  啓 氏 

■出席理事者

【健康福祉部】 

健康福祉部副部長（地域包括担当）、 

健康福祉部副部長（子育て・福祉担当）兼こども・子育て総合支援室長、 

こども・子育て総合支援室企画参事、健康福祉総務課長、高齢者支援課長、 

地域福祉推進課長、障害者支援課長 

■主な質問事項

・「ごちゃまぜ福祉」に積極的でない方への対応について

・スタッフの採用方法について

・一時預かりの課題について

・施設整備の在り方について

・被虐待児の傾向について

・共生型サービスの展開における課題について

・介護保険との住み分けについて など 
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（３）大規模・広域災害等に備えた事業継続力強化のための防災・減

災対策について

     (令和６年11月25日（月）開催) 

■開催概要

令和６年能登半島地震の教訓や南海トラフ地震の発生リスクを踏まえ、ＢＣＰ（事業

継続計画）の取組は重要性を増している。 

京都府では、事業継続に関する基本的な考え方を取りまとめた「京都府業務継続基本

指針」を策定するとともに、風水害や地震などの災害の発生に備え、災害の予防や災害

が発生した場合の応急対策、復旧対策を盛り込んだ京都府地域防災計画を策定するなど、

大規模災害への備えを行っている。 

また、ＢＣＰの実効性をより一層高めるため、「京都ＢＣＰライフライン連絡会」を

毎年開催し、災害時における京都府とライフライン事業者との情報共有や災害対応の連

携を図るほか、令和５年度には府内で最大の被害が想定される花折断層帯地震における

被害想定の見直しを行い、発災から応急復旧までのシナリオを作成するなど、大規模広

域災害等に備えた事業継続力の強化に向けた取組を進めている。 

今回の委員会では、大規模広域災害発生時において、一刻も早い復旧・復興に繋げる

ため、どのように対策を進めていくべきか、現状をめぐる諸課題について、参考人及び

理事者から説明を聴取し、意見交換を行った。 

各委員から出された意見・見解等について、今後の府政の推進に当たり十分留意し、

府民のため、なお一層の創意工夫をするよう、理事者に対し要望した。 

■参考人

京都大学防災研究所 都市防災計画分野 教授 牧 紀男 氏

■出席理事者

【危機管理監・危機管理部】 

危機管理監（危機管理部長兼務）、副危機管理監（危機管理部副部長兼務）、 

危機管理監付両企画参事、危機管理部防災監、 

危機管理部副部長（原子力防災課長事務取扱）、 

危機管理部理事（災害対策課長事務取扱）、危機管理総務課長、消防保安課長 

■主な質問事項

・ＢＣＰ策定の効果や課題について

・景観を守りながらできる耐震や耐火の取組について

・共助を高める取組について

・旧耐震のマンションに対する補助について など 
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（４）宮津・与謝地域の在宅医療・療養に対する体系的支援と在宅看

取りの取組について

     (令和７年２月５日（水）開催) 

■開催概要

超高齢社会を迎え、いわゆる団塊の世代が 75歳以上となる 2025年以降、京都府にお

いても、高齢化率は３割を超え、要介護人口が増加するとともに、亡くなる方が毎年３

万人を超える多死社会を迎えることが予想されている。今後、医療と介護のニーズを併

せ持つ高齢者の増加が見込まれることから、在宅医療・介護を一体的に提供する体制の

構築とその連携がますます必要となる。 

こうした中、京都府において、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けること

ができる医療・介護・福祉の連携による地域包括ケア体制の強化のため、病院、診療所、

施設間の円滑な連携・引継ができる体制構築を目指している。 

一般社団法人与謝医師会では、府立医科大学附属北部医療センターと協力し、地域包

括ケアシステムの一環として、「宮津・与謝地域の在宅看取りサポートシステム」を運

用しているところである。 

今回の委員会では、本人や家族が安心して終末期・看取り期を迎えるための支援につ

いて、参考人及び理事者から説明を聴取し、意見交換を行った。 

各委員から出された意見・見解等について、今後の府政の推進に当たり十分留意し、

府民のため、なお一層の創意工夫をするよう、理事者に対し要望した。 

■参考人

一般社団法人与謝医師会 副会長

今出クリニック 院長 今出 陽一朗 氏

■出席理事者

【健康福祉部】 

保健医療対策監、副部長（地域包括担当）、健康福祉総務課長、高齢者支援課長、 

高齢者支援課参事、医療課長 

■主な質問事項

・京あんしんネットについて

・都市部での在宅支援チームの取組について

・支援の地域格差について

・事前指示書について

・在宅看取りの実績について

・警察との関わりについて など 
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（５）自治体の災害対策を支援する企業の取組について

     (令和７年４月18日（金）開催) 

■開催概要

令和６年１月に発生した能登半島地震をはじめ、近年、頻発化・激甚化する自然災害、

また、今後、高い確率で発生が予想される南海トラフ地震等の大規模災害に備えた防災・

減災対策が必要とされている。京都府では、令和６年度に危機管理センターの全面運用

を開始するなど災害対応に係る体制強化を図るとともに、能登半島地震において浮き彫

りとなった避難生活による肉体的・精神的負担などによる災害関連死に対応するため、

資機材の確保など避難所の環境整備を進めている。 

株式会社大塚商会では、東日本大震災の被災経験などを契機に、自社の強みを生かし、

企業版ふるさと納税を活用した自治体の災害対策支援に取り組んでおり、令和６年８月

以降、愛媛県、高知県、兵庫県などの 15自治体と「災害時相互応援に関する連携協定」

を締結するなど、さらに支援の拡大を図っている。 

今回の委員会では、ＩＴの活用や関連団体等と連携した防災の課題解決を図る取組に

ついて、参考人及び理事者から説明を聴取し、意見交換を行った。 

 各委員から出された意見・見解等について、今後の府政の推進に当たり十分留意し、

府民のため、なお一層の創意工夫をするよう、理事者に対し要望した。 

■参考人

株式会社大塚商会 トータルソリューショングループ

新規ビジネスプロモーション課 上級課長 和田 力 氏

■出席理事者

【危機管理監・危機管理部】 

危機管理監（危機管理部長兼務）、副危機管理監（危機管理部副部長兼務）、 

危機管理監付両企画参事、危機管理部防災監、 

危機管理部理事（災害対策課長事務取扱）、危機管理総務課長、原子力防災課長、 

消防保安課長 

■主な質問事項

・災害対策プラットフォームの導入による評判と課題

・プラットフォーム導入後の物資支援について

・京都府でのプラットフォーム導入の検討について

・避難者支援のためのプラットフォーム活用例について

・今後のプラットフォームの展開について など 
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（委員会）

議案番号 件　 　名 審査結果 備　　考

3
京都府手数料徴収条例及び京都府薬物の濫用の防止に関する条例
一部改正の件

◎

7 京都府認定こども園の認定等の要件等に関する条例一部改正の件 ◎

8
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す
る法律施行条例一部改正の件

◎

9 京都府精神保健福祉総合センター条例等一部改正の件 ◎

９月定例会 3
京都府国民健康保険運営協議会の委員の定数を定める条例一部改正
の件

◎

4
生活保護法に基づく保護施設の設備等の基準に関する条例一部改正
の件

◎

5
児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備等の基準に関する条例一部
改正の件

◎

50 衛星通信系防災情報システム整備工事請負契約締結の件 ◎

18 児童福祉法に基づく一時保護施設の設備等の基準に関する条例制定の件 ◎

26
京都府認定こども園の認定等の要件等に関する条例及び児童福祉法
に基づく児童福祉施設の設備等の基準に関する条例の一部を改正する
条例一部改正の件

◎

27 京都府認定こども園の認定等の要件等に関する条例等一部改正の件 ◎

（分科会）

議案番号 件　 　名 詳細審査結果

６月定例会 1 令和６年度京都府一般会計補正予算（第１号）中、所管事項 適当

９月定例会 1 令和６年度京都府一般会計補正予算（第２号）中、所管事項 適当

28 京都府衛生検査等使用料及び手数料条例一部改正の件 適当

29 京都府立総合社会福祉会館条例一部改正の件 適当

30 京都府精神保健福祉総合センター条例一部改正の件 適当

31 京都府立心身障害者福祉センター条例一部改正の件 適当

32 京都府立舞鶴こども療育センター条例一部改正の件 適当

33 京都府立こども発達支援センター条例一部改正の件 適当

34 京都府立青少年海洋センター条例一部改正の件 適当

35 京都府立洛南病院の使用料、手数料等に関する条例一部改正の件 適当

47 令和６年度京都府一般会計補正予算（第６号）中、所管事項 適当

51 令和６年度京都府一般会計補正予算（第８号）中、所管事項 適当

53
令和６年度京都府母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付事業特別会
計補正予算（第１号）

適当

61 令和６年度京都府国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 適当

64 令和６年度京都府病院事業会計補正予算（第２号） 適当

２月定例会

「◎」は全会一致、「○」は賛成多数、「×」は否決、「会派名＝少」は少数意見留保、「＊」は修正案提出

４　付託議案及び審査依頼議案審査結果

12月定例会

６月定例会

12月定例会

２月定例会
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定例会 受理番号 受理年月日 件名 審査結果

90 令和6年6月10日
ケア労働者の持続的な賃上げと人員確
保の保障を国に求める意見書提出に関
する請願

不採択

92 令和6年6月13日
訪問介護費の引き下げ撤回と、介護報
酬引き上げの再改定を早急に行うことを
求めることに関する請願

不採択

９月定例会 93 令和6年9月18日
長生園における不明朗な会計処理の解
明を求めることに関する請願

不採択

５　付託請願審査結果

６月定例会
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６ 管内外調査 
① 管外調査

(令和６年７月25日（木）～26日(金）） 

１ 東京都庁（東京都新宿区） 

【調査事項】 

「東京マイ・タイムライン」とその普及啓発事業の取組について 

【調査目的】 

京都府における風水害対策の取組の参考とするため、東京都における「東京マイ・タ

イムライン」の普及・啓発に向けた取組について調査する。

【説明】 

東京都総務局 総合防災部 防災計画課 

【調査内容】 

東京都では、都民が風水害対策を検討する際に活用できる防災マップなどをホームペ

ージで公開していたが、近年、都内でも１時間に 50mm以上の降雨の発生率は増加傾向に

あり、対策の強化が必要になっている。一方で、平成 30年の都民意識調査では、４割強

が「風水害に対する備えや取組を特に行っていない」と回答するなど、都民の風水害に

対する意識が低い状況にあった。 

このような状況を踏まえ、令和元年から都民の風水害に対する意識向上を目的に、家

族などで話し合って災害時における一人一人の適切な行動をあらかじめ決めておく避

難行動計画の作成を促す取組「東京マイ・タイムライン」が打ち出された。 

都では、「東京マイ・タイムライン」の普及のため、都内全ての小・中・高等学校や区

市町村等に冊子版を配布、町会・自治会、学校等を対象に土日祝日を含め、セミナーを

実施しているほか、電車内広告や駅構内等のデジタルサイネージによる広報などを行っ

ている。また、令和４年４月からは、より手軽に作成・活用できるアプリ版も運用し、

スマートフォンでも、適切な避難行動をサポートできるようにするなど社会の変化や情

報化社会に対応した風水害対策を進めているということであった。

【主な質問事項】 

・ 防災アプリの利用率及び高齢者の利用に係る問題点について

・ マイ・タイムラインの普及や運用に係る都と区の役割について

・ 東京への通勤者に対する普及・啓発について

・ 学校との連携や地域特性にあった普及・啓発について

・ マイ・タイムラインで共有できない要支援者等情報の取扱いについて  など 
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２ 神奈川県議会〔於：ライフイノベーションセンター〕（神奈川県川崎市） 

【調査事項】 

「ヘルスケア・ニューフロンティアの推進－スマイル 100歳社会の実現－」に向けた

神奈川県の取組について 

【調査目的】 

京都府における健康長寿社会の実現に向けた取組の参考とするため、神奈川県が推進

するヘルスケア・ニューフロンティア政策に基づく取組（施策の現状と課題、人材育成

等）について調査する。 

【説明】 

神奈川県政策局 いのち・未来戦略本部室 

【調査内容】 

神奈川県では、高齢者人口の加速度的な増加が見込まれており、2030年には、本府と

比べて３倍超の高齢者への対応が必要となることから認知症の増加など、超高齢社会の

課題が一気に顕在化する「2025年問題」への対応として、「ヘルスケア・ニューフロンテ

ィア政策」を推進している。 

県内に多くの企業の研究開発機関の蓄積があるという利点を生かし、健康と病気の間

の「未病」（ＭＥ－ＢＹＯ）に注目した研究や取組の推進と最先端医療・最新技術に係る

再生・細胞医療の産業化の拠点として平成28年にライフイノベーションセンター（ＬＩ

Ｃ）を整備した。企業による情報交換や交流を進め、未病の見える化や改善につながる

ことが期待できる商品・サービスの事業化を支援している。 

ＬＩＣは、キングスカイフロント（川崎市殿町）に建設され、約40haの敷地に23の事

業者が集積している。入居企業に対し、高価な分析装置などを安価で利用できるように

するなどベンチャー支援機能も充実させている。また、羽田空港に近いという地理的条

件も生かし、ＷＨＯや米スタンフォード大学医学部等と情報交換をするなど、グローバ

ル戦略も進めている。

政策を進める中でデータ蓄積も進んでいる。高齢化率は、全国平均を20％以上も上回

っているが、自治会活動が盛んで、多世代交流の場の確保、スポーツイベント等が行わ

れている横浜市若葉台団地では、要介護認定率が全国平均より５％以上低く、「食」「運

動」「社会参加」が重要であることも明らかになってきた。県は、引き続き研究開発、実

用化を進めるとともに、高齢化が進む地域の取組に注目しながら、健康政策を進めると

のことであった。 

調査事項を聴取 
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【主な質問事項】 

・ 未病(ＭＥ-ＢＹＯ)の認知度の推移について

・ ライフイノベーションセンター入居企業の利用状況について

・ 県にとってのメリットについて

・ 企業への参加呼びかけについて

・ ベンチャー企業の利用について など 

３ 公益財団法人 川崎市産業振興財団 

〔於：ナノ医療イノベーションセンター (iＣＯＮＭ)〕（神奈川県川崎市） 

【調査事項】 

先端医療の現状と推進体制の構築に向けた課題について 

【調査目的】 

京都府における健康福祉施策の参考とするため、公益財団法人川崎市産業振興財団の

先端医療分野の産官学の連携の取組について調査する。 

【説明】 

ナノ医療イノベーションセンター

【調査内容】 

公益財団法人川崎産業振興財団（川崎市出捐金１億円）は、産官学・医工連携による

オープンイノベーションを推進することを目的にナノ医療イノベーションセンター (i

ＣＯＮＭ) を設立した。同センターは、市と同財団の協調事業としてスタートしたもの

であり、平成 25年に、同財団が文部科学省の補助事業に採択され建設された（建設費約

35億円：国費 25億円、市からの貸付金 10億円、実験機器設置費約 10億円：全額国費）。

同センターは、市から用地の無償貸付など運営に向けた支援を受け、東京大学など多く

の機関とともにナノバイオ技術を生かした未来医療の研究開発を行い、現在では、世界

有数のライフサイエンス分野のイノベーション拠点として公共性の高い研究所として

認知されている。

また、ナノマシン技術を応用した薬剤デリバリーシステムの開発などを行っている東

京大学の片岡一則氏をセンター長に、工学技術で医療・看護の現場を変えるプロジェク

トを推進している。特に、毛細血管の細い部分と比べても 100分の１以下のサイズのナ

ノマシーンを使った研究では、がん治療に期待されている。狙ったところに薬を届けた

り、体内のパトロールが可能となり、疾患を極めて初期の段階で見つけることが可能と

調査事項を聴取 施設視察 
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なるなど、病気の検出から診断、治療までを完了させる体内病院の実現を目指している。

令和４年度以降は、がん、アルツハイマー病、軟骨疾患などの難治性疾患の治療技術の

実用化に向けた研究開発や病気の発見・予防や看護・介護を含めたヘルスケア全般をタ

ーゲットとした活動の展開も行っており、医療を革命的に変えるだけでなく医療費を含

む社会保障費の減少が期待されているとのことであった。 

【主な質問事項】 

・ プロジェクトを進める上での国・県・民間との役割分担について

・ 初期投資額とランニングコストについて

・ 施設内機械の利用状況について

・ 施設内の参加企業のコラボレーションや交流について など 

４ 国土交通省関東地方整備局〔於：東扇島地区広域防災拠点〕（神奈川県川崎市） 

【調査事項】 

首都圏における「基幹的広域防災拠点」の運用について 

【調査目的】 

京都府における防災対策の取組の参考とするため、首都圏における基幹的広域防災拠

点の岸壁（耐震強化岸壁）や埠頭用地等の港湾物流機能、防災物資の備蓄等の取組につ

いて調査する。 

【説明】 

国土交通省 関東地方整備局 港湾空港部 

【調査内容】 

基幹的防災拠点は、1995年の阪神・淡路大震災を契機として、国が大規模広域災害時

の活動の核となる現地対策本部機能を確保するため、首都圏・東京湾臨海部及び関西圏・

大阪湾臨海部の拠点を選定した。首都圏では、2010年に供用された東京都江東区の有明

の丘地区と 2008 年に供用された神奈川県川崎市の東扇島地区の２箇所が、関西圏では

2012 年に供用された大阪府堺市の堺泉北港堺２区の１箇所が 24 時間体制で運用されて

いる。 

有明の丘地区は、災害発生時には広域首都圏の現地対策本部として、応急復旧活動の

指揮、災害医療の支援、広域支援部隊等（自衛隊・警察・消防など）のベースキャンプ

となり、首都圏の広域防災の陣頭指揮が行われる。 

調査事項を聴取 施設内視察 
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一方、東扇島地区は、有明の丘地区と一体的に運用される緊急物資輸送の拠点であり、

緊急物資の集積や輸送を行う「物流コントロールセンター」として、海上輸送・河川輸

送・陸上輸送等の中継を担当するベースキャンプとして機能する。 

同地区は、耐震強化岸壁で守られており、免震機能を持つ支援棟も整備している。災

害復旧に使用可能な砂利が備蓄されている多目的広場は、支援物資の集積や荷捌きを行

う場所になるほかヘリポートも整備されている。 

敷鉄板、発電機、投光器などの備品が倉庫に備蓄されているほか、開閉可能な屋根付

きテントやエアーで膨らむ大きな防災テントなどの大型備品も整備されている。防災訓

練も定期的に実施されており、応急復旧訓練、物資輸送訓練、関東地方整備局や陸上自

衛隊などのヘリコプターを使用した物資搬送訓練は夜間にも実施している。 

災害支援については、関東以外にも平成 27年関東・東北豪雨や平成 28年(2016年)熊

本地震など各地の災害に対しても救援物資を支援した実績があり、首都圏だけでなく、

全国で大規模災害に備えた対応が行われているとのことであった。 

【主な質問事項】 

・ 他地域災害時における貯蔵物資の流用について

・ 平時の利用状況について

・ 訓練の実施状況について

・ 備蓄倉庫内の資材原料について など 

調査事項を聴取 施設視察 
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月日 発    着    地 発時刻 着時刻

京　都　駅 9:30

11:38

11:50

（　昼　食　）

13:30

14:30

15:30

16:30

宿　舎 17:00

宿　舎 9:30

10:00

11:30

（　昼　食　）

13:20

14:20

15:00

15:18

京　都　駅 17:15

神奈川県議会
〔於：ライフイノベーションセンター〕

（神奈川県川崎市）

●「ヘルスケア・ニューフロンティアの推進－スマイル
100歳社会の実現－」に向けた神奈川県の取組につい
て
①概要説明
②施設視察

危機管理・健康福祉常任委員会　管外調査日程

摘 要

京都駅２階新幹線中央口　９：１５　集 合、９：３０　出　発

【のぞみ216号】

品　川　駅
【借上バス】

東京都庁
（東京都新宿区）

●「東京マイ・タイムライン」とその普及啓発事業の
取組について

７
月
25
日

(木)

７
月
26
日

(金)

【借上バス】

公益財団法人　川崎市産業振興財団
〔於：ナノ医療イノベーションセンター

（ｉＣＯＮＭ）〕
（神奈川県川崎市）

●先端医療の現状と推進体制の構築に向けた課題につい
て
①概要説明
②施設視察

（12:00～12:50）

【解　散】

国土交通省関東地方整備局
〔於：東扇島地区広域防災拠点〕

（神奈川県川崎市）

●首都圏における「基幹的広域防災拠点」の運用につい
て
①概要説明
②施設視察

新　横　浜　駅 【のぞみ233号】

（東京都新宿区内）（12:25～13:15）

（神奈川県川崎市内）

（神奈川県横浜市内）

令和６年
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② 管外調査
(令和６年11月18日（月）～20日(水）） 

１ 福島県議会（福島県福島市） 

【調査事項】 

福島県の危機管理対策について 

【調査目的】 

京都府におけるＢＣＰ等の危機管理対策の参考とするため、福島県の危機管理対策に

ついて調査する。 

【説明】 

福島県危機管理部危機管理課 

【調査内容】 

福島県では、震災被災県としての経験を生かした危機管理対策に取り組んでおり、防

災アプリを活用した県民への情報発信や東日本大震災での経験を踏まえたＢＣＰの対

策を行っている。 

福島県防災アプリは、令和６年３月、スマートフォン用のアプリとして運用が開始さ

れ、開始から約５か月で５万ダウンロードを突破した。多様な機能があり、現在地の危

険性や周辺の指定避難所の詳細などが表示されるほか、災害時の避難行動の支援など各

種防災情報を受け取ることが可能となっている。また、家族構成や自宅、職場の災害リ

スクを踏まえた避難計画「マイ避難シート」の作成や家族や友人などグループをあらか

じめ設定しておくことで、安否情報や位置情報の共有が可能となるほか、家族の人数に

応じた３日分の食料など備蓄品の目安となる数量が自動計算された備蓄品リストの作

成機能などもある。

また、県は震災により行政自身も被災し、応急・復旧業務をはじめ通常業務にも大き

な支障が生じた経験から、同規模の大地震発災時においても県庁の機能を維持し、優先

的に実施すべき業務を継続的に遂行するためのＢＣＰ（業務継続計画）を策定している。

県内７地域に設置する災害対策本部ごとに「地方業務継続計画」を策定し、県全体の危

機対応能力の向上を図るほか、民間企業に対してもＢＣＰ策定支援を行うなど、危機管

理対策を推進しているとのことであった。 

【主な質問事項】 

・ 防災アプリの機能、提供情報のリアルタイム性、追加機能の検討状況について

・ 福島県内市町村防災アプリとの連携について

・ 防災アプリが利用困難な高齢者等への対応について

・ 防災アプリを使った防災訓練の実施について など 
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２ 地域医療連携推進法人 日本海ヘルスケアネット 

地方独立行政法人 山形県・酒田市病院機構日本海総合病院 

〔於：日本海総合病院〕（山形県酒田市） 

 

【調査事項】 

地域における医療連携について 

  

【調査目的】 

京都府における地域医療連携の促進や医療ＭａａＳ、医療ＤＸの導入の参考とするた

め、日本海ヘルスケアネット及び日本海総合病院の取組について調査する。 

 

【説明】 

山形県・酒田市病院機構 

 

【調査内容】 

酒田市の人口は、1955年の128,264人をピークに減少しており、2040年は74,617人まで

減ると推計されている。急速な人口減少により医療人材不足はもちろん、医療需要の減

少により医療従事者の診療経験や質の低下等につながり、医療提供体制の維持が困難に

なることが見込まれることから、日本海ヘルスケアネット及び日本海総合病院が主体と

なって、地域内の医療機関などと連携や協力を進めている。 

日本海ヘルスケアネットは、2018年に地域で連携した病院経営が行えるよう酒田市を

はじめ地域の医療機関等により設立され、人事交流、診療機能の重点集約化、病床調整、

財務連結、電子カルテの共有等に取り組んでいる。 

また、有効性、安全性、経済性に配慮した医薬品の合理的選択ができるようにする地

域フォーミュラリを推進するため、協議会を設置し、患者と保険者の費用負担の軽減を

図っている。 

日本海総合病院では、地域内の医療機関の連携だけでなく、医療と介護、福祉との連

携や医療ＭａａＳを推進している。また、国が医療ＤＸとして推進するマイナンバーカ

ードを利用した資格確認や電子処方箋も導入しており、マイナ受付率や電子処方箋の発

行割合が５割を超えているだけでなく、マイナンバーカードを利用して介護、福祉との

情報共有も可能となっている。同病院が参加している山形県庄内地域の医療情報ネット

ワーク「ちょうかいネット」では、患者が指定した機関で患者情報の共有が行われ、病

院、かかりつけ医、健診機関、在宅ケア関係者、介護施設の連携により切れ目のない医

療・介護サービスが受けられる。2023年９月末現在で、延べ16万人超の患者情報がネッ

調査事項を聴取 
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トワーク化され、診療記録、処方箋等の情報が医師、看護師、ケアマネ等に提供されて

おり、県人口の15.9％をカバーしている。こうした取組により安全で無駄のない薬の処

方、スピーディーな常用薬需要の把握ができ、また、災害時にも医療圏を超えても活用

可能となっている。

医療ＭａａＳの取組では、小回りのきく軽自動車仕様のキャンピングカーで看護師と

事務員が患者のもとへ向かい、現地から映像・音声などを送り、遠隔地にいる医師が診

療できるようにしており、道路状況が悪い山間地の集落や災害の現場にも出動可能とな

っている。 

日本海ヘルスケアネット及び日本海総合病院は、今後も患者に適切な医療提供を行っ

ていくため、活用できる資源やシステムを最大限活用し、他の機関と連携しながら医療、

介護、福祉の提供を進めていくとのことであった。 

【主な質問事項】 

・ 医療スタッフの確保対策について

・ 地域フォーミュラリの取組状況と課題について

・ 「ちょうかいネット」の運用状況について

・ 医療ＤＸの現状と課題について

・ 医療ＭａａＳの運用状況について など 

３ 山形市議会〔於：山形市保健所〕（山形県山形市） 

【調査事項】 

健康寿命の延伸に関する取組について 

【調査目的】 

京都府における健康寿命の延伸に向けた取組の参考とするため、山形市の取組につい

て調査する。 

【説明】 

山形市健康医療部健康増進課 

【調査内容】 

山形市は、人口 10万人あたりの医療機関の数や病床数、医師数などが東北の県庁所在

地の中でも一番多いという強みを生かし、産業や観光の振興などにもつながる健康寿命

延伸施策を推進している。市は平成 31年４月に中核市になり、新たに設置した保健所を

施設視察 調査事項を聴取 
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中心に関係部局が連携した「健康医療先進都市」を打ち出した。 

市民が健康寿命を損なう原因を分析したところ、認知症、運動器疾患（転倒による骨

折、関節疾患）、脳血管疾患が全体の 80％を占めていた。これらの予防に向け、市では、

令和元年からバランスの良い生活習慣のため「食事(Ｓ)、運動(Ｕ)、休養(Ｋ)、社会(Ｓ)、

禁煙・受動喫煙防止(Ｋ)」に留意する「ＳＵＫＳＫ(スクスク)生活」を提唱し、健康に

対する意識の向上を図っている。スマホアプリ等を活用した「健康ポイント事業ＳＵＫ

ＳＫ(スクスク)」は、専用のスマホアプリ又は歩数計を活用して、毎日の歩数や、健康

づくりに関する事業への参加、健康診断・がん検診等を受診することでポイントをため

ることができ、一定のポイント数に達した方は、市の特産品がもらえる品の抽選に参加

することができる。また、市内の寺社や遺跡などを巡って、「新しい山形市を再発見しな

がら、楽しんで歩きましょう」という狙いもあり、ＧＰＳ機能を活用してウォーキング

マップ中のチェックポイントを回ると、ポイントが獲得できるようになっており、観光

振興にもつなげてる。

参加者は令和５年４月に１万人、８月には１万２千人に、令和６年 10 月には 16,000

人を突破し、年平均成長率は約 45％で増加しており、その内訳は、約７割が現役世代と

のことであった。本取組は、厚生労働省「第 12回 健康寿命をのばそう！アワード」2023

年厚生労働大臣 最優秀賞を受賞している。 

参加者は増加しているものの、事業実施に伴い糖尿病などの生活習慣病や医療費の減

少などの事業効果がなかなか現れないことから、参加者増加に伴う記念品確保の予算も

厳しい状況にあり、事業継続のために民間スポンサーを探すなど、今後も努力していく

とのことであった。 

【主な質問事項】 

・ 健康ポイント事業のアプリポイント抽選記念品について

・ 事業への参加状況について

・ 事業の運営経費について など 

４ 株式会社みらいファーム やまと〔於：了美 ヴィンヤード＆ワイナリー〕 

（宮城県黒川郡大和町） 

【調査事項】 

みらいファームやまとにおける農福連携事業について 

【調査目的】 

京都府における農福連携の取組の参考とするため、宮城県において農福連携を進めて

いる株式会社みらいファームやまとの取組について調査する。 

調査事項を聴取 
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【説明】 

株式会社みらいファームやまと 

【調査内容】 

株式会社みらいファームやまとは、大和町の過疎・高齢化が進む地域において平成 27

年に、ワインの製造・販売を行うために設立された会社である。代表取締役は、仙台市

内で社会福祉事業などを行っていたが、生まれ故郷の大和町の観光振興を図るために、

自ら山林を切り開き、ブドウ栽培、ワイン醸造・販売、にんにく生産及び加工販売のほ

か、米や野菜などの生産、間伐材を利用した薪や炭の販売なども行い、地域への集客に

取り組んでいる。令和２年からは、レストラン・宿泊施設の営業を開始し、施設内の農

産物を活用したメニューや風光明媚なロケーションから人気を集め年間１万人を超え

る入込客がある。 

また、同代表者は、社会福祉法人やまとみらい福祉会も運営しており、令和元年に、

農福連携事業として、「ワインフォレスト七ツ森」を開所し、就労継続支援Ａ型・Ｂ型の

指定を受けたが、現在は、Ｂ型のみで運用されている。就業者は、ブドウ畑での農作業

（剪定、誘引、除草、摘芯、除葉、運搬など）やニンニク栽培に関わる農作業（種作り、

播種、畑づくり、除草作業、選別など）、ワイン製造（ラベル張り）に従事している。 

また、株式会社みらいファームやまとは、地域に人を呼び込む施設として賑わいを創

出しているとして、令和５年度の宮城県の「食材王国みやぎ」推進優良活動表彰の地産

地消部門で大賞を受賞している。 

今後も、農福連携に、観光も組み合わせた地域振興を図りながら、障害者雇用の充実

を目指すため努力していくとのことであった。 

【主な質問事項】 

・ 就労継続支援Ｂ型の運用状況について

・ 農業生産法人みらいファームやまとの栽培作物について

・ 障害者の雇用状況について

・ レストランを併設した効果について など 

調査事項を聴取 農場を視察 
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５ 国立大学法人 宮城教育大学 防災教育研修機構（宮城県仙台市） 

【調査事項】 

震災被災地の防災教育について 

【調査目的】 

京都府における防災教育の取組の参考とするため、宮城教育大学 防災教育研究機構

における、被災経験を生かした防災教育の取組について調査する。 

【説明】 

国立大学法人 宮城教育大学 防災教育研修機構 

【調査内容】 

国立大学法人宮城教育大学防災教育研修機構は、大学が防災教育の拠点として設置し

た機関であり、東日本大震災の教訓や課題などを通じて、学校現場における自然災害時

の対応など学校教育における支援や災害時の対応を学生や全国の教職員と共有するこ

とを目的としている。 

同機構は、防災教育・研究の充実、人材育成、震災遺構（荒浜小学校等）の利活用促

進、防災国際協力の推進等、幅広い分野にわたる取組を実施している。その一例として、

伝承を通じた防災教育実践ポータルサイト「災害メモリアルに学び、描く未来」の運営

があり、震災遺構を学校教育に活用するための動画や資料等の情報を公開している。 

また、国機関や地方自治体とも連携している。国土交通省東北地方整備局とは、防災

教育の推進に関する連携協定に基づき共同研究を行いその成果を取りまとめた「授業に

役立つ防災教育３分動画集ＤＶＤ」を制作、仙台市とは、東日本大震災を経験していな

い仙台市内の子どもたちに震災の経験と教訓をつなぎ、国内外の防災へ生かすことを目

的として、令和元年８月 30日、宮城教育大学・仙台市・仙台市教育委員会の３者で防災

教育・啓発の推進等にかかる連携及び協力に関する協定を結んでいる。 

子どもたちへの防災教育については、様々なホームページやアプリ情報の積極的な活

用が、また、震災時のボランティアの組織化については、普段から状況把握や関係性を

築いておくことが重要であるとのことであった。 

【主な質問事項】 

・ 学校と地域の連携について など 

調査事項を聴取 
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月日 発    着    地 発時刻 着時刻

京　都　駅 9:30

11:45

12:00

13:31

13:50

14:00

15:00

15:10

15:35

17:41

17:55

18:10

宿　舎 8:45

10:00

11:30

（　昼　食　）

14:30

15:30

16:45

宿　舎 8:30

9:30

11:00

（　昼　食　）

13:00

14:00

14:15

14:31

16:04

16:21

京　都　駅 18:32

【のぞみ423号】

【解　散】

（11:05～11:55） （宮城県大和町内）

国立大学法人　宮城教育大学
防災教育研修機構
（宮城県仙台市）

●震災被災地の防災教育について

仙　台　駅

【こまち24号】

東　京　駅

宿　舎 （宮城県仙台市内）

11
月
20
日
(水)

【借上バス】

株式会社みらいファーム　やまと
〔於：了美 ヴィンヤード＆ワイナリー〕

（宮城県黒川郡大和町）

●みらいファームやまとにおける農福連携事業について
①概要説明
②施設視察

11
月
19
日
(火)

【借上バス】

地域医療連携推進法人
日本海ヘルスケアネット

地方独立行政法人
山形県・酒田市病院機構

日本海総合病院
〔於：日本海総合病院〕

（山形県酒田市）

●地域における医療連携について
①概要説明
②施設視察

（11:40～12:30） （山形県酒田市内）

山形市議会
〔於：山形市保健所〕

（山形県山形市）
●健康寿命の延伸に関する取組について

新　庄　駅
【タクシー】

宿　舎 （山形県新庄市内）

福島県議会
（福島県福島市）

●福島県の危機管理対策について

福　島　駅

【つばさ141号】

危機管理・健康福祉常任委員会　管外調査日程

摘 要

11
月
18
日
(月)

京都駅２階新幹線中央口　９：１５　集 合、９：３０　出　発

【のぞみ216号】

東　京　駅
【やまびこ137号】

（車内昼食）
福　島　駅

【タクシー】

令和６年
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③ 管内調査

(令和７年１月15日（水）） 

１ 宇治田原町役場〔現地視察：宇治田原中央公園〕（綴喜郡宇治田原町） 

【調査事項】 

宇治田原中央公園の防災機能について 

【調査目的】 

 京都府内における今後の防災体制の整備等の参考とするため、宇治田原中央公園の防

災機能について調査する。 

【説明】 

宇治田原町 

【調査内容】 

 宇治田原町における過去の大きな災害として、平成25年９月の台風18号による記録的

豪雨がある。当時は、京都府全域に大雨特別警報が発表され、同町でも人的被害はなか

ったものの土砂の流出やがけ崩れ、浸水などの被害が発生した。中でも町を横断する国

道307号が、法面崩落により全面通行止めとなり、交通機能に大きな影響を与えた。その

ため、町は、国道307号を南に迂回する都市計画道路宇治田原山手線の整備を一丁目一番

地の施策と位置づけ、老朽化していた庁舎を宇治田原山手線沿いに移転させ、防災・災

害対策の拠点として、隣接地に防災機能を備えた宇治田原中央公園を整備することとし

た。新庁舎は令和２年７月に開庁、中央公園は令和５年11月に開園した。 

同公園は、敷地面積が約2.0ha、総事業費８億円超で、有事の際に、緊急用のヘリポー

トとして救出・救助活動や消防活動、物資の搬出などで利用できる芝生広場のほか、避

難場所として活用できるよう災害用マンホールトイレやかまどベンチ、耐震性貯水槽、

防災あずまや、防災倉庫など様々な防災機能を兼ね備えている。

 災害時の運用については、司令機能を担当する新庁舎で担うこととしており、避難が

必要な場合には、住民はまず近くの公民館に１次避難し、次の段階で、広域避難場所で

ある小学校へ、そして、それらを補う形で防災公園への避難が位置づけられている。さ

らに、住民避難が長引くような場合には、芝生広場に仮設住宅を整備することも想定し

ている。 

役場では、注意報でも職員を配置しており、いざという時には、こうした体制や施設

を生かして自主防災組織との連携を取りながら臨機応変に防災対策を行うとのことで

あった。 

【主な質問事項】 

・公園整備の財源について

・今後整備する公園等への防災機能整備について

・防災の司令塔機能について

・想定される避難収容人数について

・避難者のための住宅整備について   など 
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２ 京都府立医科大学附属病院（京都市上京区） 

【調査事項】 

がん対策（患者支援・アピアランスケア）の取組について 

【調査目的】 

 がん治療に伴う外見の変化によって生じる患者の苦痛を和らげるアピアランスケア

について、京都府立医科大学附属病院の取組を調査する。 

【説明】 

京都府立医科大学附属病院 

【調査内容】 

がん治療による外見の変化は、患者にとって大きな負担であり、治療を継続しながら

社会生活を送るがん患者が増える中、治療中や治療後の生活を維持する上で、外見変化

に対するサポートの重要性は広く認識されつつある。 

京都府立医科大学附属病院は、がんやがん治療による脱毛、肌や爪の変化などの外見

の変化に関する相談支援のためアピアランスケア外来を設置している。がん治療を受け

ている患者とその家族を対象とした週１回の相談会のほか、頭皮ケアの方法や医療用ウ

ィッグ（かつら）、爪等について、専門メーカーに相談できるアピアランスケア相談会や、

タオルで帽子を作りながら、日頃の不安を話したり情報交換ができる「タオル帽子を作

る会」、がん治療に伴う脱毛などを自由に相談できる「ひだまりサロン」を開催している。 

同病院では、アピアランスケアの推進のため、看護部、薬物療法センター及び患者サ

ポートセンターが連携した支援チームを構築し、エビデンスに基づいた支援の提供を行

っており、令和６年度には、国のモデル事業に採択されている。 

医療の進歩により、がん治療も通院での治療が増えており、患者の負担を軽減し、患

者に寄り添う相談体制の充実をさらに進めていく必要がある。 

京都府では、市町村と連携して、がん患者の経済的負担を軽減するとともに、社会参

加を促進し、療養生活の質の向上を図ることを目的とした「がん患者アピアランスケア

支援事業」により、見た目の変化をケアする医療用ウイッグ（かつら）、乳房補正具の購

入費用の一部を助成している。 

しかし、検査、投薬、手術などの医療行為は費用が発生し収益となるが、相談の中で

も、診療を伴わない相談については、保険診療の対象とならない。アピアランスケア相

談は、ニーズはあるものの、収益が見込めない仕事であり、がん診療連携拠点病院機能

防災公園を視察 調査事項を聴取 
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強化事業で相談支援センターの運営費に対する助成が行われている。アピアランスが必

要な患者への支援は全国的にも取組が始まったところであり、現状は関係者の熱意と献

身的な努力で進められているとのことであった。 

【主な質問事項】 

・アピアランスケアの費用について

・国のアピアランス支援モデル事業について

・相談件数について

・アピアランスケアの効果について など 

３ 社会福祉法人リガーレ暮らしの架け橋 地域密着型総合ケアセンターきたおおじ

（京都市北区） 

【調査事項】 

人材の確保や経営基盤の強化に向けた社会福祉法人のグループ化の取組について 

【調査目的】 

人口減少と高齢化が急速に進む中で、持続可能で安定的な介護サービスの提供のため、

社会福祉法人が連携し、人材確保や経営の安定化に向けた取組を進めている事例につい

て調査する。 

【説明】 

社会福祉法人リガーレ暮らしの架け橋 

【調査内容】 

社会福祉法人リガーレ暮らしの架け橋は、７つの社会福祉法人が連携し、2012年にグ

ループ本部となる「きたおおじ」を開設し、2017年に社会福祉法人の認可を受けた。リ

ガーレは、小規模な法人が地域展開や人材育成への取組などで連携を深めることを目指

すグループで、地域に密着した福祉・介護サービス拠点を整備している。

リガーレ本部では、資材の共同購入の検討など経営に関する情報の共有、年間60回余

りの経験・役職別研修の実施、スーパーバイザーによるグループ施設の巡回など人材育

成の取組のほか、バックオフィス機能を持たせ、大規模施設に匹敵する効率的な事務管

理ができるように経営戦略を進めている。 

「きたおおじ」は、特別養護老人ホーム、ショートステイ、小規模多機能型居宅介護、

サービス付き高齢者向け住宅、ケアプランセンター、地域交流サロン、保育事業などの

調査事項を聴取 
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小規模であるが多くの機能を有する地域密着型総合ケアセンターで、通い、泊まり、訪

問、交流などの利用者の変化に合わせて利用できるほか、地域住民と交流できる施設と

なっている。 

地域との連携では、住民を交えた地域ケア会議、学生等によるアウトリーチ活動、お

祭りへの参加などを通じて、積極的な交流を図り、地域で暮らし続けることを支える仕

組みの構築を目指している。 

人材の確保については、新卒学生の採用が難しい状況ではあるが、グループ内で40～

50名の外国人を採用おり、今後は、大学への発信を強化していく予定である。一方、新

たな人材として、事業所から徒歩圏内の住民を介護アテンド職として採用し、見守りや

生活支援など暮しの支援に従事させており、職員150名のうち30名を確保している。 

社会福祉に必要な人材は、2022年に215万人であったものが、2040年には、272万人に

なると見込まれており、国は社会福祉法人の事業の協働化・大規模化が必要と考え、規

模の大きさを生かした法人運営が可能となるよう社会福祉連携推進法人を2022年に制

度化し、同年リガーレも第１号の認定を受けた。今後は、社会福祉連携推進法人制度を

活用した多くの新たな取組が始まり、ガバナンス改革に熱心な経営者のもとで、小規模

であっても人が集まり活躍できるモデルを構築していきたいとのことであった。 

 

【主な質問事項】 

・施設運営をサポートする介護アテンド職について 

・外国人人材の活用について 

・介護アテンド職や地域住民が参加するケア会議について 

・社会福祉連携推進法人のメリットについて 

・社会福祉法人の連携における課題について 

・サービス付高齢者向け住宅について          など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査事項を聴取 施設視察 
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月日 発    着    地 発時刻 着時刻

議　会　棟 8:35

9:40

11:05

13:15

14:15

14:35

16:15

議　会　棟 16:30

（京都市上京区内）

京都府立医科大学附属病院
（京都市上京区）

●がん対策（患者支援・アピアランスケア）の
取組について

社会福祉法人リガーレ暮らしの架け橋
地域密着型総合ケアセンター

きたおおじ
（京都市北区）

●人材の確保や経営基盤の強化に向けた
社会福祉法人のグループ化の取組について
・概要説明
・施設視察

【解　散】

危機管理・健康福祉常任委員会　管内調査日程

摘 要

１

月

15

日

(水)

議会棟　８：３０　集 合、８：３５　出　発

【借上バス】

宇治田原町役場
（綴喜郡宇治田原町）

●宇治田原中央公園の防災機能について
・概要説明
・徒歩移動
・現地視察（宇治田原中央公園）

（昼　食） （12:15～13:05）

令和７年

テ

レ

ビ

取

材

32



 

７ 委員会活動のまとめ 

 

 

 

 

○竹内紗耶委員 

危機管理・健康福祉常任委員会のまとめに当たり御挨

拶を申し上げます。 

まずは、青木委員長、渡辺副委員長、田中副委員長を

はじめ、委員の皆様、理事者、事務局の皆様には、この

１年間、本当にお世話になりました。多くの学びを得る

ことができたことに心より感謝申し上げます。 

この１年、医療や福祉、防災といった現場の課題に触

れる中で、特に印象に残ったのは、福島県と日本海ヘル

スケアネットさん、そして宮城県のみらいファームやま

とさんの取組でした。 

福島県では、震災を経験したからこその危機管理対策

が徹底されており、防災アプリを活用した県民目線の情報発信や行政自身のＢＣＰの

整備、市町村、民間への支援にまで踏み込んだ体制に大きな学びがありました。行政

も、また被災するというリアルな視点に立った備えこそ、命を守る対策だと感じまし

た。 

また、山形県酒田市さんの日本海ヘルスケアネットさんでは、人口減少、医療人材

不足という課題に対して、地域の医療機関同士が手を取り合い診療機能の集約、情報

の共有、医療ＤＸの推進など徹底した連携で地域の医療を支えておられました。軽自

動車による医療ＭａａＳの仕組みなど、限られた資源の中でも工夫を重ねる姿勢に、

京都府でも応用できる視点があるなと強く感じました。 

さらに、宮城県のみらいファームやまとさんでは、農福連携を観光や地域振興と結

びつけるという新しい挑戦に感動しました。障害のある方々がブドウやニンニクの生

産、ワイン製造に携わるだけでなく、レストランや宿泊施設を通して地域に人を呼び

込み、誰もが地域の担い手として輝ける場が実現されていました。福祉だから守ると

いうのではなく、福祉がまちを動かす力になるという可能性をすごく感じました。医

療も福祉も防災も制度で動くものではなく、人と現場で支えられているものだなとす

ごく感じましたし、知恵と連携と熱意が必要なんだと視察を通してすごく実感しまし

た。 

本委員会での１年は私にとってとてもよい経験となりました。議員として、そして

１人の府民の立場からも多くの学びと気づきをいただけたことに、心から感謝をして

５月臨時会の委員会（令和７年５月21日開催）において、各委員から、１年間

の「委員会活動のまとめ」として、本委員会の所管事項に関する総括的な所感

や、意見・要望等の発言があった。 

以下、その内容を発言順に記載した。 
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おります。１年間、本当にありがとうございました。 

 

○小巻久美委員 

 この１年間、青木委員長、渡辺副委員長、田中英夫副委員

長をはじめ、委員の皆様、理事者の皆様、事務局の皆様には

大変にお世話になり、ありがとうございました。１年を振り

返り、この委員会で学ばせていただいたことで特に印象に残

ったことをお話しさせていただきます。 

 管外視察では、東扇島地区広域防災拠点での首都圏におけ

る基幹的防災拠点での運用についての視察をさせていただき

ましたけれども、広域防災拠点としての役割、平常時は公園

としてイベントなどにも使用されるスペースであること、防

災物資の備蓄の取組等を視察させていただきました。 

 また、国立大学法人宮城教育大学では、防災教育研修機

構、震災被災地の防災教育についての視察では、東日本大震災を経験していない仙台

市の子どもたちに震災の経験と教訓をつなぐこと、震災時に大切なのは日頃からの地

域のつながりが重要であることを学びました。 

 また、地域医療連携推進法人日本海ヘルスケアネット、地方独立行政法人山形県・

酒田市病院機構日本海総合病院での地域における医療連携についての視察では、人口

減少による医療体制の維持が困難になる中で、地域内の医療連携、医療ＤＸ、医療

ＭａａＳの推進によって、医療・介護・福祉の提供を進めていく取組を学ばせていた

だきました。京都府でも同じような状況である地域がある中、大変に参考になる視察

でした。 

 参考人のお話では、宮津・与謝地域の在宅医療・療養に対する体系的支援と在宅看

取りの取組について、今出クリニック院長・今出陽一朗先生のお話は、京都府立医科

大学北部医療センターと連携し、宮津・与謝地域での在宅看取りサポートシステムを

運用され、かかりつけ医が不在時に北部医療センターの医師が代行で在宅患者の看取

りを行い、本人や御家族が安心して終末期看取りを迎えることができる高齢の方が多

い地域では、大変安心なシステムであること、そして人生会議では、誰もがこれをや

っておくべきことではないかなというふうに思いました。 

 2024年の１月１日に能登半島地震が起こり、南海トラフ地震が30年以内に80％の確

率で起こると言われている今、京都府では危機管理センターも開設していただき、府

民の方々も防災に対して大変な関心を持っておられますし、心配をされています。こ

の委員会で学ばせていただいたことは、委員の皆様の御質問、参考人のお話、管外視

察、どれも京都府民の方々の日常生活に直結し、日頃より地域でもいろいろな方から

私も御質問をいただくことが多く、私自身、京都府の取組などを御説明するのに大変

勉強になりましたし、役立ちました。危機管理部・健康福祉部の関係理事者の方々に

は御指導くださいましたことに心から感謝を申し上げます。引き続き、京都府民の安

心・安全を守るため御尽力を賜りますことをお願い申し上げます。１年間大変お世話

になり、ありがとうございました。 
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○筆保祥一委員 

 まず初めに、青木義照委員長をはじめ、渡辺邦子副

委員長、田中英夫副委員長には、委員会での審査や管

内・管外調査、また閉会中の常任委員会の開催など、

この１年間、各委員に対して献身的に御対応いただき

ましたことを、この場をお借りしてではございます

が、御礼を申し上げます。誠にありがとうございまし

た。 

 また、理事者の皆様方におかれましても、当方の質

問に対し真摯に向き合い、的確な御答弁を頂戴いたし

ましたこと、心より感謝を申し上げます。 

 さて、この１年間を振り返ってみますと、未曾有と

いう言葉がもう我が国では当たり前になったのではないかと感じております。近年で

言いましたら、２年前に新型コロナウイルス感染症が５類に移行されたものの、経済

問題や気候変動問題、また領土紛争問題など、10年ほど前まではそこまで実感が湧か

ず、一部の人たちに限っていたものが現在では、もうそれが当然のごとく全ての国民

に関係する問題になってきたのではないかと感じております。とりわけ危機管理につ

きましては、近い将来発生が危惧されている南海トラフ地震を想定した各種計画やガ

イドライン等の見直し、その他、国や基礎自治体との調整や指導など、まさしく今、

私たちが直面している課題に向き合っておられる内容であり、誰もが経験したことの

ない時代に突入する中で、その行政判断と限られた予算の中で非常に厳しい状況であ

ると思っております。 

 ただ、どのような施策や計画も一朝一夕で対応できるものではなく、試行錯誤を繰

り返しながらでも前に進み、そして中長期も見据えて的確な施策を打っていく。もち

ろん危機管理だけでなく、健康福祉につきましても府民生活に直結する部署であるた

め、当委員会が所管する各種案件は、今すぐに目に見える形で対応できるものは一切

ないと考えております。全てが未曾有の状況下で時間的な制約がありながらでも歩み

を止めず、継続を維持していきようやく形になっていく、その重要な審査の一端でも

担えたことに感謝を申し上げる次第でございます。 

 行政の施策には完了はございません。全てが脈々と過去からつながっており、未来

へ継続し続けていく。そして、その中で変革を恐れず、時代に即し柔軟に対応してい

くことが肝要であると考えております。この１年間の私の質問等を列挙することはこ

の場では控えさせていただきますが、その全てが継続案件であり、完了しているもの

は一切ございません。どの案件につきましても引き続き注視をし、その都度、質問さ

せていただこうと思っておりますので、今度とも御対応のほど、何とぞよろしくお願

い申し上げます。 

 最後になりましたが、危機管理部、そして健康福祉部の職員の皆様には、府民生活

に直結している分、責任も大きく大変御苦労とは存じますが、これからも引き続き府

民の安心・安全を担保するため御尽力いただきますことをお願い申し上げ、私の１年

間のまとめとさせていただきます。本当に１年間、ありがとうございました。 
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○林正樹委員 

 この１年間、青木委員長、渡辺・田中英夫両副委員

長には大変お世話になり、また委員の皆様、そして事

務局の皆様にも大変お世話になりまして、誠にありが

とうございました。 

 危機管理と健康福祉、まさに京都府政にとって最優

先の使命と責任であります府民の命と健康、そして安

心を守るという重要なテーマについて、審議、議論す

る機会をいただき感謝を申し上げます。この委員会で

は、私、危機管理については防災のＤＸ化であります

とか、また災害関連死の話などもさせていただきまし

たけれども、近年の様々な災害等の状況を踏まえ、平

時からしっかりとそうした対応が取っていけるような事業のさらなる推進を求めてお

きたいと思いますし、また参考人からもそうした観点でのお話を様々教えていただい

たと思っております。いざというときに、しっかりと人々の命を守っていける、そう

した体制をぜひとも着実に推進していただきたいと思っております。 

 健康福祉につきましては、みねやま福祉会の櫛田常務理事から参考人としてお話い

ただきました、ごちゃまぜの福祉ということ、そしてまた、管内調査で社会福祉法人

リガーレ暮らしの架け橋地域密着型総合ケアセンターきたおおじを視察させていただ

きました。いずれのお話、また施設でのお話もそうでありましたけれども、本来きた

おおじの方は社会福祉法人のグループ化がテーマだったんですけれども、その場で見

させていただいて思ったのは、やはり生老病死というその大きなライフステージの中

で、医療・介護・福祉がそのライフステージの進行具合によって、どう対応していけ

るのかということを制度の垣根の乗り越えてやっていける体制をどうつくっていくの

か、ということが大事だなということを改めて実感した次第でありますし、それは櫛

田常務理事のごちゃまぜの福祉もまさにそういうふうに思いました。子育てが出会い、

結婚・妊娠・出産から保育・教育、就労という流れがあるのと同じように、やはり高

齢の方々でありますとか、また障害のある方々のそうしたライフステージの進展に応

じた適切な対応ができるような連携というのを、今後ともぜひ模索していただきたい

なというふうに思っております。 

 きたおおじでは、住宅施策と福祉政策の絡みでありましたし、災害関連死等で言え

ば、防災とＤＸであったりとか、また防災と福祉であったりとか、いろんなそうした

連携というのをもっと深めていく、そうした模索をしていくことが大事なのかなとい

うふうにも思って、この１年間、いろんなお話をさせていただきましたし、お聞きし

たというふうに思っております。西脇知事は、連携にこだわるということをお話しさ

れておりますけれども、分野を越えて、またそれぞれの担い手を越えて、官民を越え

て、そうした中で、いかに実効性があって、具体的な結果が残せる形をどうつかんで

いくのかということが、大事なテーマを掲げるこの委員会でのこれからの議論におい

て、最も重要なことの１つではないのかなというふうに改めて思いました。 

 また、物価高の状況がある中で、これまでのデフレ時代の制度設計が合わなくなっ

てきているという状況もございます。そうした中で、この新しい時代の流れの中でど
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う展開を図っていくのかということは、これからさらにまた深めていかなければなら

ないテーマの１つかなというふうにも思っております。 

 家庭的養護については、いよいよ後期の５年間が始まったわけでございますけれど

も、今まで掲げてきた大きな目標と現実の状況にかなり乖離があるという意味では、

この部分については本当に実効性のある取組をしっかりと進めていただきたいという

ことをお願いしたいと思います。 

 最後に、委員会での質問時間が限られていることからその場では申し上げることが

できませんでしたけれども、日夜懸命に御奮闘いただいております職員の皆様に心か

ら敬意を表し、感謝を申し上げます。１年間大変お世話になりまして、誠にありがと

うございました。 

 

○畑本義允委員 

まず初めに、青木委員長をはじめ渡辺副委員長、田中副委

員長、本当に様々お世話になりましてありがとうございまし

た。また、委員の皆様も活発な議論をありがとうございまし

た。大変勉強になりました。そして、理事者の皆様にも様々

お願いもさせていただいた中、しっかりと誠実に御対応を賜

りまして本当に御礼申し上げます。ありがとうございまし

た。 

 危機管理・健康福祉、コロナ禍を経て、様々な感染症や少

子超高齢社会という中であったり、また激甚化する自然災

害、こういった中で、もちろん、どの部局、どの委員会も重

要ではございますが、特にこの委員会というのは非常に大き

な役割を持って、また進んで来た１年だったなというふうに考えております。勉強を

させていただいたのは本当に重々、非常に深く感謝をしております。 

 そういった中で、様々な視察や皆様の御意見も聞いている中で、自身が思ったこと

になると、私自身が特段、その健康、福祉とか危機管理とかこういったもののスペシ

ャリストとか専門家というわけではございませんので、それぞれ皆様の方がお詳しい

部分というのがたくさんある中で、自分ができる役割ということを考えたときに、や

はり私はできる限り地元の皆様、つまり京都府民の皆様からのお声であったりとか、

現場の課題というものをできる限り自分が分かる範囲でしっかりとお伝えをこの場で

していきたいなということで取り組んでまいりました。 

 そういった中で、本当にお世話になって最後にまたちょっとこれも総括の中でお願

いというか、ちょっと要望という形にはなるかと思うんですけれども、１点目がまず

これ予算特別委員会の書面審査でも申し上げさせていただいたんですけれども、敬老

の日の記念事業の件なんですけれども、もちろん当時申し上げましたとおり、敬老の

日の記念事業の対象者の方がそもそも年々すごく増えていっているという中で、予算

的にも非常に厳しいということも重々承知はしておるんですが、その祝い品の物をつ

くっていらっしゃるというのが、その障害者の就労支援施設等でその物品をつくって

おられているという中で、我が会派の議員からも府の障害者雇用率のことでも議会で

触れさせていただいたことあるんですけれども、京都府の工賃向上計画というのも、
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今、掲げてやっていらっしゃる中で、この雇用率と一緒にこの工賃向上計画達成のた

めにもこういった事業を一つ一つ、例えば障害者の方の作業が関わっているようなも

のに関しましては、この高齢者支援課さん単独の今は予算組みだとは思うんですけれ

ども、ぜひそういった障害者福祉の観点という点も予算にも少し反映をしていただけ

るような方向性を持っていただけたらなというふうに思っております。もちろん、部

局をまたぐということとかも出てくると非常に難しい話になるのかもしれないんです

けれども、ぜひ様々な観点で、その障害者の福祉につながるということをもう少し一

緒に考えていっていただけたらなというふうに思っております。 

 また、こちらの方の庁内の優先調達につきましても、ぜひまた、今年度からは物品

調達の目標率達成をまずは目標とされるというふうには伺っておりましたが、こちら

も議会で申し上げましたとおり、本当に今、非常にありとあらゆるものが物価高騰、

原材料価格の高騰がされている中で、この物品というものもそもそもの原材料も上が

っておりますので、役務の伸びに応じたような物品の目標額そのものの向上というこ

ともまた視野に入れていただきたいなというふうに思っております。 

 最後に、企業のＢＣＰの策定に関しましても、こちらも私から書面審査で提言をさ

せていただいたのですが、消防団というものが非常になり手不足が続いているという

中で、防災士も消防団もそもそもの大きな目的は地域防災力の向上ということが１つ

あると思います。このような方々が１つのところに固まっているのではなく、地域の

様々な職場や企業、環境にいらっしゃることが有事の際にやはり非常に大きな防災力

になってくるということでありますので、またこのＢＣＰ、京都府の方で様々企業側

にマニュアルであったりとかアドバイスをされると思うんですけれども、こういった

防災士さんも含めもちろん消防団、消防団員の方が何かその中に積極的に関われるよ

うなＢＣＰ作成もしていただければ、地域の防災力も上がる、消防団の課題も一定解

決する、企業も防災力の高い人材が身近にいるということは、誰も決して損がするこ

とはないのではないかなというふうに思っております。 

 最後にこのような意見を申し上げて大変申し訳ありませんが、また引き続きのお取

組をぜひよろしくお願いいたします。１年間本当にお世話になりました。ありがとう

ございました。 

 

○磯野勝委員 

青木委員長、そして渡辺副委員長、田中英夫副委員長、本当に１年間お世話になり

ましてありがとうございます。また、委員の皆様も忌憚のない御意見を聞かせていた

だきまして、本当に勉強になりましたことを感謝申し上げたいと思います。理事者の

皆さん方に対しましても、議案の丁寧な説明と我々の質問に対して真摯にお答えいた

だいたことに心から感謝を申し上げたいと思います。また、事務局の皆さんもいろん

な準備で御足労いただいて本当にお世話になりまして、ありがとうございました。 

 この１年間を私なりに振り返らせていただきますと、まずはこの府庁内に危機管理

センターが整備されまして、その意義、あるいは機能、この説明を受ける中、府内の

市町村や他府県との連携が一層図られることになったことは大変有意義だったと思っ

ております。今後は災害時の効果的な発信方法や民間企業や団体との連携の強化、フ
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ェイク情報への対応など、課題解決もたくさんあります

し、なお一層、総合的な防災対策を確立していただければ

と思っております。 

 そして、福祉関係では、世代を超えまして障害があるな

しに関わらず、誰もが活躍できる共生社会の構築に向けた

新しい福祉の展開について学ぶ機会が多数ございました。

どんな立場の方も全ての人に役割、それから出番があると

いう居場所をつくることで支え合う心を養うことができる

新しい福祉スタイルを今後も進めていただいて、福祉行政

の揺るぎない推進、これは必要不可欠であると感じました

ので、今後におきましても介護保険とのすみ分けや一時預

かりの課題解決に向けた取組が一層必要となりますので、理事者の皆様にはさらに創

意工夫を重ねていただきたいなと感じました。 

 管外調査では、福島県議会においては危機管理対策について、特に災害に特化した

アプリ開発の状況を学びました。少し細かいことを言いますが、従来とは違いプッシ

ュ型通知の機能が搭載されていまして、新しい情報をリアルタイムに受け取ることが

できて、アプリを起動していなくても新しいお知らせを受け取ることができる。それ

に加えまして、位置情報登録によって家族の居場所が災害時にもスマホ上で示される

など、画期的な安心・安全を補完することのできるスマホアプリの開発はぜひとも進

めていきたいと思いますし、この京都府内では、災害アプリを提供しているところは

非常に少ない、地域によって進んでいるところとそうでないところのデジタル格差を

はじめとしたハード面とソフト面の両面において、今後、是正していく支援もぜひと

も進めていただきたいなと感じました。 

 管内調査では、先ほどもございました社会福祉法人リガーレ暮らしの架け橋さんに

お邪魔をいたしまして、地域密着型総合ケアセンターを見学させていただきましたが、

福祉人材不足の解消事例や事業所の経営基盤の強化の取組など、社会福祉法人のグル

ープ化を図るなど斬新な戦略で地域福祉を進めてこられた生の現場を見ることができ

たのは、本当によかったと思っております。 

 これら委員会での調査事項や管内外の調査を踏まえて、京都府の危機管理及び福祉

行政の効果的、効率的な運営に生かせることは本当にたくさんあったなと感じました。

これらの成果をさらに発展させるべく、これからも研究を私自身も重ねて提言もして

まいりたいと思っております。 

 結びに当たりまして、委員長、副委員長、そして委員の皆様、理事者の皆様にはた

くさんのことを学ばせていただきまして深く感謝を申し上げまして、まとめとさせて

いただきます。１年間、ありがとうございました。 

 

○田中健志委員 

１年間、正副委員長、委員の皆様、また理事者の皆様、事務局の皆様、お世話にな

りましてありがとうございました。 

 危機管理・健康福祉という府民生活に密着した大きな２つの部署の幅広い守備範囲

の中で、それぞれバランスよく、また時宜にかなった項目について委員会運営をして
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いただいたことに重ねて感謝を申し上げたいと思いま

す。さきの委員からもそれぞれ出ていますけれども、

私からもそれぞれの部署で一つずつ印象に残ったこと

をお伝えして、まとめとしたいと思います。 

 まず、危機管理に関しては管外調査で宮城教育大学

の調査をさせていただいたこと、さきの委員からもあ

りましたけれども、私も大変感銘を受けました。日本

で唯一とたしかおっしゃっていたと思いますけれど

も、教育大学の中で防災教育の科目が必修科目になっ

ているということだったと思います。私の問題意識の

中で、学校の現場の教員の先生方に防災のスキルをさ

らに身につけていただきたいというのがあって、というのも防災訓練というのは毎年

やっておられると思いますが、何か万が一のそういう被災のときには、やっぱり学校

現場で子どもたちの命を守っていただけるのは教員の先生方だと。ということは、そ

の先生方にそういう防災のスキルを身につけていただかないといけないのではないか

という問題意識を持っておりましたが、宮城教育大学ではそういう取組をされている

ということで、本府では同じようなことはなかなかカリキュラムとしても難しいかも

しれませんけれども、防災士の養成をされて、推進されている中で、教育委員会と連

携していただいて、例えば防災士研修を教員の先生方に受講していただけるような取

組をもっと進めていただければいいのではないかと。実際、具体的に私もテレビで拝

見しましたけれども、福知山高校の教員の先生が防災士研修を受講されて、それを生

かして学校現場で生徒の皆さんに、避難所の運営に関することだったと思いますが、

授業していただいたというのをテレビで拝見しまして、これ本当にいいことだなと。

ぜひ進めていただきたいと思います。一方で、教員の働き方改革もあるので、なかな

か時間的なことも含めて難しい面もあるかもしれませんけれども、ぜひ連携して進め

ていただきたいと思いますし、そのような話を私も地元地域の皆様にはさせていただ

いております。 

 もう一つ、健康福祉のほうでは、これもさきの委員からもありましたけれども、リ

ガーレ暮らしの架け橋きたおおじについてお伝えさせていただきますと、山田理事長

さんは随分前から私も御指導いただく機会が何回かあって、やっぱりその地域包括ケ

アの第一人者というか、先駆者だなということを改めて痛感いたしましたし、やっぱ

り現場を見ないといけないなということを自分としても反省というか、改めて痛感い

たしました。住み慣れた地域で、かつ親しい方々と一緒に暮らして自分らしい人生を

送るような取組、小規模、多機能の中で福祉サービスを受ける前からその地域で親し

んで、サービスを受ける側になったら、そこでサービスを受けるというような理念が

あったかと思います。人口減少、それから超高齢化、そして地域のつながりが希薄に

なっているということが指摘されている中で、まさにリガーレさんの取組というのが

モデルになって、この京都府内のあらゆるところで同じような取組が展開できたら本

当にいいなと思います。小規模、多機能ということもあって、あるいはそのいろんな

行政的な関係から市町村さんが主体になる面もあると思いますけれども、本府もぜひ

しっかりと連携していただいて、これも今、委員からありましたが、その福祉人材の
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確保についても本府もしっかり取り組んでいただいておりますけれども、なかなか厳

しい面もあるかと思いますので、そこはぜひ連携を深める中で、さらに取組を進めて

いただきますことをお願いさせていただきまして、まとめの発言とさせていただきま

す。 

 ありがとうございました。 

 

○光永敦彦委員 

正副委員長をはじめ委員の皆さん、そして理事者の

皆さん、また事務局の皆さん、本当に１年間お世話に

なり、ありがとうございました。 

 私からは感想というよりは、ぜひ理事者の皆さんに

要望を述べて、１年間のまとめとしたいと思います。 

 この１年は、危機管理部でも健康福祉部でも大きな

時代の変化の中でどういった役割を京都府が果たすの

かという観点から、できるだけ広い視野で論議しよう

ということで私は臨んできましたし、京都府にもその

ことが問われたんではないかというふうに思っており

ます。中でも医療や介護をはじめとした社会保障全体

が、経営の深刻さや人材不足をはじめとした社会資源と言える、その分野の行き詰ま

りに直面をし、それに伴う利用者、家族の皆さんへのしわ寄せに加え、物価高騰、そ

して６月からの国保料、国保税の値上げ、さらに４兆円の社会保障給付削減の合意な

ど、一層国民に負担と制度的矛盾を押しつけると、こういうことが起こってきており

ます。なので、一つ一つの対応とともに、やはり根本的に社会保障をどう考えるかと

いうことを考えなきゃいけない時代に来ているんではないかということを改めて痛感

する１年でありました。 

 例えば、議論させていただきました国民健康保険一つ取ってみても、政府は保険料

統一化を自治体に迫っておりますけれども、仮に保険料統一化を目指したとて、国民

皆保険とかセーフティネットとしての個々の役割を果たせるものにつながらないとい

うことはもう明らかではないかなと思います。 

 したがって、公費投入とか保険の一元化なども含めた根本的なメスを入れない限り、

制度がいずれもたなくなるということはもう明白だと思います。 

 だからこそ、こういうときに国方針をそのまま具体化していくという姿勢でいいの

かと。やっぱり物を言う自治体にならなくては、府民の命も医療保険制度も守れない

というふうに私は感じております。そういう意味では、ぜひ府の職員の皆さんもそう

いう立場にある矜持を示していただきたいなと切に願っております。 

 また、今、述べてきた危機というのは、経営者や労働者、利用者、患者さんらの立

場を超えた連帯した取組がどうしても必要になるというふうに思いますので、理事者

の皆さんも、まして委員の皆さんも立場の違いを超えた議会との情報共有とか連携と

か、そういうことをしていただきたいなというふうに改めて求めておきたいと思いま

す。 

 なお、以下、具体的に幾つか述べたいと思います。 
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 危機管理については、災害防災問題は東日本や能登の復興に心寄せながらも、復旧

・復興自身が遅れたし、また今も遅れている事態があるかと思います。そういう事態

を踏まえれば、スフィア基準に基づく避難所運営をはじめとした継続的な調査や具体

化が、やはりその教訓を踏まえて京都でも取り組む必要があるのかなというふうに思

っております。 

 なお、その点で、京都府の当初予算で避難所環境改善の１つとして簡易ベッドの確

保等の予算が示され執行されていっていると思いますけれども、そうした努力という

のは私は非常に感謝をしているところでして、改めてお礼申し上げたいと思いますし、

引き続き充実をお願いしたいなと思っております。 

 また、一昨年の夏に府中北部を襲った土砂災害にもありますように、大規模な広範

な地域というよりは近年、特徴的な小規模で、なおかつ深刻な土砂災害というのが起

こっております。山や有害鳥獣、河川管理、耕作放棄など総合的な対策が必要なため

に、部局連携した本格的な取組、ぜひ求めておきたいなと思います。 

 さらに原発については、京都でこそ広域避難計画の実装化や要配慮者対策など、継

続的かつ粘り強い具体化が求められていますが、そもそも原発、老朽原発の稼働延長

とか新増設というのはとんでもない話なので、その廃炉を引き続き求めるために御努

力いただきたいと思いますけれども、当面で言うと、敷地内に使用済み核燃料の乾式

中間保管という永久保管につながりかねない動きがありますので、府として府民的な

情報共有をぜひ図っていただいて、そういう動きにならないような努力はぜひお願い

したいなと思っております。 

 地震防災も南海トラフの対策に加えて、花折断層の被害想定の見直しもされました

ので、直下型あるいは断層連動地震など複合災害も視野に入れた対策も必要だし、今

回、昨年、今年度と住宅耐震化の予算が時限的とはいえ復活したこと、これも重要な

ことやないかなというふうに思っておりますので、今年度で終わるのかという辺りは

今後の課題かと思いますけれども、ぜひそういう耐震化の具体化や、あるいは直接所

管でないかもしれませんけれども、府立大学の老朽校舎の早急な建て替えなども部局

を超えて取り組んでいただけたらなと思います。 

 健康福祉部については、ぜひ貧困格差が相当広がっておるというのが実態なので、

委員会や、あるいは健康福祉部としても実情をよく把握して、そして共有していくと

いうことが非常に大事だというふうに考えておりました。今、病床削減の動きとか介

護保険事業所の倒産、廃業などの実態もありますので、地域ごとの医療や介護のニー

ズを調査、把握し、そこから政策を考えることが必要だと考えています。 

 といいますのも、政府のこの間でやってきたことというのは、結局、その診療報酬、

介護報酬などで縛りながら、医療ニーズに沿った政策を立てるということよりは、そ

の政策の中でどう経営、人材確保していくのかということに押し込められていると思

います。結果として、では、地域の医療や介護のニーズがどこにあって、それに対し

てどういう計画や方針を持って具体化するのかという、この観点が非常に欠落しつつ

あるというふうに考えておりますので、そういう意味でも京都府の役割というのが非

常に大事と思っております。 

 そういう観点から舞鶴の公的病院の再編の動きも、医師派遣の責任は私も問わせて

いただきましたけれども、それだけではなくて、どれだけ生きた医療や介護のニーズ
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が今あり必要なのか、そういう自治体の実情なんかもよく調査もされて、把握されて、

そういう観点からの論議をぜひしていただきたいなと、これは舞鶴だけに限りません

けれども、全体としてそのことは求めておきたいなと思います。 

 また、少子化や高齢化なども踏まえた地域医療ビジョンの2040年に向けた改定が始

まるということになるかと思いますので、また子どもの医療費助成の拡充とかマル老

の拡充などの福祉医療制度の問題はじめ、これら一連の取組も京都府としても非常に

重要だというふうに思っております。 

 さらに、何よりこの１年で言うと、医療・介護・障害等の従事者の処遇改善、人材

確保策に向けた取組を本格的にやらなければ、地域医療や地域の介護障害サービスも

崩壊の憂き目に遭ってしまう。現に廃業なども進んでおります。これらはもちろん国

政の課題は非常に大きいわけですけれども、国政を動かす上でも京都府の姿勢と、そ

して京都府が次の改定を待つことなく具体化をして国を動かしていくと、そういう志

ある取組もぜひしていただきたいなと改めて願っています。 

 このほか、この委員会というのは幅も広いし深い委員会でしたので、全て述べるこ

とはできませんが、大変学ばせていただく委員会でありました。委員会の管外調査や

管内出張などを含めて大いに学ばせていただいたことを今後生かしつつ、私も努力し

ていきたいと思いますので、皆さんに感謝をして、引き続き御尽力賜りますことお願

いして、発言とさせていただきます。１年間、ありがとうございました。 

 

○藤山裕紀子委員 

青木委員長、渡辺・田中英夫両副委員長、そして委

員の皆様、理事者の皆様、事務局の皆様には１年、大

変にありがとうございました。 

 定例会中の委員会はもちろん、閉会中の調査や管内

外調査は大変有意義なものであったというふうに思い

ます。とりわけ、委員の皆様方の質疑などからは新た

な知識であったり視点であったり知ることができまし

た。ありがとうございました。 

 加えて、昨年度に引き続いての危機管理・健康福祉

常任委員会ということで、様々な面でさらに深められ

たかなとに思っております。 

 その中で、まず危機管理につきましてですが、危機管理センターも一定整い、防災

教育にも力を入れて取り組んでいらっしゃるという中でございます。防災教育につき

ましては、視察でも宮城教育大学の防災教育研修機構を訪問いたしましたし、東京都

のマイ・タイムライン作成の啓発についても、これもある意味では防災教育の１つに

なるのかなと思いますけれども、そういった様々な取組を拝見することができました。 

 災害対策というのは具体的に何をするのかということを考えたときに、当事者で実

際に経験をしたことがない人にとっては、実際に経験した方のお話であるとか報道の

情報、そういったものももちろん大変大切なんですけれども、災害は恐らく同じ災害

というのはほぼないだろうと思います。そういう意味では、毎回が初めての災害の経

験になるだろうと思っておりまして、そういった中でどこかの地域で起こった災害を
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自分たちの地域に当てはめて、こういうことが起こったときにどうしたらいいか、想

定を基にどういった備えをしていくかということを想像する想像力の部分というのが

非常に大きいんだというふうに個人的には思っております。防災教育の中では、子ど

もたちにそういった想像力を働かせてどうするべきか考えるという機会を、ぜひ与え

ていただきたいと思っております。 

 それと、併せて災害時に重要な自助・共助・公助についてですけれども、私自身も

町内会の自主防災会など参加しておりまして、先日も会議があって話題になっていた

んですけれども、災害時の町内会に加入していない人に対する対応をどうするかとか、

自主防災会のメンバー自体が高齢化していて人を助けに行く余裕もないとか、私の住

まいする町内会、900名弱の町内会なんですけれども、その中でアンケートをとられた

んですが、自力で避難できないから誰か助けてほしいという方がその900人の町内の中

に約100人いらっしゃいまして、自助と共助のバランスというのも非常に難しいなとい

うことが毎回会議の中で課題として上がるんですけれども、なかなかそれは解決でき

ないまま毎年毎年課題というふうになっております。 

 そういう意味で高齢化が進んでいく中では、共助・公助が必要となる部分が大きく

なってくるのかなと思うんです。ただ、やはり公助も限りがあるということがござい

ますので、この共助の部分を促す取組、今、ＤＩＧを活用した防災教育も行われてい

るということでございますけれども、自助はもちろんですけれども、しっかりと共助

としてどういったことができるのかということを学べる防災教育、また防災訓練をぜ

ひお願いしたいと思います。 

 続いて、健康福祉部につきましてですけれども、この１年で一番印象に残っており

ますのがみねやま福祉会の櫛田常務理事をお招きしての新しい福祉の展開についてと

いうことで聴取をした内容でございました。高齢者、障害者、児童それぞれの施設で

連携しながらごちゃまぜの福祉というのを展開されているというお話でしたけれども、

これからの人口減少、高齢社会の中では、こういった垣根を越えた取組というものが

大変重要になってくるというふうに思っておりますし、実際、そういった取組の中で

相乗効果もあるというお話もございました。もともと社会というのはごちゃ混ぜのも

ので、実はかつての３世帯であったり、４世帯とかの家族のような中であったり、御

近所の交流の中で支え合うということを自然と学んできたのだろうと思いますけれど

も、櫛田常務理事のお話の中にも制度の違いが壁になるというようなお話もあったか

と思います。そういった意味で、制度の垣根を越えて連携できるような新しい京都府

の福祉の形というのも模索していただきたいなということをお願い申し上げたいと思

います。 

 あと、危機管理部では、新型インフルエンザ等対策行動計画であったり、戦略的地

震防災対策指針・推進プランの改定、健康福祉部では、子ども・子育て支援事業計画、

子どもの貧困対策計画などなど、大変重要な計画の改定について、この１年を通じて

報告があり、またそれに対しての議論もあったというふうに認識をしております。い

ずれも重要なものであるというふうに思っておりますので、計画に基づいてしっかり

と実行していただきたいと思いますし、時代の流れの中ではイレギュラーな状況とい

うのも起こってくると思っておりますので、そういうときにはぜひ柔軟に対応いただ

き、本来の目的を達成するため、これからも御尽力をいただきたいと思います。 
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 最後に、これは要望になるんですけれども、宇治の児童相談所ですが、大変老朽化

をしております。つらい思いをしている子どもたちが少しでも、いい環境の中で心を

癒すことができるように、落ち着いて暮らすことができるように建て替えというもの

も今後の中でぜひとも考えていただきたいということをお願い申し上げまして、私の

まとめと感想とさせていただきたいと思います。ありがとうございました。 

 

○田中英夫副委員長 

青木委員長、そして渡辺副委員長をはじめ委員の皆

さん、御一緒させていただきましてありがとうござい

ました。また、理事者の皆さんも、そして事務局の皆

さんにもお世話になりまして、ありがとうございまし

た。 

 今日もそうでありますけれども、こうした形でそれ

ぞれの皆さんが問題意識のこの部分、この部分という

ことでお話をおっしゃっておられる、そのことを聞か

せていただくということで、１年間、私も今さらなが

らに大変勉強になったというふうに思っておりまし

て、ありがたい１年だったなと思っております。感謝

いたしております。 

 同じ場面を見ても、それぞれに地元の都合との関係でやっぱり考えられることがい

ろいろ違うんだなというふうに感じた次第であります。そんな中で１点だけ防災とい

うことについて、少し思いを述べさせていただきたいというふうに思います。 

 管理者にも何度かお聞きしたんですけれども、防災センターができたことによって、

それが京都府内での防災ということに関して、そこがもちろんセンターとなるという

ふうにお聞きもしていますし、そうであっていただきたいわけでありますけれども、

やはり防災会議なんかの中でも、もうもちろん国の関係もあれば、府の方から見れば

それをお互いにやりながら一定指導していく市町の関係もあるし、いろんな庁内的に

も横断的なものがあるし、いろんな分野があるわけでありますけれども、やはり実際

のことが起こってみると、１点でコントロールをしなければならないわけであります

けれども、それぞれはやっぱりそれぞれで走ってもらわなきゃならんというところで、

なかなか実際には難しい部分があるんだろうなと、いまだにそういうふうにお聞きを

しておりますけれども実際は思っております。 

 防災訓練等々も何度もあちこちに、今年度の分ではないですけれども、行きますけ

れども、それこそ自衛隊とか海上保安庁の分は見たことないですけれども、そうした

ものが全然違う、いわゆる組織の方とも連携をしておられるのはその場では見えるわ

けでありますが、これが実際に混乱の中でどれを一番にやるかということになると、

なかなか難しいものだろうなと。だから、どうしたらいいというようなものはもちろ

んないわけでありますけれども、その場でそれぞれが考えていただかなきゃならん話

ではありますけれども、本当にそういう意味では国の方を向いては、どれだけの権限

がとかいろんなことがあるでしょうけれども、やはり一義的に京都府、防災会議で言

えば、知事が会長でありますけれども、一義的には京都府が全てをコントロールして
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矢を出していくというそのことを今後ともにしっかりとまた確立をしていただきたい

なと、このように思っています。 

 中でも、さっき言いましたように、対国や外部、いわゆるふだんの府行政の中では

コントロールというか、直接的な作用をすることはない分野、国の分野であったり、

民間の分野であったり、そういうところの部門と、それから庁内の部分と、そして市

町に指令とは言いませんけれども、一定指示をしていくような部分とあると思います。

防災センター中で大きなスクリーンがあって、画面があって、いろんなところが即時

に見えるというのも見せていただきました。 

 ただ、会議は市町ともしょっちゅうしておられると思いますけれども、さあ、実際、

何かが起こったときに、より地元のことがその画面を見たらすぐに分かるという意味

では、そういう市町の地元の人間がそこに入り込むということが大事であろうという

ふうに一方では思うんですが、一方では災害の起こった一番困難なところはそんな人

間を派遣しとる場合ではないと、そういうようなこともあるんでしょうし、なかなか

考えれば考えるほどいろんなことをそういうふうにしていって、そんなきれいな体系

にはなかなかなりにくいなとは思うわけですけれども、そこのところはひとつまた再

度の再度で検討を重ねていい形のセンターになるようにお願いしたいと、このことが

主に今日お願いしたいことであります。 

 もう一つ、それに加えてでありますけれども、能登半島のような１つの例で言えば

道路の話があって、大体半島の先のほうまでそんなにそこにばかり財源を突っ込んで

道路を造るということはふだんではどうなんだと言ったら、あんまり交通量はないで

しょうみたいな話が出たりするというような場所ですよね。 

 しかし、結局それが物すごく復旧が遅れて、もう皆さん御案内のとおりであります

が、そのことによってかえって大きな手間になると。国土強靱化というので今度、加

速化のあれもありますけれども、今やっておいたら結果的には物すごく財政面でも助

かったということがあっても、国もそうですし、府もそうですけれども、なかなかそ

うは言いながら、目の前のこともありますから簡単にできるもんではないということ

は承知をいたしております。でも、やっぱりこれは危機管理部のほうから横へ向けて、

そういう意味の他部局の、健康福祉部の方にもそういういろんな課題、予備としてや

っておかなければならない課題とか、考えておかなければならない部分とか、予算を

伴う部分とかあると思いますが、防災の点でやはり一番安心・安全の問題ですので、

それは危機管理部の方から他のところの部局のやはりやりたいと思いながら、なかな

か庁内全体の財政上の問題を含めて届かない部分についても必要度については、口が

出せるかどうか知りませんけれども、応援してやるとかそういうようなことを含めて

一体的な防災の体制ができますように特にお願いをしておきたいなと、そのことを一

番に思いながら１年間過ごさせていただきました。 

 今日は１点だけで終わりますけれども、いろんなことでお世話になりまして、見聞

きさせていただきましたことを感謝して、まとめさせていただきます。ありがとうご

ざいました。 

 

○渡辺邦子副委員長 

まずは、青木義照委員長、そして田中英夫副委員長をはじめ委員の皆様方、理事者
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の皆様、そして事務局の皆様、１年間大変お世話にな

りまして、誠にありがとうございました。 

 今、改めて各委員からのお話を伺いまして、この１

年間本当にいろいろと多岐にわたる、また本当に参考

になる管内外調査、そしてまた、委員会運営にお努め

をいただきました青木委員長に改めて敬意を表させて

いただきたいと思います。そして、この報告書案の作

成につきましても事務局の皆様、本当にお世話になり

ました。こうして理事者の皆様方とこのように共有を

させていただいていることが、これからの京都府にと

ってよい取組につながることを心から願いながらお話

を伺っておりました。 

 それぞれに管内外調査、本当に参考になることばかりでございましたけれども、皆

様方のお話に出ていなかった宇治田原町の中央公園について少し述べたいと思います。 

 新しい町役場に隣接したハート型の芝生公園、そこのところに災害用のマンホール

トイレとか、かまどベンチ、そして耐震用の貯水槽、そしてまた、防災用の東屋など

本当に日頃から活用されながら、いざというときには、各地域の公民館とかそういう

第一次的な避難場所に加えて、町役場として、町として大きなコンセプトを持って取

り組んでおられることに本当に感銘を受けました。 

 また、日赤の備蓄倉庫も整備されまして、何かのときには使うとか、そしてまた、

地域の事業者とも連携を取りながら備えておられることは、大変参考になるかなと思

いました。 

 しかしながら、大きな町とかコンパクトではないところにとったら、なかなか同じ

ようなことはできないかもしれませんけれども、考え方としてはすごくすばらしいな

と思わせていただきました。 

 また、防災につきましては、そのような行政によりますハード面での整備や準備、

また連携などに加えて、何よりも私も皆様と同じように民間の皆様との連携が大変重

要だと思っております。先ほどお話が出ましたように、経験のある、特に京都府がカ

ウンターパートで御支援をさせていただいている福島県、そしてまた、能登半島地震

におきましては七尾市など、多くの被災者の方がいらっしゃると思いますけれども、

その方たちとの連携によって、私たちのこの京都府にとって必要なことを学ばせてい

ただいているということにつきましては、本当に真摯に受け止めて、私たちの暮らし

の中に生かしていかなければならないなと思っています。 

 特に昨年度は近畿総合防災訓練が京都の担当ということでお取組をいただきました。

本当にいろんな条件の中、大変御苦労いただきました皆様方に心から感謝を申し上げ

たいと思いますし、その中で今までと同じような形ではなく、いろんな工夫をされな

がら、また先ほど申し上げました経験のある方々の御意見、そしてまた、学生さんの

活動とかそういうことで、また新たな取組も広げていただいていることに心から感謝

を申し上げたいと思います。 

 そんな中で、特に私が印象に、何度も言っているかと思いますけれども、地域力は

防災力という言葉をその方たちはいつもおっしゃっています。何か備えてというより
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も、地域の中で日頃から顔の見える関係になっていれば何か困難なとき、先ほどほか

の委員からもありましたけれども、どういう災害があるかというのは、そのとき、そ

のときによって違うと思いますので、マニュアルはないかとも思いますが、いろいろ

な経験や、そしてまた、地域の中で日頃から助け合う、そしてつながっているそんな

人間関係があれば、いろんな困難に自分たちで工夫をしながら乗り越えていけるんで

はないかなということを大変印象に受けさせていただきました。そのような点からも、

令和６年７月に全面運用開始されました危機管理センターにおきましても、行政の方

々や、また防災会議では多岐にわたる学識経験者の方々も含めての会合を危機管理セ

ンターの方でしていただくという情報もこの間、お聞きしましたけれども、できるだ

け民間の方のお力も借りながら、あそこを本当に防災・減災の要として活用していた

だくことを心からお願いをしておきたいなと思います。 

 そして、先ほど申し上げました東日本大震災のときに、福島県から避難して来られ

た方々と一緒に京都府が取り組んでおられる避難者支援プラットフォームも、今度の

５月28日で第114回を迎えられるとお聞きしています。この間、本当に多くの方々の御

尽力により、この会を続けていただいていること、そしてまた、方向性は変わってき

ているかもしれませんけれども、この前、久しぶりに避難者支援プラットフォームを

府庁内で開催されたときに、来られた方が復興庁の復興大臣とも面接をされて、京都

府での取組を聴取されるということもあったかとお聞きしています。そのような形で

本当につらい思いをしながらも、こちらの方でまた地域の中で活躍していただいてい

る、そんな方々とも一緒になって皆さんと子どもたちから高齢者の方々まで、そして

先ほどごちゃ混ぜという言葉が出ました。本当に誰かだけではなくて、いろんな視野

を広げて、いろんな方々と一緒になって困難に立ち向かっていく、そしてよりよい、

安心・安全で、一人一人が本当に大事にされる、そんな社会をつくっていくためには、

私も先ほど申し上げた地域力は防災力、そしてまた、ごちゃ混ぜという観点が私はこ

の１年間で改めて大切なキーワードであるなと思いました。 

 そのためには本当に日夜、御努力いただいております理事者の皆様方を中心として、

また地域の中で頑張ってくださっておられる皆様と一緒になって、よりよい京都府づ

くりを目指していくために、私も今後とも努力をしていきたいと思いますし、先ほど

申し上げました危機管理センターにつきましては、京都府や京都市やいろんな方々に

訪れていただき、あそこを本当に拠点として活用していただけるような、そんなセン

ターにこれから皆様で築いていっていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお

願いいたします。１年間皆様方、本当にお世話になりましてありがとうございました。 

 

○青木義照委員長 

昨年５月から本日に至るまでの間、渡辺・田中英夫副委員長をはじめ委員の皆様方

には、円滑な委員会運営に格段の御協力いただきましたことを心から感謝を申し上げ

たいと思います。また、理事者の皆様におかれましては行政の推進に御尽力をいただ

き、誠にありがとうございました。おかげをもちまして大過なく委員長の責務を果た

せましたことを、この場をお借りいたしまして委員並びに利用者の皆様方に厚く御礼

を申し上げます。 

 さて、本委員会は危機管理部及び健康福祉部の所管、並びにそれらに関連する事項
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を所管していますことから、防災・減災に関することから

子育て支援を中心とした健康福祉に関することまで幅広い

事項について、委員から活発に議論、そして管内・管外調

査を行ってまいりました。 

 １年間の活動を振り返ってみますと、まず危機管理部に

おきましては、昨年７月から全面運用を開始した危機管理

センターの見学を行い、新型インフルエンザをはじめとし

た感染症危機の発生時の行動計画や新たな戦略的地震対策

指針の策定などについて議論を行いました。最近では、昨

年１月に発生した能登半島地震や同年８月に日向灘を震源

とする地震の発生により、初めて南海トラフ地震臨時情報

が発表されるなど、自然災害が激甚化の一途をたどっております。理事者の皆様にお

かれましては、府民の安心・安全のために引き続き御尽力を賜りますようお願い申し

上げたいと思います。 

 また、管外調査では、小学生から大人まで一人一人に対応した東京マイ・タイムラ

インや東日本大震災での経験を踏まえられた福島県防災アプリなど、デジタル技術を

活用した防災の取組や国土交通省関東地方整備局の首都圏における基幹的広域防災拠

点の運用方法について学ぶことができました。 

 次に、健康福祉部におきましては、京都府が重点事項として掲げている子育て環境

日本一を踏まえた取組を中心に議論を行いました。少子高齢化に歯止めがかからず、

地方の過疎化や地域へのつながりの希薄化が問題視される中、参考人を招いての委員

会調査では、社会福祉法人みねやま福祉会のごちゃまぜの福祉や宮津・与謝区の在宅

医療・療養に対する体系的支援と在宅看取りの取組についてお話しいただき、府内現

場での新しい取組を学ぶことができました。 

 また、管外調査では、神奈川県にあるナノ医療イノベーションセンターの先端医療

の現状と推進体制の構築に向けた取組について、日本海総合病院では、山形県庄内地

域の13の法人、団体が参加する地域医療連携推進法人が取り組まれている地域の医療

連携について学ぶことができました。理事者の皆様におかれましては、少子高齢化、

自然災害の激甚化など、現在の京都府を取り巻く社会情勢はこれまでにも増して厳し

く、対応すべき手立ても複雑であることから、諸施策により劇的な効果を得ることが

難しいところもあるかとは思いますが、これまでの施策を一層効果的に御推進いただ

き、現下の課題に適切に対応していただきたいと思います。 

 また、本委員会において各委員から出されました御意見、御要望につきまして、今

後の府政運営に向け積極的に御検討いただき、より一層の御尽力をお願い申し上げま

す。 

 最後になりましたが、委員並びに理事者の皆様方におかれましては、御健康に御留

意され、今後ますます御活躍されることを祈念いたしまして、甚だ簡単ではございま

すが、御挨拶とさせていただきます。１年間、どうもありがとうございました。 
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